
再検討要請（国土交通省）

109
都市計画の軽易な変
更の見直し

都市計画法施行令第１４条
第１項第２号中「法第１８条
第３項」の次に「又は法第１
９条第３項」を追加、又は都
市計画法施行規則第１３条
の２の条文に同規則第１３
条各号の条文を追加するこ
とにより、市町村が決定す
る都市計画の軽易な変更を
道府県と同様とし、道路や
公園等に関する都市計画の
変更を行いやすくする。

【制度改正の内容】
都市計画法第２１条の軽易な変更は、その内容が細かく規定されており、変更
内容も限定的で、既決定時に両者の調整は済んでいるものと解される。
これまでの地方分権改革で市町村が決定できる都市計画の種類が拡大した
が、軽易な変更として取り扱う項目に、道府県と市町村とでは大きな違いがあ
る。このことから、都市計画事業の進捗にも影響が出ている。よって、市町村が
決定する都市計画の軽易な変更についても、道府県と同様の項目とすることを
提案する。
【具体的な支障事例及び制度改正の必要性】
都市計画法施行規則第１３条各号に掲げるものが、市町村決定の都市計画に
関して、軽易な変更として認められていないことにより、次のような支障事例が
生じており、同様の支障事例が公園等の場合にも想定される。
・都市計画道路施行の際、詳細測量を行なって実施設計を行い、事業認可を得
ようとした場合、都市計画決定した線形と事業認可を受けようとする線形がずれ
てくる場合は都市計画変更をした上で事業認可申請する必要がある。この変更
の手続きに時間を要してしまうと、事業予定地に建築物等が建築されてしまう恐
れがあり、移転補償が困難になり道路完成の遅延が予想される。また、施工中
に地盤状況等により線形変更が必要となった場合、変更手続きに時間を要する
と工事期間も長くなり、工事費増大の恐れがある。このようなことから、軽易な変
更として手続きの期間を短縮させたい。
（参考）
通常の変更　案の縦覧から決定告示まで約６週間
軽易な変更（名称の変更）　都市計画審議会召集から決定告示まで約１週間
軽易な変更（名称の変更以外）　案の縦覧から決定告示まで約４週間

都市計画法第１９条
第３項
都市計画法施行令
第１４条
都市計画法施行規
則第１３条の２

国土交通省 二本松市
E　提案の実
現に向けて
対応を検討

都道府県が定める都市計画については、国の利害に重大な関係がある
都市計画については、国土交通大臣の同意付協議により国の利害との
調整を行っている一方、市町村が定める都市計画については、広域調
整及び都道府県決定の都市計画との適合を図る観点から、都道府県知
事が協議を行うこととされてきたところ。
軽易変更となる事項を拡大することの可否について、都道府県・市町村
に対する運用状況・実態の調査等を行い、その結果等を踏まえ、今後検
討していく。

675
都市計画の軽易な変
更の見直し

現在市町村が行う「都市計
画の軽易な変更」が適用さ
れている内容を指定都市に
おいては道府県と同様と
し、道路や公園等に関する
都市計画の変更を軽易な変
更とする措置

【制度改正の必要性】
都市計画法施行規則第13条第３号及び第13条第４号の規定が指定都市決定の
都市計画に関する軽易な変更として認められていないことにより、都市計画変更
を行う場合に実施する大臣への協議、同意の手続が省略できない。道府県と同
様とする措置となれば、手続の一部省略化となり、効率的な事務執行が可能と
なり事業期間の短縮につながる。

【実例（予定含む）】
１　都市高速鉄道
①横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道中第6号相鉄・JR直通線（変更）
（告示 H24.10.5）　区域変更区間　約190m、中心線の振れは100m未満
②横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道 相模鉄道本線（変更）
（告示 H26.3.5）　区域変更区間　約330m、中心線の振れは100m未満
※施行規則第13条第4号イ（起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による
位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変
更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの）に該当。
２　自動車専用道路（首都高速道路）（予定）
①横浜国際港都建設計画 道路　高速横浜環状北線（変更）
変更区域区間　1000m未満、中心線の振れは100ｍ未満
※施行規則第13条第3号イ（線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線
の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル
未満であるもの）に該当。

都市計画法第19条
第３項、第87条の
２、都市計画法施行
令第14条、都市計画
法施行規則第13条

国土交通省 横浜市
E　提案の実
現に向けて
対応を検討

指定都市の特例により都道府県が定める都市計画を指定都市が変更
する場合については、都道府県が定める都市計画との適合を担保する
手続きが必要となるとともに、その内容が国の利害に影響を与えないこ
とを確認する必要がある。このため、都道府県が都市計画を変更する際
には国へ同意付き協議が不要とされている軽易な変更についても、都
道府県が定める都市計画との一体性を確保するために広域の見地から
の都道府県知事の意見を聴いた上で、国への同意付き協議を行ってい
るところ。
軽易変更となる事項を拡大することの可否について、都道府県・市町村
に対する運用状況・実態の調査等を行い、その結果等を踏まえ、今後検
討していく。

管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答
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109
都市計画の軽易な変
更の見直し

都市計画法施行令第１４条
第１項第２号中「法第１８条
第３項」の次に「又は法第１
９条第３項」を追加、又は都
市計画法施行規則第１３条
の２の条文に同規則第１３
条各号の条文を追加するこ
とにより、市町村が決定す
る都市計画の軽易な変更を
道府県と同様とし、道路や
公園等に関する都市計画の
変更を行いやすくする。

675
都市計画の軽易な変
更の見直し

現在市町村が行う「都市計
画の軽易な変更」が適用さ
れている内容を指定都市に
おいては道府県と同様と
し、道路や公園等に関する
都市計画の変更を軽易な変
更とする措置

管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

都道府県が、都市計画決定する場合の国土交通大臣と協議する理由は、法第１
８条第３項、市区町村が、都市計画決定する場合の都道府県と協議する理由は
法第１９条第４項に定められているとおりである。
一方で、都市計画運用指針のⅢ－２ 運用に当たっての基本的考え方の２．市町
村の主体性と広域的な調整では、「広域の見地からの調整を図る観点」とは、
「当該都市計画が当該市町村の区域を超えて広域的に影響を及ぼす場合や、
関係市町村間で必ずしも利害が一致しないと認められる場合等必要な場合」と
解される。逆を返すと、これが認められない場合、広域の見地からの調整を図る
必要はないと解釈できる。
そもそも、軽易な変更を認めるのは、目的とする都市計画の早期実現のため
に、事務手続きを簡略化し、当初の目的を達成させようとする意味もあるのでは
ないか。
軽易な変更が、都市計画の当初決定時と何ら変わるものではないと認められる
ものについては事務手続きを簡略化するべきである。
実態調査については、「軽易変更となる事項を拡大することの可否について」で
はなく、「軽易な変更と認められるべき規模等について」行われることを望む。
また、二本松市では、喫緊の課題として、長期未着手となっている都市計画道路
について、市民への負担を強いている状況である。さらに東日本大震災からの
早期復興と市民の心の復興を早期に実現するためにも都市計画公園の果たす
役割は大きい、このようなことから、特に「都市計画道路」「都市公園」について
は、軽易な変更として認めていただきたい。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

○　「都市計画決定のパターンは様々であることから、軽易な変更に係る調査に
期間を要する」との指摘については、都道府県で軽易な変更として認められてい
る範囲を一つの基準とすることにより、早期に、実態を適切に把握し、年末の閣
議決定に見直しの具体的な方向性を盛り込まれたい。
○　可能なところから早期に見直しを図る観点から、都道府県で軽易な変更とし
て認められているもののうち、少なくとも道路、公園については、都道府県におい
て軽易な変更として認められている範囲で、市町村においても軽易な変更として
認めるべきではないか。そうできない場合、何か具体的な支障はあるのか。
○　「市町村が定める都市計画については、広域調整及び都道府県決定の都市
計画との適合を図る観点から、都道府県知事が協議を行うこととされてきた」と
のことであるが、道路や公園等について位置等の些細な変更を行う場合、当初
決定の時点で、都道府県との必要な調整は完了しており、都道府県と改めて（同
意）協議を行う必要性は認められないことからも、こうした事例に関しては、軽易
な変更として取り扱うことが適切ではないか。

　現在市町村が行う「都市計画の軽易な変更」が適用されている内容を指定都
市においては道府県と同様とし、道路や公園等に関する都市計画の変更を軽易
な変更とする措置の早期実現を求める。なお、本市においては現在、完成予定
時期を平成28年度としている横浜国際港都建設計画道路　高速横浜環状北線
について、都市計画変更を検討している。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

○　「都市計画決定のパターンは様々であることから、軽易な変更に係る調査に
期間を要する」との指摘については、都道府県で軽易な変更として認められてい
る範囲を一つの基準とすることにより、早期に、実態を適切に把握し、年末の閣
議決定に見直しの具体的な方向性を盛り込まれたい。
○　可能なところから早期に見直しを図る観点から、都道府県で軽易な変更とし
て認められているもののうち、少なくとも道路、公園については、都道府県におい
て軽易な変更として認められている範囲で、市町村においても軽易な変更として
認めるべきではないか。そうできない場合、何か具体的な支障はあるのか。
○　「市町村が定める都市計画については、広域調整及び都道府県決定の都市
計画との適合を図る観点から、都道府県知事が協議を行うこととされてきた」と
のことであるが、道路や公園等について位置等の些細な変更を行う場合、当初
決定の時点で、都道府県との必要な調整は完了しており、都道府県と改めて（同
意）協議を行う必要性は認められないことからも、こうした事例に関しては、軽易
な変更として取り扱うことが適切ではないか。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

601

一部が一般国道また
は都道府県道になって
いる市町村道にかかる
都市計画決定権限の
市町村への移譲

都市計画法第十五条第一
項では，広域の見地から決
定すべき都市施設等に関す
る都市計画は，都道府県が
定めるよう規定されている。
さらに，都市計画法施行令
第九条第二項では，この都
市施設等の中に一般国道と
都道府県道（道路法第三
条）を掲げている。つまり，
都市計画道路のうち，一部
が一般国道または都道府
県道になっている市町村道
において，一部を変更しよう
とする場合，市町村ではな
く，都道府県にその決定の
権限がある。そこで本提案
では，この場合について，
市町村が決定できるよう都
市計画法施行令の改正を
求める。

【制度改正の必要性】
都市計画道路のうち，一部が一般国道または都道府県道になっている市町村
道にかかる計画を変更する際には，都道府県が定めた都市計画の変更を行うこ
とになる。この場合，市町村の内部協議や都市計画審議会において議論が交わ
された後，都道府県における内部協議や都道府県都市計画審議会を経て，都
市計画の変更が決定される。このため，都市計画の変更（事業の着手）までに
長期間を要する。市町村に権限が移譲されれば，各市町村設置の都市計画審
議会を経ることによって都市計画の変更を決定することができる。したがって，
都市計画の変更までの期間（事業着手までの期間）を短縮できるほか，それぞ
れの地域の実情に速やかに対応した変更が可能となる。（参考）都市計画変更
に係る所要時間・・・北海道の場合は１１か月程度，函館市の場合は４か月程
度。
【事例】
交通事故防止のため市道部分の交差点を改良する都市計画道路の変更（縮小
変更）をしようとしたが，当該都市計画道路において縮小地点とは約３㎞離れた
地点で道道を含んでいるため道決定となった。また，約５０年にわたって事業未
着手であった都市計画道路について，長期未着手都市計画道路の見直方針に
基づき市道である都市計画道路の一部区間を廃止しようとしたが，当該都市計
画道路において廃止地点とは約２㎞離れた地点で国道及び道道を含んでいるた
め国同意を要する道決定となった。
【懸念に対する方策等】
権限移譲により市町村と都道府県の都市計画に不整合が生じるのではないか
という懸念については，両者間では従来必ず情報交換が図られ，必要な調整が
行われてきたことから，防止できると考える。また，本提案は，平成２５年６月１４
日閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針」の「地方は，インフラ機能の集
約・減量化を反映するよう都市計画を見直す」という事項と関連していると考え
る。

都市計画法施行令
（昭和４４年政令第１
５８号）第９条第２項
第１号イ

国土交通省 函館市 C　対応不可

一本の道路で都道府県道及び市町村道が複合するなどの場合には、
都市計画決定権者が乱立することを防ぐ観点及び路線全体の都市計画
上の性質に鑑みて、より上位の道路について決定権を有する都道府県
が定めることが適切であり、一般国道及び都道府県道については、一
の市町村の区域を超える広域的なネットワークを形成する施設であるこ
とから、一般国道又は都道府県道に関する都市計画は都道府県が定め
ることとされているところ。また、都道府県が定めた都市計画の一部を
市町村が変更することは認められない。

665
開発許可の技術的細
目に関して定める条例
の自由度の拡大

開発行為における公園の設
置については、都市計画法
施行令第25条において開発
区域の規模に応じて基準が
定められているが、全国で
一律的な設置基準であるこ
とから技術的細目の内容を
条例委任する。
また、開発許可の技術的細
目に関して定める条例の自
由度の拡大を図るため、条
例の制定範囲を極めて限定
的に定めている都市計画法
施行令第29条の２を廃止も
しくは「参酌すべき基準」と
するよう提案する。

【制度改正の経緯】
都市計画法第29条に基づく開発許可に関する事務は、地方分権一括法の施行
により、従来の機関委任事務から自治事務となり、地方自治体の実情に応じて
当該事務を処理することができるようになった。特に、開発許可の技術的細目に
ついては、土地利用に影響が大きいことから、地域の特性に応じるべく、平成12
年に都市計画法第33条第３項により条例による制限の強化、緩和が追加して設
けられているが、同時に都市計画法施行令第29条の２により条例制定に関する
基準も設けられている。
【支障事例】
公園については、都市計画法施行令25条第１項第６号で、公園の設置基準に係
る開発区域面積を0.3ヘクタール以上と規定されていることによって、本市では
0.3ヘクタールを下回る小規模な分割型開発行為が主流となり、公園の提供がな
されない等の弊害を生じている。
【制度改正の必要性】
開発許可基準について、技術的細目における政省令を撤廃し、条例委任される
ことにより、市民のニーズにあった公共施設等の整備に誘導するためのツール
として条例を活用することが可能となる。
【懸念の解消策】
地域の特性に応じた条例とするため、客観的根拠を収集するとともに市民の
ニーズを把握し、近隣の自治体と調整を図る必要がある。

都市計画法第33条
都市計画法施行令
第25条
都市計画法施行令
第29条の２

国土交通省 川崎市 C　対応不可

都市計画法第33条及び同施行令第29条の２においては、一定の宅地水
準を確保しつつ、宅地開発を行う者に対する公園等設置義務という負担
が許容される最低限度の面積等を全国一律に定めているところである。
したがって、同令第29条の２を削除又は「参酌すべき基準」とすることは
困難である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

601

一部が一般国道また
は都道府県道になって
いる市町村道にかかる
都市計画決定権限の
市町村への移譲

都市計画法第十五条第一
項では，広域の見地から決
定すべき都市施設等に関す
る都市計画は，都道府県が
定めるよう規定されている。
さらに，都市計画法施行令
第九条第二項では，この都
市施設等の中に一般国道と
都道府県道（道路法第三
条）を掲げている。つまり，
都市計画道路のうち，一部
が一般国道または都道府
県道になっている市町村道
において，一部を変更しよう
とする場合，市町村ではな
く，都道府県にその決定の
権限がある。そこで本提案
では，この場合について，
市町村が決定できるよう都
市計画法施行令の改正を
求める。

665
開発許可の技術的細
目に関して定める条例
の自由度の拡大

開発行為における公園の設
置については、都市計画法
施行令第25条において開発
区域の規模に応じて基準が
定められているが、全国で
一律的な設置基準であるこ
とから技術的細目の内容を
条例委任する。
また、開発許可の技術的細
目に関して定める条例の自
由度の拡大を図るため、条
例の制定範囲を極めて限定
的に定めている都市計画法
施行令第29条の２を廃止も
しくは「参酌すべき基準」と
するよう提案する。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　本提案は，国道または都道府県道（以下「国道等」）と市町村道で構成される
一本の都市計画道路の決定の主体を都道府県から市町村に移譲するよう求め
るのではなく，市町村道部分について変更しようとする場合に限り，市町村に移
譲するよう求めるものである。市町村道は実情を最もよく把握している管理者た
る市町村が変更を行う方が効率的で，国道等を含まない一部区間を変更する場
合は市町村が都市計画を変更すべきである。都道府県が定めた都市計画道路
を市町村が変更したとしても，都市計画法に規定されている都道府県との協議
等により調整が十分に行われ問題は生じない。
　都市再生特別措置法第５１条第１項には，都道府県が決定した都市計画を市
町村が変更することについて，一定の要件の下で可能とする規定が置かれてい
る。さらに，都道府県が定めた複数の市町村をまたぐ都市計画道路で国道等を
含まないものについては，現在は，変更しようとする都市計画道路の部分が存
在する市町村がこの都市計画変更を行うものと解される。このように都道府県が
決定した都市計画道路を市町村が変更を行うことについて許容される場合や，
一本の都市計画道路について複数の主体が変更する場合がある。
　国道等と市町村道とが交差点で接続している場合には，あわせて一本の都市
計画道路を構成する場合と，各々別の都市計画道路として定められている場合
があるが，これらを別異に取り扱うことは，不合理である。

地方分権改革推進委員会第１次勧告を踏まえ、国道、
都道府県道になっていない部分に係る都市計画は市町
村決定とするべきである。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　都道府県決定の都市計画を市町村が変更することが認められない理由について、「広域的な
ネットワークを形成するものとして都道府県が一体的に決定した都市計画道路を変更する場合に
は、程度の差はあっても当該ネットワークの機能に何らかの影響が生じるため」とする指摘につい
ては、都市計画法の体系において、（決定権者に違いはあるものの）「軽易な変更」という考え方も
存在することから、変更によって生じる影響が比較的小さいと考えられる場合を類型化し、そうした
場合に限って市町村が変更することを認めるべきであるが、この場合に何か具体的な支障はある
のか。
＜変更によって生じる影響が比較的小さいと考えられる場合の例（主に都市計画道路）＞
・市の都市計画決定の変更により当然に補正が必要となる場合
・交通量の変化をもたらす可能性が低いと考えられる変更を行う場合
・当該都市計画道路に重大な影響を及ぼす恐れのない変更を行う場合
○　「決定主体（都道府県）が関知しないところで変更される事態を防ぐため、決定主体と変更主
体を別とすることはできない」との指摘については、市町村が都市計画を変更するに当たって都道
府県との（同意）協議を行うことにより、必要な調整は十分図られることから、上記の懸念は当たら
ず、市町村が変更することを認めるべきではないか。
○　決定主体と変更主体が異なる法体系として、都市再生特別措置法などの例もある。また、平
成19年改正道路法により、当該市町村の区域内に存する国道又は都道府県道に係る歩道の新
設、改築、維持又は修繕等について、都道府県の同意協議を経て、都道府県に代わって市町村
が行うことができるとされている。こうした例を参考にしつつ、柔軟で効率的な都市計画の変更が
可能となるよう、制度を見直すべきではないか。
○　なお、「（函館市のようなケースにおいて）起終点を変更することにより対応してはどうか」との
指摘については、そのためにむしろ多大な時間と労力を要するとともに、提案主体からは、一体の
都市計画道路として決定されたものを、事務の効率化のみを理由に変更することは困難であると
の意見が出されており、実態として対応が難しいのではないか。
(○　なお、都道府県が行っていた変更を市町村が実施可能となった場合のメリットとしては、市町
村の個別の案件に応じて都市計画審議会が開催可能となることによる手続期間の短縮や、都道
府県との事前協議に係る事務負担の減などが想定され、ひいては、事故危険箇所の改良など地
域住民のニーズに迅速な対応が可能となると考えられる。)

　都市計画法第33条及び同施行令第29条の2において、宅地水準及び宅地開
発を行う者に対する公園等設置義務という負担が許容される最低限度等の面積
等を全国一律に定めているとしているが、本市は首都圏に位置しており地価が
相対的に高価であることから、法のねらいに反して、同法施行令第25条第6号で
定められている0.3ヘクタールという全国一律の基準値は、宅地開発を行う者は
受け入れずに、同基準値を下回る小規模な開発行為が主流となっている現状で
ある。
　本市の提案の趣旨としては、宅地水準の確保を否定するものではなく、都市計
画法で全国一律に定められている基準値を条例に委任することにより、地域特
性により様々である宅地水準を反映することができ、またより質の高い公共施設
を備えた開発行為へ誘導を図ろうとするものである。
　よって、こうした基準値については、自治体がそれぞれの責任と判断で柔軟に
行えるよう見直しを求める。

　もし、技術的細目全体の条例委任が困難である場合には、少なくとも、公園等
設置義務の対象となる開発区域の面積について地域の実情等を勘案した運用
が行えるようにすべきである。
　なお、開発区域の面積に対する道路の設置基準を定めた同施行令第25条第3
号については、同法施行令第29条の２第１項第3号により対象となる開発区域の
面積そのものを条例に委任することができるとされており、公園等設置義務につ
いても同様と考える。

開発許可の技術的細目については、地方分権改革推進
委員会第2次勧告の趣旨を踏まえ、条例に委任する又
は条例により補正を許容するべきである。

【全国市長会】
公園整備の効果等にも着目し、提案団体の意見を十分
に尊重されたい。

○　「開発事業者の予見可能性の担保と地域の実情に応じたまちづくりの実施と
の均衡を図った結果、技術的細目が定められた」との指摘については、地方公
共団体が地域の実情に応じて議会の議決を経て「条例」で技術的細目を定めた
場合には、開発事業者の予見可能性は確保される上、よりきめ細やかなまちづ
くりが可能となると考えられる。こうしたことから、開発許可の技術的細目に係る
条例の自由度を拡大すべきであるが、この場合に何か具体的な支障はあるの
か。
○　「開発許可の技術的細目は、適合しない場合には開発許可はなされないと
いう極めて影響が大きなものであることから、技術的細目に規定された開発事
業者への義務付けの最低基準は法律で定める必要がある」との指摘について
は、地域によって誘導すべき開発行為の姿が様々であることに鑑みれば、地方
公共団体が自己の責任において当該基準を設定可能とすべきではないか。
　　その際に、法律で「参酌すべき基準」を定めることとすれば、地方公共団体は
参酌する行為を行ったかどうかについて説明責任を負い、参酌する行為を行わ
なかった場合は違法となるため、開発事業者に対し過度な義務付けが行われる
事態は回避できると考えられるが、いかがか。
○　宅地開発を行う者に対する負担という点では、開発面積に対する公園面積
の割合も、対象となる開発面積そのものの規定も同様である。したがって、技術
的細目全体の条例委任が困難である場合には、少なくとも、公園等設置義務の
対象となる開発面積について、地域の実情等を勘案した運用が行えるよう、見
直すべきであるが、この場合に何か具体的な支障はあるのか。
○　開発面積に対する道路の設置基準を定めた都市計画法施行令第25条第３
号については、同法施行令第29条の２第１項第３号により対象となる開発面積
そのものを条例で制限を強化することができるとされているが、公園等設置義務
に関して、対象となる開発面積の下限に一定の幅を持たせることについて、何か
具体的な支障はあるのか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

278
都市公園の駐車場へ
の太陽光発電施設の
設置基準緩和

都市公園法施行規則を改
正し、太陽光発電施設の設
置基準を緩和すること。

【制度改正の必要性等】
本県では、再生可能エネルギーの普及にあたっては、有効な空間を利用して太
陽光発電施設等を設置することを進めているところである。
都市公園には、広く、太陽光の遮蔽物が少ない大規模な駐車場を備えているも
のがあることから、その駐車場上部空間を活用することにより、効果的な太陽光
発電施設を設置できる可能性がある。
しかしながら、占用許可の対象となる太陽光発電施設については、都市公園法
施行規則第七条の二において、「既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の
建築面積を増加させない」ものである旨が規定されていることから、駐車場上部
空間を活用して太陽光発電を設置することが困難な状態にある。
この規制が緩和されることにより未利用空間を活用した太陽光発電設備の設置
場所として活用できる。
都市公園法施行規則第7条の2第3項を改正し、都市公園の駐車場上部空間を
活用して太陽光発電施設を設置できるようにすること。

都市公園法施行規
則第７条の２第３項

国土交通省 埼玉県
D　現行規定
により対応可
能

都市公園の駐車場上部空間を活用しての太陽電池発電施設の設置に
ついては、公園利用者への影響を考慮する必要があるが、太陽電池発
電施設が、公園施設内に限り電力の供給を行うものである場合は、当
該施設は都市公園の効用を全うするものであることから、都市公園法施
行令第５条第７項の管理施設として設置することが可能である。
太陽電池発電施設が公園施設外にも電力を供給する場合は、当該施
設は都市公園法施行令第１２条第１号の３に規定する占用物件に該当
するところ、通常、駐車場上部空間を活用して太陽光発電施設を設置す
る場合は駐車場の屋根として設置することとなり、この場合には、現行
法制上設置可能である。
以上から、太陽電池発電施設は現行法制上設置可能であるため、設置
基準を緩和する必要はないと考えられる。

339
都市公園にかかる占
有期間の設定の条例
委任

都市公園法施行令第十四
条第三号の「第十二条第十
号に掲げるものについて
は、六月」の規定を、「第十
二条第十号に定めるものに
ついては、地方公共団体が
条例で定める期間」に改め
る等、法律が定める10年以
内の期間を条例により設定
できるよう改正されたい。

【制度改正の必要性】
市の事務においては、自治会の自主防災用の看板、倉庫など地域住民が利用
する施設や地区スポーツ団体の用具庫等は、法第七条第六号の物件として令
第十四条第四号の適用を行っているが、地緑団体や地区スポーツ団体にとって
は、１年に４度申請手続きを行う事務的な負担感は強く、事前相談は多数あるも
のの、実際の制度利用は低調となっている。本市では現在、街区公園等周辺住
民の利用頻度が特に高い公園について、より地緑団体や地区スポーツ団体の
利用を円滑ならしめるよう都市公園条例の改正を検討しているが、改正により条
例で定める物件として規定した上であっても、第十四条第三号の適用により許
可期間は六カ月以内と短期であるため、これまでと同じ理由で制度利用が進ま
ないおそれがある。

【制度改正の効果】
改正がされた場合、多様な施設や構造物に対し、公園管理者の判断により10年
以内の適切な期間について占用許可を出すことができると考えられるが、それ
ばかりではなく、公園の利用者と相対し、利用方法や利用者の実情を把握し得
る立場にある地方公共団体が直接条例で定めることにより、公園の多様な利活
用が促進されるものと考える。さらに、この制度は、おそらく全国的にもあまり活
用されていないと考えられることから、改正によって地方の特色や実情に応じて
大いに制度活用がされる可能性があるものと考える。

都市公園法施行令
第十四条第三号

国土交通省 北上市 C　対応不可

「自治会の自主防災用の看板、倉庫など地域住民が利用する施設」は、
通常、都市公園法施行令第１２条が規定する占用物件としての標識及
び備蓄倉庫と解されるところ、同法施行令第１４条第１号により、占用期
間は最長１０年とされている。
また、「地区スポーツ団体の用具庫等」は、公共の用に供する場合は、
通常、都市公園法施行令第５条第４項が規定する運動施設に付属する
公園施設としての運動用具庫又は第７項が規定する公園施設としての
倉庫と解されるところ、同法第５条第３項により、公園施設の設置・管理
期間は最長１０年とされている。
なお、都市公園法第６条第４項では占用の期間について規定している
が、法律の期間に最長の定めがあるのは、都市公園の占用の許可基
準である「都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさな
いものであるか否か」「政令で定める技術的基準に適合しているか否
か」などについて適宜、適格性を確認する必要があるためである。また、
都市公園法施行令第１４条では、耐久性などの占用物件の性質に応じ
て占用の最長期間が規定されているところであり、占用許可権者がそれ
を超える最長期間を個別に設定することは不適切である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

278
都市公園の駐車場へ
の太陽光発電施設の
設置基準緩和

都市公園法施行規則を改
正し、太陽光発電施設の設
置基準を緩和すること。

339
都市公園にかかる占
有期間の設定の条例
委任

都市公園法施行令第十四
条第三号の「第十二条第十
号に掲げるものについて
は、六月」の規定を、「第十
二条第十号に定めるものに
ついては、地方公共団体が
条例で定める期間」に改め
る等、法律が定める10年以
内の期間を条例により設定
できるよう改正されたい。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　当提案は、民間事業者が、占用許可を受けて太陽光発電施設を都市公園の
駐車場に設置し、その電力を公園施設以外にも供給（売電）することを可能とし
たいものである。
　多くの都市公園は、駐車場は屋根のない露天であり、また、管理等の建築物と
は離れた場所にある。
　ここに、占用許可を受けた民間事業者が簡易な柱を立て、その上に太陽光発
電パネルを敷き屋根状にすることを想定しており、公園管理者が設置した既存
の建築物の上に占用許可を受けた民間事業者が太陽光発電パネルを載せるこ
とを提案するものではない。

　現行法制上において、太陽光発電施設は都市公園法施行令第１２条第１号の
３に規定する占用物件に該当し、その設置については第１６条第６号の２に規定
する国土交通省令で定める基準（都市公園法施行規則第７条の２第３号：「太陽
電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面
積を増加させないこと」）を満たすことが求められる。
　上記法令の規定により屋根の設置されていない都市公園の駐車場は、占用許
可を受けた民間事業者による太陽光発電施設の設置ができない状況にある。
　当提案が実現すれば、民間活力を導入し公共施設を有効活用した再生可能エ
ネルギーの普及促進に資するものであり、公園の駐車場利用者は日射を回避
することによる車内環境の改善が図られるなど、多くのメリットがあるところであ
り、実現に向けて検討いただきたい。

　仮に、上記の事業が、規制緩和を行うことなく現行法令上可能な場合には、そ
の根拠を明示いただくとともに、地方公共団体に改めて周知いただきたい。

都市公園において占用許可の対象となる工作物等につ
いては、地方分権改革推進委員会第2次勧告の趣旨を
踏まえ、条例に委任する又は条例による補正を許容す
るべきである。
それまでの間については、提案団体の提案の実現に向
けて、積極的な検討を求める。
なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」
となっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、法制上の課題など事実関係について提
案団体との間で十分に確認を行うべきである。

○　都市公園の駐車場に新たに支柱等を立てて太陽光発電施設を設置する場
合、都市公園法施行規則第７条の２第３号の「第五条の三第一号に掲げる太陽
電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面
積を増加させないこと」との規定とは抵触しないとのことであったが、そうした解
釈は非常に複雑であるため、運用指針等での明確化ではなく、同号の末尾に、
「ただし、駐車場を除く。」といった文言を追加するなど、省令改正で明確化すべ
きではないか。
○　（省令改正が困難である場合）運用指針等で解釈を明確に示し、周知を図る
べきではないか。

本市の提案の主旨は、都市公園法に列挙された占用物件以外でも占用許可を
行うことは可能とする一方、物件に応じて占用の最長期間を設定することは制限
されている点について、矛盾していると考えることから、より細やかで実態にあっ
た占用制度を運用するために占用期間の設定を条例に委任することを求める点
にある。例示した支障事例について、現行法令で許可ができることをもって提案
が満足するものではない。

回答では、占用許可を行うに当たって適宜適格性を確認する必要があるため法
律の期間に最長の定めがあるとのことだが、その適格性については公園管理者
が必要と認める時に自己の責任において判断すべきものであるから、占用期間
に係る規定について条例委任することが適当である。
また、「耐久性などの占用物件の性質に応じて占用の最長期間が規定されてい
るところであり、占用許可権者がそれを超える最長期間を個別に設定することは
不適切である。」とあるが、道路法では、郵便ポストなどの比較的耐久性が高い
と考えられるものも、露店などの耐久性が低いと考えられるものも、道路管理者
が５年以内であれば個別の期間を設定して占用許可を付与できる。よって、都市
公園法でも同様に、地方公共団体の裁量を拡大するべきと考える。

なお、支障事例はあくまで例示として記述したものであるが、個別の事例に係る
考え方は別紙のとおり。

都市公園にかかる占用期間については、地方分権改革
推進委員会第2次勧告の趣旨を踏まえ、条例に委任す
る又は条例により補正を許容するべきである。

【全国市長会】
申請者の負担軽減、申請手続き事務軽減などの観点か
ら、提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　「法律の期間に最長の定めがあるのは、都市公園の占用の許可基準である
『都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさないものであるか否
か』『政令で定める技術的基準に適合しているか否か』などについて適宜、適格
性を確認する必要があるため」との指摘については、それらの適格性は公園管
理者である地方公共団体が必要と認めるときに自己の責任において判断すべき
ものであることから、占用期間については参酌すべき基準化すべきであるが、こ
の場合に何か具体的な支障はあるのか。
○　また、「耐久性などの占用物件の性質に応じて占用の最長期間が規定され
ている」との指摘については、道路法では、耐久性が高いと考えられるもの（郵
便ポストなど）、低いと考えられるもの（露店など）に関わらず、道路管理者は５年
以内であれば必要と認められる期間で占用許可を付与できることとなっている。
よって、都市公園法においても同様に、地方公共団体の裁量を拡大すべきでは
ないか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

277
水素ステーションの設
置に係る高圧ガス保安
法令等の見直し

高圧ガス保安法関連法令、
建築基準法関連法令、消防
法関連法令を改正し、水素
ステーションの設置につい
て規制改革実施計画（平成
25年6月14日閣議決定）（：
次世代自動車の世界最速
普及）に基づき、速やかに
規制を緩和すること。

【制度改正の必要性等】
水素ステーションの設置にあたっては、従来の規制の中では想定されていない
事項があり、また、欧米に比べ、必要以上に厳しい安全基準が定められている。
水素エネルギーの普及拡大を図る上で、2015年から市販される燃料電池車に
安定的、かつ安価に水素を供給する必要があるが、設置基準が厳しいことで、
欧米に比べ、設置コストが５～６倍となっており、設置事業者に多くの負担となっ
ている。このため、安全性が確認された事項については、欧米並みのコストで水
素ステーションが設置できるよう、規制を緩和する必要がある。国は平成２７年
中に全国で１００か所の設置を計画しているが、現時点では４０か所程度にとど
まっている。
本県では、平成26年5月に有識者や自動車メーカー、水素供給企業等からなる
「埼玉県水素エネルギー普及推進協議会」を設置した。協議会において、水素ス
テーションや燃料電池自動車に普及に関し、行政に対する要望や、規制改革実
施計画に基づく規制緩和を速やかに実施する必要がある旨の意見が出された。
高圧ガス保安法施行規則第７条の3等を改正し、水素ステーションの設置を促進
すべきである。

高圧ガス保安法一
般高圧ガス保安規
則（一般則）第7条の
３

経済産業省
国土交通省
総務省（消防
庁）

埼玉県 A　実施

水素ステーションの設置コストの低減については、規制の見直しに加
え、技術開発、標準化や量産化に向けた支援など総合的な対策が必
要。
　規制の見直しに関しては、「規制改革実施計画（平成25年6月14日閣
議決定）」に基づき、安全性の検証を行った上で必要な措置を行ってい
るところ。
　例えば、使用鋼材の拡大については、ドイツ、米国等諸外国の事例を
踏まえ検討を行い、平成27年度までに結論を得次第措置を講じることと
している。
　なお、「欧米に比べ、設置コストが５～６倍となっており」との指摘につ
いては、比較の根拠を把握できていないが、水素供給能力を340㎥に揃
えた場合の工事費を除く構成機器について、日本2.8億円に対し、欧州
1.3億円との試算例（「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（水素・燃料電池
戦略協議会　平成26年6月23日））もあり、水素ステーションの仕様の差
異等も考慮に入れた多面的な比較が必要。

385
応急仮設住宅の入居
期間の延長

応急仮設住宅の入居期間
は２年間となっているが、被
災地域の実情に応じて延長
できるよう制度の見直しを
行うこと

【支障】九州北部豪雨災害では４８世帯１４５名が応急仮設住宅に入居し、復旧
工事が終了していないなどの理由により、入居期限までの退去が困難な者が２
１世帯７１人いる。（H26.4調査）
【制度改正の必要性】応急仮設住宅の入居期間は２年間（災害救助法に基づく
告示で、建築基準法第85条第4項に定める期間）であり、「特定非常災害の被害
者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第２条に規定する
「特定非常災害」に指定されれば、同法第８条に基づき許可の期間を延長するこ
とが認められている。しかし、九州北部豪雨災害は指定されなかったため、災害
の規模ではなく、地域の実情に応じて入居期間を延長できるよう制度を見直して
ほしい。
（参考）
入居者は農業従事者や高齢者が多く、地域の結びつきが強いため、地元を離れ
たくないとの意見が多い。
被災地域は民間賃貸住宅が少なく、公営住宅も不足している状況である。また
持ち家志向も強く、住宅再建に向けた準備は進められているが、期限までの退
去が難しい。
入居期間が延長されれば、自宅再建までの間の仮住まいを探す必要がなくなる
ため、入居者の経済的・精神的負担が少なくなり、安心して生活再建ができる。
県では被災市と協力し、入居者が住み続けることができるよう、建築基準法に適
合するよう仮設住宅の基礎改修を行ったうえで、住居として提供する。
なお、被災者生活再建支援法による加算支援金の申請期間は37か月以内であ
る。

災害救助法第4条

災害救助法による
救助の程度、方法及
び期間並びに実費
弁償の基準第２条第
１項第２号のト

建築基準法第85条

内閣府、
国土交通省

九州地方知事
会

C　対応不可

　災害救助法に基づく応急仮設住宅については、災害により住家を全壊
等した被災者に対して、当面の仮住まいを提供するものである。その提
供に当たっては、被災者に対してできるだけ早く住戸を提供する必要性
と安全性等の確保を図る必要性があるところであり、一方で、災害公営
住宅の建設等に要する期間等を考慮し、建築基準法に基づき、災害時
に建築された応急仮設建築物が、特定行政庁の許可を受けて最長２年
３ヶ月間適法な建築物として存続が認められることから、同法の応急仮
設建築物である応急仮設住宅の供与期間については、最長２年３ヶ月と
しているところである。応急仮設建築物については、その存続期間を超
えた場合には、建築基準法上、当該期間内に補強工事を行うなどにより
建築基準法の現行規定に適合した建築物とするか、又は解体・撤去を
行うことが必要である。

　また、大規模災害の場合には、被災者の転居先となる災害公営住宅
等の恒久住宅を大量に確保する必要があるが、その用地の確保等当該
期間内にその整備が間に合わない可能性があることから、その特例措
置として、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律」に基づき特定非常災害に指定された場合は１
年を超えない期間ごとに延長をすることが可能となっているのであり、同
法は災害の規模によりその指定の可否を判断するものである。

　なお、応急仮設住宅を設置する都道府県等が、その判断の下に、その
供与期間を超えて継続して恒久住宅として被災者に提供しようとする場
合は、住宅の基礎等への追加工事等により建築基準法の現行規定に
適合させることができれば、国に協議することなく、存続させることが可
能である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

277
水素ステーションの設
置に係る高圧ガス保安
法令等の見直し

高圧ガス保安法関連法令、
建築基準法関連法令、消防
法関連法令を改正し、水素
ステーションの設置につい
て規制改革実施計画（平成
25年6月14日閣議決定）（：
次世代自動車の世界最速
普及）に基づき、速やかに
規制を緩和すること。

385
応急仮設住宅の入居
期間の延長

応急仮設住宅の入居期間
は２年間となっているが、被
災地域の実情に応じて延長
できるよう制度の見直しを
行うこと

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　早期に見直しを実施し、水素ステーション設置を促進していただきたい。
・電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車の加
速的普及を図るため、規制緩和を図るべきである。

○　提案主体や全国知事会の意見を踏まえ、規制緩和の実現に向けた最新の
状況や見通しについて、具体的に明示していただきたい。

平成２４年７月の九州北部豪雨災害により仮設住宅に入居し、今年８月末の入
居期限までに退去が困難な被災者のために、入居期限後も継続して住めるよう
仮設住宅の基礎改修工事を現在実施しているところである。これは、建築基準
法に適合するように改修を行うもので、これにより今後も恒久的な住宅として使
用できるようになるため、改修後は阿蘇市が「再建支援住宅」として管理すること
になっている。
しかし、今年８月に退去が困難な被災者のうち、来年３月に完成予定の市営住
宅に入居予定が５世帯あり、さらに１年以内に自宅が再建できる世帯も数世帯
見込まれている。
基礎改修には相応の財政負担が伴うが、短期間の延長のため多額の費用を費
やすのは費用対効果の面から合理性に欠ける。
また、今回は被災市である阿蘇市に「再建支援住宅」として管理していただくこと
になったが、今後は基礎改修後の住宅の管理の問題も出てくる。
そこで、特定非常災害で認められている仮設住宅の１年を超えない期間ごとの
延長を、災害の規模ではなく、地域の実情に応じて適用できるよう制度を見直し
てほしい旨提案を行ったものである。（仮設住宅としての規模、品質等は、災害
の規模にかかわらず同程度である。）

救助の程度、方法及び期間については、地方の判断で
決定できるようにすべきである。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

○　平成26年８月に発出された「被災者に対する国の支援の在り方に関する検討会
中間取りまとめ」において、下記の通り災害救助法など法制度面を含めて更なる検討を
行う、応急仮設住宅等のあり方を見直すこととされている。この報告に基づき、さらに検
討を行う場において、本要望の応急仮設住宅の入居期間の延長についても検討課題
の一つとして取り上げていただきたい。
※「被災者に対する国の支援の在り方に関する検討会　中間取りまとめ」（抜粋）
　８．今後の検討課題等
・２（２）①や４に記したとおり、被災者の住まいの確保策については、東日本大震災を
受け様々な課題が指摘されており、また、その中には、応急仮設住宅の位置付けの在
り方などを始めとして、根本的かつ広範な内容のものである。このため、災害救助法な
ど法制度面を含めて更なる検討を行い、応急仮設住宅等の在り方を見直し、恒久住宅
への円滑な移行に向けた「総合的な支援」が実施されるようにしていくべきである。
・その検討に当たっては、有識者に加え、被災者の住まいの支援に関わっている地方
公共団体、民間事業者などを含め、多くの関係者の意見にしっかりと耳を傾け、被災者
の立場に立ち、全体として支援策が充実・強化される仕組みとしていくことが重要であ
ることに留意されたい。
○　同取りまとめにおいては、「内閣府（防災）において、関係省庁等と連携しながら、
速やかに必要な対応を行っていくことを期待する」旨記載されているが、検討や対応の
スケジュールを明らかにされたい。
○　その上で、いわゆる応急借上住宅については、今回の東日本大震災のようなケー
スについて被災者や関係自治体の負担を軽減するためにも、延長期間の特例を柔軟
に設定できるよう見直すべきではないか。
○　一般の応急仮設住宅についても、一定の基礎工事等により恒久住宅とする案が示
されているが、コスト面や被災者の精神的負担等の問題もある。むしろ、建築そのもの
の質の向上や昨今の災害被害の甚大化傾向等も踏まえ、一定の条件の下に入居期
間を弾力化することを検討すべきではないか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

46

二級河川の河川整備
基本方針等に係る国
土交通大臣への協議
の廃止

県が管理している二級河川
の河川整備基本方針及び
河川整備計画については、
国土交通大臣の同意を要
する協議が必要とされてい
るが、この協議を廃止する
ことにより、円滑な事務手続
の進行を図る。

【現状】
二級河川の管理は知事が行うこととされており、この二級河川については河川
整備基本方針を定めるとともに、当該基本方針に即して河川整備計画を定めな
ければならないこととされているが、基本方針等を定め、又は変更しようとする
場合は、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得なければならないこ
ととされている。
【制度改正の必要性】
河川整備基本方針等は、その記載内容が法令に規定されていること（河川法施
行令10条、10条の2、10条の3）に加え、学識経験者の意見聴取（法16条の2第3
項）、公聴会の開催（法16条の2第4項）、関係市町村長の意見聴取（法16条の2
第5項・令10条の4第1項）を経て、知事が河川管理者としての権限と責任におい
て策定するものであって、その内容が、十分に地域の意向を反映するとともに専
門的知見に裏付けられたものであることに鑑みれば、国の同意を必要とする現
制度は、単に手続を迂遠なものとするのみならず、県の自主性を阻害するもの
である。　県管理河川においては、延長や流域面積が小さい水系が数多く存在
し、また事業の進捗に応じ適宜変更が必要となる。実務においては、現在のとこ
ろ１水系あたり３～４ヶ月程度の審査期間を要しているが、６ヶ月以上の期間を
要したものもあり、策定水系数が増えると、事前協議や審査に要する期間が長
期化する懸念がある。
【求める措置内容】
県の主体的な判断と地域のニーズに対する迅速な対応を可能とするため、この
同意を要する協議を廃止することとし、仮に国に対して何らかの情報提供が必
要であるとしても、報告程度に留めるよう制度改正されたい。

河川法
第79条第2項1号

国土交通省 愛知県 C　対応不可

　一級河川及び二級河川に係る河川管理は、災害から国民の生命・財
産・社会経済活動を守り、国民生活に不可欠な多様な水利用の公平か
つ安定を図ること等を目的として行われるものであり、国が本来果たす
べき責務である。二級河川の河川整備基本方針及び河川整備計画の
策定等にあたっては、治水安全度の全国バランスを確保し、国民が災
害からの安全を等しく享受するため、国土交通大臣の同意は必要であ
る。
　なお、本件は、地方分権推進委員会第1次勧告(平成8年12月20日）に
おいて結論が出ているほか、「第二期地方分権改革への提言（平成19
年7月25日）」を受け、地方分権改革推進委員会において議論がなさ
れ、「第3次勧告（平成21年10月7日）」において結論が出されていると承
知している。

329

県が管理する二級河
川の河川整備基本方
針、河川整備計画の策
定に係る国土交通大
臣への同意制度の見
直し

二級河川に係る河川整備
基本方針及び河川整備計
画の策定については、県が
河川管理者としての権限、
責任により策定するもので
あるため、国（国土交通大
臣）の同意申請及びそれに
要する内容協議を見直し、
期間を要することなく地域の
ニーズに応じた迅速な対応
が可能となるよう、報告制
度とすること。

【制度改正の経緯】本県は、台風常襲地帯にあって、毎年洪水被害が発生して
おり、計画的な治水対策が必要となっている。さらに今後、老朽化対策や地震・
津波対策などの機能改善に向けた新規事業による取り組みが多く見込まれ、多
数の河川整備基本方針等の策定、変更が必須となっている。特に地震・津波事
業については、河川と海岸、港湾、道路などが連携して取り組むことが効果的で
あり、河川事業についても円滑かつ計画的な対応が必要となっている。このた
め、二級河川について県が自主的に策定・変更できるよう見直しを要望するもの
である。
【支障事例】近年では、一河川の基本方針策定において同意申請書を提出し、
同意されるまでに約１年４ヶ月を要した。
【懸念の解消策】平成１９年度に懸念された国の技術的知見や全国的バランス
の確保については、一級河川についてこれまでどおりの手続きを踏まえるととも
に、国と連携し、新たな知見等の情報収集に努めることにより、二級河川策定時
に反映できると考えている。

河川法第７９条 国土交通省
大分県・佐賀
県・長崎県・宮
崎県・沖縄県

C　対応不可

　一級河川及び二級河川に係る河川管理は、災害から国民の生命・財
産・社会経済活動を守り、国民生活に不可欠な多様な水利用の公平か
つ安定を図ること等を目的として行われるものであり、国が本来果たす
べき責務である。二級河川の河川整備基本方針及び河川整備計画の
策定等にあたっては、治水安全度の全国バランスを確保し、国民が災
害からの安全を等しく享受するため、国土交通大臣の同意は必要であ
る。
　なお、本件は、本件は、地方分権推進委員会第1次勧告(平成8年12月
20日）において結論が出ているほか、「第二期地方分権改革への提言
（平成19年7月25日）」を受け、地方分権改革推進委員会において議論
がなされ、「第3次勧告（平成21年10月7日）」において結論が出されてい
ると承知している。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

46

二級河川の河川整備
基本方針等に係る国
土交通大臣への協議
の廃止

県が管理している二級河川
の河川整備基本方針及び
河川整備計画については、
国土交通大臣の同意を要
する協議が必要とされてい
るが、この協議を廃止する
ことにより、円滑な事務手続
の進行を図る。

329

県が管理する二級河
川の河川整備基本方
針、河川整備計画の策
定に係る国土交通大
臣への同意制度の見
直し

二級河川に係る河川整備
基本方針及び河川整備計
画の策定については、県が
河川管理者としての権限、
責任により策定するもので
あるため、国（国土交通大
臣）の同意申請及びそれに
要する内容協議を見直し、
期間を要することなく地域の
ニーズに応じた迅速な対応
が可能となるよう、報告制
度とすること。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

 　二級河川の河川整備基本方針等に係る国土交通大臣への協議については、
全国的に頻発する災害に対応するため、県の主体的な判断と地域のニーズに
対する迅速な対応ができるよう改善をお願いしたい。

河川整備計画の国土交通大臣の協議・同意を廃止し、
報告にすべきである。

○　都道府県が河川整備基本方針等を策定するにあたっては、河川審議会、公
聴会、学識経験者の意見を聴取することとされており、また、都道府県の技術的
水準も向上している。このため、法定受託事務の処理基準等として国が最新の
知見や情報を提供することとした上で協議は残し同意を廃止すべきであるが、こ
の場合何か具体的な支障はあるのか。
○　河川整備基本方針等で定めるべき事項のうち、少なくとも住民の生命・財産
に重要な影響を及ぼす事項（治水部分）を除く部分については、同意を不要とす
べきではないか。
　　地方分権推進計画（平成10年５月閣議決定）において、法定受託事務のメル
クマールとして、「広域にわたり重要な役割を果たす治山・治水及び天然資源の
適正管理に関する事務」が示され、二級河川の河川整備基本方針等の策定事
務が法定受託事務とされた経緯に鑑みると、治水に関わる部分以外は国が関
与する必要はないのではないか。

二級河川の管理者としての県が、河川事業を円滑かつ計画的に実施できるよ
う、二級河川の河川整備基本方針等に係る国土交通大臣への同意協議につい
ては、長期間を要することのないよう対応いただきたい。

河川整備計画の国土交通大臣の協議・同意を廃止し、
報告にすべきである。

○　都道府県が河川整備基本方針等を策定するにあたっては、河川審議会、公
聴会、学識経験者の意見を聴取することとされており、また、都道府県の技術的
水準も向上している。このため、法定受託事務の処理基準等として国が最新の
知見や情報を提供することとした上で協議は残し同意を廃止すべきであるが、こ
の場合何か具体的な支障はあるのか。
○　河川整備基本方針等で定めるべき事項のうち、少なくとも住民の生命・財産
に重要な影響を及ぼす事項（治水部分）を除く部分については、同意を不要とす
べきではないか。
　　地方分権推進計画（平成10年５月閣議決定）において、法定受託事務のメル
クマールとして、「広域にわたり重要な役割を果たす治山・治水及び天然資源の
適正管理に関する事務」が示され、二級河川の河川整備基本方針等の策定事
務が法定受託事務とされた経緯に鑑みると、治水に関わる部分以外は国が関
与する必要はないのではないか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

860

一の都道府県で完結
する二級河川の水利
使用手続円滑化のた
めの国の同意の廃止

一の都道府県で完結する二
級河川の水利権の更新（軽
微な変更を含む。）における
国の同意を廃止する。

　現在、二級河川の特定水利使用に係る水利権の許可については、河川法第
79条第２項第４号の規定により、国に協議し同意を得ることが必要とされている
ところ、許可期間の単純更新など軽易な案件は、国の通知により同意が省略可
能である。しかしながら、当該水利使用の重要な変更を行う場合は、国への手
続が必要である。
　上記許可に関し国の同意が必要である理由は、広域にわたる水資源開発とそ
の合理的な利用について、複雑な利害関係を国家的見地から調整し、適正な処
分を確保するためとされているが、当該許可に係る処理基準が示されるのであ
れば、地方が単独で処分する場合であっても統一的な取扱いが可能であると考
えられる。さらに、県内で完結する二級河川については、その全体を県が管理し
ており、地方が単独で水利権の更新に係る判断主体となることに不合理な点が
あるとは言えないものと思料する。
　県の審査後に、国の同意が必要な案件で協議から同意まで５か月を要したも
のもあり、更新手続に一定の時間が必要な状況であることに加え、協議に係る
事務負担もある。

　河川法第79条第２項第４号を改正し、一の都道府県で完結する二級河川の水
利権の更新については、現在国の通知により認められている軽易な案件だけで
なく、全ての場合において国の同意を廃止する。

　地域の実情や水利使用等のあり方も勘案しながら、国の基準を遵守して判断
することで、効率的に事務処理を進めることが可能となり、その結果、処理期間
の短縮も可能となる。

河川法第79条第２項
第４号

国土交通省 愛媛県 C　対応不可

河川法第７９条第２項第４号の規定に基づく二級河川の特定水利使用
の国による同意を要する協議は、広域にわたる水資源の開発とその合
理的な利用を図るため、錯綜する複雑な利害関係を国家的見地から調
整し、適正な処分を確保するため、必要である。
　これは、一つの都道府県で完結する二級河川であっても、公共の利害
に重大な影響を与える特定水利使用に係る同意については、一定の判
断のもと全国的に統一された許可がなされるよう国への手続を求めるも
のであることから、本要望については応じられない。
　国においても、協議に対し迅速に対応しているところであるが、適正な
処分を確保するため調整に時間を要す場合もある。
　なお、本件は、地方分権推進委員会第1次勧告(平成8年12月20日）に
おいて結論が出ていると承知している。

360

指定区間内の一級河
川に係る河川現況台
帳を調製する事務・権
限の移譲

一級河川の管理は，河川法
第9条第2項の規定により，
指定区間外は国土交通大
臣，指定区間内は都道府県
知事が行うこととなっている
が，河川現況台帳の調製に
ついては，同法施行令第2
条第1項の規定により，指定
区間内においても，国土交
通大臣が調製することとさ
れており，効率的・効果的な
河川の維持・管理に支障を
来たしている。
このため，指定区間内にお
ける河川現況台帳を調製す
る事務・権限を都道府県に
移譲していただきたい。な
お，移譲に当たっては，事
務に係る財源も併せて移譲
していただきたい。

【支障事例】
国が調製している河川現況台帳の図面には，主に都道府県が提供したデータを
基にした河川占用案件しか記載がなく，堤防の状況（矢板等）や番地などの維持
管理に必要な情報が記載されていないため，維持管理業務には使用できない
台帳となっている。
このため，住民問い合わせがあった際には河川現況台帳と住宅地図を照らし合
わせて使用しており非効率的であるほか，点検のデータ集積や修繕更新計画の
集積を行う際には，河川現況台帳とは別の台帳を調製しており，二重の事務と
なっている。
【制度改正による効果】
実際に管理している者が河川管理台帳を作成することで，より実態にあった台
帳となるため，上記支障が解決し，パトロール等の効率化，効率的・効果的な河
川の維持管理につながり，事務量の軽減にもつながる。
【懸念の解消策・制度改正による効果】
法律上の河川管理者（国）と河川現況台帳の調製者（都道府県）が異なることへ
の懸念については，都道府県が調製した台帳を定期的に国に提供すれば，国
側で不便を来たすことはないと考える。
県境をまたがって流れる一級河川について，指定区間ごとに各都道府県が河川
現況台帳を調製するためフォーマットが不統一になるのではないかとの懸念に
ついては，各都道府県ごとに維持管理をしているためフォーマットが統一されて
いなくても問題はなく，各都道府県間において定期的な意見交換会を行うことで
円滑に維持管理できる。
一級河川について指定区間と直轄区間で河川現況台帳の調製者が異なること
への懸念については，都道府県が調製した河川現況台帳を国へ提供すること
で，河川の一体的な把握の面からの支障は生じないと考える。

河川法施行令第２条
第１項

国土交通省 茨城県 C　対応不可

　指定区間内も含め、一級河川の河川管理者は国土交通大臣であっ
て、河川管理の基礎となる事項を記載している河川現況台帳の調製及
び保管については、指定区間内も含め、当然に国が行うべき事務とし
て、国土交通大臣が行うこととされている。
　河川の台帳は、河川区域等、主要な河川管理施設、河川の使用の許
可等の概要を記載し、水系全体での河川の使用関係を明らかにするこ
とによる河川行政の適正な執行を目的としており、そもそも指定区間で
あっても都道府県の有する情報のみでは台帳の調製はできない。
　仮に、国土交通大臣が必要な情報を提供し、都道府県知事が台帳を
調製の上、保管のために再度国土交通大臣に提出させる仕組みとする
と、制度上極めて煩雑であり、全体の事務負担を増加させることとなる
ほか、指定区間に係る台帳と、指定区間外に係る台帳が分離するた
め、情報の一覧性の確保にも支障が生じる。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

860

一の都道府県で完結
する二級河川の水利
使用手続円滑化のた
めの国の同意の廃止

一の都道府県で完結する二
級河川の水利権の更新（軽
微な変更を含む。）における
国の同意を廃止する。

360

指定区間内の一級河
川に係る河川現況台
帳を調製する事務・権
限の移譲

一級河川の管理は，河川法
第9条第2項の規定により，
指定区間外は国土交通大
臣，指定区間内は都道府県
知事が行うこととなっている
が，河川現況台帳の調製に
ついては，同法施行令第2
条第1項の規定により，指定
区間内においても，国土交
通大臣が調製することとさ
れており，効率的・効果的な
河川の維持・管理に支障を
来たしている。
このため，指定区間内にお
ける河川現況台帳を調製す
る事務・権限を都道府県に
移譲していただきたい。な
お，移譲に当たっては，事
務に係る財源も併せて移譲
していただきたい。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　特に意見はない。
　なお、二級河川の水利権の更新における国の同意に当たっては、個別案件の
性質も踏まえながら、できる限り手続が迅速化されるよう御協力をお願いした
い。

○　貴省の見解では、国の同意協議が必要な理由として、二級河川であっても
他の地方公共団体に影響を与えるためとされているが、一都道府県で完結する
二級河川において、他の地方公共団体に影響を与える具体的な例を明示してい
ただきたい。
　　上記事例以外の、他の地方公共団体に影響を及ぼさない二級河川の特定水
利使用許可については、更新を含めて国の同意協議を廃止すべきであるが、こ
の場合何か具体的な支障はあるのか。
○　国の関与を最小限とするため、例えば同意協議の範囲を、国が各事業にお
ける認可等の権限を有する範囲に限ることができると考えるが、この場合何か
具体的な支障はあるのか。
　（また、特定水利使用のメルクマールは何が根拠となっているのか。）
○　都道府県が水利使用者にもなり得るので、客観的な判断が困難とのことだ
が、都道府県が処分権者と申請者の立場を同時に有するのは、他の法制でも見
られるところであり、処理基準を定めるなど都道府県が恣意的な処分ができない
制度設計を行えば問題はないと考えるがどうか。
　（そもそも特定水利使用に該当しなければ、現行制度においても都道府県が自
主的に水利使用の許可を行っているところ。）

　指定区間に係る台帳と指定区間外に係る台帳が一貫性を持って，効率的な維
持管理に資するものとなるよう，国と都道府県の十分な協議や情報提供等に協
力されたい。

提案団体の提案に沿って指定区間内の一級河川に係る
河川現況台帳を調製する事務・権限を移譲するべきで
ある。

○　指定区間内の「河川現況台帳」については、指定区間外国道（補助国道）の
道路台帳と同様、実際に点検や維持管理を行っている都道府県が調製すべきで
あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。
　（河川現況台帳の調製事務の移譲に当たっては、台帳に盛り込むべき事項等
についての基準を明確化することで統一的な実施が可能。併せて、台帳調製に
ついての国・都道府県間の更なる連携強化が必要。）
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

441
道路占用許可基準の
緩和（道の駅への充電
インフラ整備の許可）

充電器の道路占用許可の
基準を緩和し、道の駅への
次世代自動車用充電器の
積極的な導入促進を図る。

【現状】
　岐阜県においては、５４か所の道の駅が中山間地を中心に所在しており、その
うち６か所にはすでに急速充電器が導入されている。これらの道の駅は、道路
施設（駐車場、トイレなど）に、地域振興施設（物販施設、飲食施設など）が併設
されており、急速充電器を地域振興施設に付随する駐車場に設置する場合は、
道路占用の許可は必要ないが、道路施設へ設置する場合は道路管理者の許可
が必要となり、その際の許可の要件として無余地の原則（道路の敷地外に余地
がないためにやむを得ないものに限るという原則）が適用されている。
【支障事例】
　 県内の道の駅では利用頻度、電気配線等の工事費の低減等を総合的に勘案
し、道路施設への設置を検討しているところであるが、無余地の原則により占用
不可といわれ、設置が難航している。
【支障事例の解消策】
　無余地の原則を撤廃し、急速充電器等施設は、道の駅の地域振興施設部分
への設置が可能な場合でも、道路施設（道路管理者の管理地）への設置を可能
とする。
【効果】
　道の駅への次世代自動車用充電器の積極的な導入促進を図ることにより、電
気自動車等の次世代自動車の普及、関連産業の更なる成長につなげる。

道路法第３３条第１
項
（道路の占用の許可
基準）

国土交通省 岐阜県
D　現行規定
により対応可
能

１．道の駅への充電インフラ整備については、国土交通省としても積極
的に推進しているところであり、道の駅における充電インフラは、平成26
年６月現在において、全国の道の駅1,030駅中184駅で設置済み、126駅
において設置に向けた手続きが進行しているなど、設置が進んでいると
ころである。
２．今回、占用許可基準の一つである「道路の敷地外に余地がないため
にやむを得ないものである場合」（無余地性の要件）について課題があ
るとの指摘があるが、「やむを得ないものである場合」とは、諸般の事情
を考慮して他に用地を獲得することが著しく困難な場合であり、例えば、
道の駅への充電インフラ設置のための占用許可にあたっては、その公
益性等を踏まえれば、以下のような解釈が可能であり、現行制度の下で
も道の駅の道路区域内に充電インフラを設置することができる。
・　道路区域外に余地がある場合であっても、そこが充電インフラの利用
者にとって不便な場所である場合は、他に余地があるとは言えず、やむ
を得ないものである場合であると言える。
・　道路区域外に余地がある場合であっても、道路区域内に設置する場
合に比べて多額の工事費用が生じる等の理由により充電インフラの設
置が困難となる場合は、他に余地があるとは言えず、やむを得ないもの
である場合であると言える。

78
公営住宅における寡婦
（夫）控除のみなし適用

公営住宅の入居基準及び
家賃決定基準となる所得の
算定基準においては、所得
税法の課税所得額計算方
法が採用されていることか
ら、「非婚の母」、「非婚の
父」に対しては寡婦控除規
定が適用されない。このた
め、入居基準及び家賃決定
基準となる所得が高く算定
され、その結果として収入
基準に応じて決定される家
賃が高い階層に入ってしま
うことなどがある。こうした
「非婚」「既婚」による格差を
なくするため、みなし適用を
各自治体の判断で選択でき
るよう規制の緩和を求め
る。

【制度改正の経緯】
　２０１３年９月４日の最高裁大法廷決定は、父母が婚姻関係になかったというこ
とは、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許され
ず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきてい
る」として、非嫡出子への法定相続分差別を憲法１４条１項に違反する、と判断し
ている。
　このことは、婚姻歴の有無で、寡婦控除の適用が差別されて、その子に不利
益を及ぼすことが許されないことも示している。
【支障事例】
　これにより、「非婚」「既婚」を問わず、世帯の実情に沿った家賃階層を適用で
きることはもとより、支払う家賃の軽減のみであれば、減免規定の適用も考えら
れるが、加えて政令月収の収入分位により認定される収入超過者となる事案も
回避できると考える。
【懸念の解消策】
　公営住宅の入居基準及び家賃決定基準となる所得の算定基準において、「非
婚」「既婚」による格差をなくすため、「非婚」であっても控除が受けられるよう、公
営住宅法施行令第1条第3号を改正し、みなし適用を各自治体の判断で選択で
きるよう、規制の緩和を求める。

公営住宅法第16条、
第28条
公営住宅法施行令
第1条第3号、第8条

国土交通省 松山市 C　対応不可

　公営住宅の家賃は、入居者がその収入からみて負担できる金額を入
居する公営住宅の立地・規模等の便益に応じて補正し、決定される。
　公営住宅法及び所得税法を含め、我が国では法律婚を原則とした法
体系となっている。公営住宅法における入居者の収入は、所得税法の
例に準じて算出しているところ、寡婦控除の規定を「非婚の母」又は「非
婚の父」世帯に適用する制度改正の可否については、同様に所得税法
の例に準じている地方税、国民健康保険及び保育所の保育料等、他制
度を含め我が国法体系の全体の中で検討していくべきと考える。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

441
道路占用許可基準の
緩和（道の駅への充電
インフラ整備の許可）

充電器の道路占用許可の
基準を緩和し、道の駅への
次世代自動車用充電器の
積極的な導入促進を図る。

78
公営住宅における寡婦
（夫）控除のみなし適用

公営住宅の入居基準及び
家賃決定基準となる所得の
算定基準においては、所得
税法の課税所得額計算方
法が採用されていることか
ら、「非婚の母」、「非婚の
父」に対しては寡婦控除規
定が適用されない。このた
め、入居基準及び家賃決定
基準となる所得が高く算定
され、その結果として収入
基準に応じて決定される家
賃が高い階層に入ってしま
うことなどがある。こうした
「非婚」「既婚」による格差を
なくするため、みなし適用を
各自治体の判断で選択でき
るよう規制の緩和を求め
る。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　現行規定の中で利便性・設置費用などを考慮のうえ、柔軟に対応できるとのことであ
るが、今後、本解釈により全国で統一した運用ができるよう、関係各所への周知等をお
願いしたい。

地方道に係る道路の占用許可の基準については条例
に委任する、又は条例による補正を許容するべきであ
る。それ以外の道路の占用許可の基準については,提案
団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」
となっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

【全国市長会】
所管（府）省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっていることについて、提案団体との間で十分確認を
行うべきである。
なお、現行規定により対応可能であることが確認できた
場合は、その旨全ての道路管理者に対して通知される
ことを希望する。

○　他の団体においても同様の支障が生じているため、電気自動車の充電イン
フラ整備を推進する観点から、今回の回答で提示された見解及び具体的な適用
事例を、各地方公共団体に通知等を発出して周知すべきではないか。

　法律婚を原則とする中で、所得税法の寡婦控除には婚姻歴が条件として求められて
いて、非婚で子供を産んだ後に子の父とは別の男性と婚姻し離婚した母子世帯には適
用され、非婚のまま子供を養育する母子世帯には適用されない問題を抱えている。
　そのような中、公営住宅法においては、同居承認、承継について事実婚及び婚姻予
約者を認め、特に居住の安定を図る必要がある場合には、法律婚によらずとも婚姻関
係を認めることが示されている例もある。
　提案の寡婦控除を「婚姻歴のない一人親」に拡大させることについて、平成26年度税
制改正大綱では、所得税の諸控除のあり方の中で検討を行うとされている。
　一方、保育所の保育料では、児童福祉法により、「婚姻歴のない一人親」について、
寡婦控除相当分の所得を控除するかどうかについては、各市町村で判断されている。
　こうしたことから、公営住宅法でも「婚姻歴のない一人親」について、実態に即すこと
が出来るよう、施行令第1条3号の改正し、各市町村の判断で柔軟な対応が可能となる
よう検討をお願いしたい。

公営住宅の家賃の決定基準については、地方分権改革
推進委員会第２次勧告の趣旨を踏まえ、条例に委任す
る、又は条例による補正を許容するべきである。
それまでの間については、提案団体の提案の実現に向
けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　公営住宅が憲法２５条の生存権の保障にかかわる社会保障として位置付け
られるのであれば、公営住宅の入居収入基準等は、所得税法の取扱に合わせ
るのではなく、社会保障としての判断を行うべきである。社会保障関係では、「母
子及び寡婦福祉法」においては、非婚のひとり親も施策対象とされており、保育
所の保育料については地方の裁量により寡婦（夫）控除のみなし適用を認める
取組が進められていること、公営住宅でも母子世帯・父子世帯が優先入居の対
象とされていること等から、公営住宅についても、地域の判断で寡婦（夫）控除の
みなし適用を認めるべきだが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

14/208



管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

743
公営住宅の明渡し請
求に係る収入基準の
条例委任

入居収入基準を超える高額
の収入として定められてい
る（令第９条第１項）収入基
準を、事業主体が条例で定
めるように改正。

【制度改正内容】公営住宅法施行令第九条を「法第二十九条第一項に規定する
政令で定める基準は、三十一万三千円以下で事業主体が条例で定める基準と
する。」に改正する。
【支障事例】公営住宅に入居後、収入が増加しすでに低額所得者とは言えなく
なったものが、依然として低家賃で公営住宅に入居している。本市の平成25年
度の状況は、明渡努力義務が課せられている収入超過者235名（全体の
13.16％）が引き続き入居しており、入居待機者は152名に及んでいる。
【制度改正による効果】基準額を258,000円と定めた場合、235名のうち69名が高
額所得者になり、住宅の明渡を請求することができるようになる。69名を退去さ
せることにより、待機している住宅に困窮する低額所得者の入居が可能となる。
【制度改正の必要性】入居者資格を有して公営住宅への入居を希望しながら入
居できない低所得者がいる一方で、収入超過者が入居し続け、その公平性、的
確性に問題が生じている。したがって、入居待機者数、住宅確保のしやすさや空
き家状況など地域の実情に合った高額所得者の収入基準設定が必要と考え
る。
【国の各種施策との関連】第１次一括法により、公営住宅の入居に関する収入
基準について条例委任がなされた。本提案はこれに続いて明渡し請求の基準も
条例委任とすることで、さらなる自治体の自主性の強化と自由度の拡大をはか
り、地方分権を進めるものである。

公営住宅法第２９条 国土交通省 豊田市 C　対応不可

　既存入居者は、高額所得者にかかる基準が313,000円を超えるもので
あることを前提に入居しており、仮に条例委任されて当該基準が引き下
げられた結果、高額所得者となり、明渡を請求されることとなると、居住
の安定性を確保するという公営住宅制度の趣旨・目的から、当該既存
入居者にとっては大変厳しい取扱いとなってしまうものと考えられる。

　また、高額所得者制度は公営住宅制度の目的達成のために特に法律
上規定されたものであるところ、公営住宅法第29条は借地借家法とは
別個の明渡請求に係る要件及び効果を明確に規定した同法の特別規
定と解される。
　仮に当該収入基準を条例委任し、各事業主体が個別に基準を設ける
ことができるとすると、もはや明渡請求に係る要件及び効果が明確に規
定されているということはできず、借地借家法が適用されなければ、賃
借人（公営住宅入居者）の居住の安定性を著しく弱めることとなり、民間
賃貸住宅の借家契約との均衡の観点からも不平等であると考えられ
る。
　借地借家法が適用される場合、同法第28条に規定される「正当の事
由」が認められない限り、高額所得者に対し明渡請求を行うことはでき
ず、明渡請求がより困難になることが予想される。そうなると、住宅に困
窮する低額所得者に対し低廉な家賃で住宅を賃貸するという、公営住
宅法の趣旨・目的をかえって阻害しかねないこととなる。

　このため、収入基準を条例で定めることができるとする改正を行うこと
は困難である。

822
公営住宅の目的外使
用の制限の緩和

公営住宅の目的外使用の
対象となる社会福祉事業等
は、グループホーム事業、
ホームレスの自立支援のた
めの事業に限られている。
対象事業をこの二つの事業
に限らず、同様の社会福祉
事業についても対象となる
よう制限を緩和すること。

【現行】
公営住宅の目的外使用の対象事業として、グループホーム事業（数名で共同生
活をする認知症の高齢者や障害者に世話人等が生活や健康管理面のサポート
をする）が認められているが、事業内容が類似する「小規模多機能型居宅介護
事業」（要介護の高齢者に訪問介護、デイサービス、ショートスティのサービスを
提供する）については、案件ごとに、国土交通大臣の事前承認手続きが必要で
ある。
【改正内容・効果】
対象事業に老人福祉法第５条の２に規定する「小規模多機能型居宅介護事業」
等を追加することによって、国土交通大臣の事前承認手続きが事後報告となり、
事務処理が合理化、簡素化されるため、同事業による公営住宅の有効活用促
進に資することができる。
・また、法令で規定されていない事業で、例えば、阪神・淡路大震災復興基金を
活用した「高齢者自立支援拠点づくり事業」（「高齢者自立支援ひろば」）につい
ても対象に加えていただきたい。
・同事業では、公営住宅等に拠点（ひろば）を設置し、見守り機能(巡回見守り、
各種相談への対応等)、健康づくり機能(保健指導、栄養指導等)、コミュニティ支
援機能(入居者間、入居者と地域との交流事業等)、支援者のプラットフォーム機
能(高齢者に係る情報交換、高齢者に向けた情報発信等)を持たせて高齢者の
支援を行っている。
・同事業の拠点については、介護保険法第115条の39第１項に規定する「地域包
括支援センター」のブランチ的な位置づけであると考えられる。

公営住宅法第45条
第１項の事業等を定
める省令
第1条、第２条

国土交通省、
厚生労働省

兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪
府、徳島県

C　対応不可

　公営住宅法第45条第1項において、公営住宅の社会福祉事業等への
目的外使用について、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障
のない範囲内で国土交通大臣の承認を行うことを明示している。さらに
平成8年8月30日建設省住宅局長通知において、事後の報告により大臣
の承認があったものとみなされており、大臣の事前承認手続は必要とさ
れない。
　公営住宅制度の趣旨・目的は「住宅に困窮する低額所得者」に対し
て、「低廉な家賃で」住宅を賃貸等することにある。この点、目的外使用
の対象となる社会福祉事業等については、省令で、「グループホーム事
業」と「ホームレスの自立支援」の２つの事業が規定されているところ、こ
れらの事業により支援を受けるのは実際に当該公営住宅に入居する者
であること、その入居者は「住宅に困窮する低額所得者」（法第1条）であ
る場合が多く、公営住宅制度の趣旨・目的との親和性が高いことから、
大臣承認の特例が認められているものである。
　一方で、ご提案の「小規模多機能型居宅介護事業」については、上記
のように当該公営住宅を「住宅」として使用する事業ではなく、公営住宅
制度の趣旨・目的とは異なるものであることから、「グループホーム事
業」等と同様に扱うことはできない。

15/208



管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

743
公営住宅の明渡し請
求に係る収入基準の
条例委任

入居収入基準を超える高額
の収入として定められてい
る（令第９条第１項）収入基
準を、事業主体が条例で定
めるように改正。

822
公営住宅の目的外使
用の制限の緩和

公営住宅の目的外使用の
対象となる社会福祉事業等
は、グループホーム事業、
ホームレスの自立支援のた
めの事業に限られている。
対象事業をこの二つの事業
に限らず、同様の社会福祉
事業についても対象となる
よう制限を緩和すること。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

 公営住宅に係る入居契約は、公営住宅法等に基づき契約されており、法改正がされ
たことにより明渡を請求されたとしても、平成１９年政令改正時の高額所得者に係る収
入基準引き下げを鑑みれば、居住の安定性を確保するという公営住宅制度の趣旨・目
的に反することはないと考えます。

 明渡請求に係る収入基準の合理性は、最低居住水準の住宅を市場で確保できない者
を、公営住宅の施策対象とする現行制度の考え方を前提とすれば、各地域間で格差の
ある所得水準、地価、民間賃貸住宅の家賃水準、供給量及び公営住宅へ入居できな
い低額所得者の状況等を踏まえて設定されるべきもので、それを踏まえて設定された
収入基準については、明渡請求に係る合理性は確保されていると考えます。したがっ
て、公営住宅法及びこれに基づく条例が優先して適用され、借家法及び民法の適用は
排除されると思われます。

公営住宅の明渡し請求に係る収入基準については、地
方分権改革推進委員会第２次勧告の趣旨を踏まえ、条
例に委任する、又は条例による補正を許容するべきで
ある。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　持家の取得額や公営住宅の入居希望者の状況等は地域により大きく異なる
ため、高額所得者の収入基準は条例で定めるべきだが、この場合何か具体的な
支障はあるのか。
　　また、入居収入基準については、地方公共団体が地域の実情を踏まえて条
例で定めることとされており、入居収入基準を相当程度超えるものとして定めら
れる高額所得者の収入基準も同様とした方が、制度として合理的である。
　（なお、借地借家法の特例は、法律に対する特例である以上法律上規定すべ
きである。現行の公営住宅法では、入居収入基準を「相当程度超えるものでな
ければならない」と要件等を法定しているため、条例により基準を定めても借地
借家法の特例として問題はない。）

・「小規模多機能型居宅介護事業」における「ショートステイ」は、利用者に、数日
間、入居してもらい日常生活を送れるようサービスを提供するものであり、公営
住宅を「住宅」として使用する事業である。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　公営住宅の居住要件については、既対象の「認知症対応グループホーム」
でも平成１８年からショートステイ・デイサービスが認められている。このため、同
様に認知症高齢者を多く対象とし、ショートステイ・デイサービスを行う「小規模多
機能型居宅介護事業」も目的外使用の大臣承認の特例を認めるべきだが、この
場合何か具体的な支障はあるのか。
（このような取組は、高齢化する公営住宅の機能を高め、貴省が推進するスマー
ト・ウェルネス事業にも資するのではないか。）
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

217
備蓄（防災）倉庫の建
築確認申請の不要化

避難場所等に専ら防災のた
めの備蓄（防災）倉庫の用
途に供する簡易な施設を整
備する際に、建築確認申請
を不要とする。

【提案の背景】
　全国的に自主防災組織の設立が進む中、各地域において防災資機材の整備
が進められている。
　上記資機材の整備に合わせ、備蓄（防災）倉庫を購入・設置する場合が多くみ
られる。
【支障事例】
　ところが、備蓄（防災）倉庫の設置に当たっては、場合によっては、建築確認を
受ける必要があり、これに伴う基礎工事や事務手続きが、地域にとって非常に
大きな負担となっている。（→具体的な支障事例は別紙のとおり）
　なお、現行法においても、防火・準防火地域外において、建築物を増築・改築
をする場合で、床面積の合計が10平方メートル以内であれば、建築確認は不要
となっている。
【解消策】
　ついては、防火・準防火の区分や新築・増築の違いなどで、建築確認申請の
要・不要を決定するのではなく、例えば床面積の合計が10平方メートル以内であ
れば一律に確認申請を不要とするなどの簡略化を図っていただきたい。

建築基準法第6条 国土交通省 全国市長会 C　対応不可

　建築基準法は、建築物の構造等に関する最低の基準を定め、その安全性
等を確保することにより国民の生命・財産等を保護することを目的としており、
建築確認により、個々の建築計画の関係規定への適合性を審査し、建築物
の安全性等を担保している。
　ただし、防火・準防火地域外において建築物を増築・改築・移転する場合で、
その床面積の合計が10㎡以内の場合には、建築確認を不要としている。
　これは、国民の生命等の保護に直結する建築物の安全性等については、原
則として全ての建築物について、建築確認によりその安全性を担保する必要
があるものの、建築確認・検査により既に安全性等の確認がされている既存
の建築物に小規模の増築等をする場合においては、既存の建築物と大きく異
なる建築物となることは通常想定されず、また、違反が発生する可能性も相対
的に低いため、地震・火災等による重大な被害が発生するおそれは比較的小
さいことから、建築主の負担等を考慮し、防火地域・準防火地域外においては
特例として建築確認を不要としたものである。
　このため、新築する場合については、小規模であっても、どのような建築物
が建築されるか予測できず、周囲への影響の程度や地震・火災等による重大
な被害が発生する可能性が限定されないため、建築確認を不要とすることは
困難である。
　また、建築物が密集し、火災の危険性が非常に高い市街地である防火地
域・準防火地域については、違反が発生した場合に市街地大火等の重大な被
害が発生する可能性があるため、新築・増築等の別や規模にかかわらず、建
築確認により特に建築物の安全性等を担保する必要があり、建築確認を不要
とすることは困難である。
　なお、お示しの備蓄（防災）倉庫に関する支障事例については、10㎡程度の
小規模な建築物に適用される基準は限定されているため、建築主の建築確認
の申請に要する負担は、他の建築物の場合と比べ少なく、確認手数料につい
ても、地方公共団体の判断により減免が可能である。

218
用途地域等内の建築
物の制限緩和

地方公共団体が設置する
備蓄（防災）倉庫について、
建築基準法第48条関係の
別表第二に掲げる施設、ま
たは同法施行令第130条の
4第1項第2号に掲げる施設
のいずれかに盛り込んでい
ただきたい。

【提案の背景】
　東日本大震災の教訓や新たな被害想定を踏まえた災害対策を推進するため
には、災害時に地域住民に供するための備蓄量の増量、備蓄品種の多様化が
必要不可欠となっている。
　しかし、既存の備蓄（防災）倉庫の容量では対応しきれず、新たな保管場所の
確保が課題となっている。
【支障事例】
　ところが、現行法において、地方公共団体が第一種低層住居専用地域内へ備
蓄（防災）倉庫を設置しようとする場合、建築主事を設置しない市町村では、特
定行政庁の許可が必要な状況となっている。これに伴う期間、労力、費用を要
し、備蓄物資の整備推進に支障となっている。（→具体的な状況は別紙のとお
り）
【解消策】
　地方公共団体が設置する備蓄（防災）倉庫について、建築基準法第48条関係
の別表第二に掲げる施設、または同法施行令第130条の4第1項第2号に掲げる
施設のいずれかに盛り込んでいただきたい。
【その他】
　なお、現行法においては、本提案が実現したとしても、特定行政庁に建築確認
を受ける必要があるが、上段「建築確認申請の不要化」の提案が実現すれば、
本件についても建築確認申請が不要となるものも出てくるため、両提案合わせ
ての実現を求める。

建築基準法第48条、
建築基準法施行令
第130条の4

国土交通省 全国市長会
D　現行規定
により対応可
能

　一般的に、自治会、町内会が設置する防災備蓄庫、消防団の消防器
具の格納庫などは、災害時に地域住民のために必要となる備品等を保
管するものであることから、建築基準法施行令第130条の4第1項第2号
の「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉セン
ター、児童厚生施設その他これらに類するもの」に該当すると判断され
ているところ。
　この見解については全国の特定行政庁及び民間の指定確認検査機
関等で構成される日本建築行政会議（JCBA）が編集した「建築確認の
ための基準総則集団規定の適用事例」においても示されているところで
ある。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

217
備蓄（防災）倉庫の建
築確認申請の不要化

避難場所等に専ら防災のた
めの備蓄（防災）倉庫の用
途に供する簡易な施設を整
備する際に、建築確認申請
を不要とする。

218
用途地域等内の建築
物の制限緩和

地方公共団体が設置する
備蓄（防災）倉庫について、
建築基準法第48条関係の
別表第二に掲げる施設、ま
たは同法施行令第130条の
4第1項第2号に掲げる施設
のいずれかに盛り込んでい
ただきたい。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　提案している小規模な防災倉庫については、そもそも建築物として扱っていな
い自治体もあるようである。
　建築物として扱うか否かについての判断が自治体や特定行政庁によって異
なっている現状は、混乱を招くことになるため、防災倉庫のような小規模なもの
については、「建築基準法」の建築物として扱わなくてもよいのであれば、その旨
通知されるなど周知徹底を図っていただきたい。

―

【全国市長会】
提案している小規模な防災倉庫については、そもそも建
築物として扱っていない自治体もあるようである。
建築物として扱うか否かについての判断が自治体や特
定行政庁によって異なっている現状は、混乱を招くこと
になるため、防災倉庫のような小規模なものについて
は、「建築基準法」の建築物として扱わなくてもよいので
あれば、その旨通知されるなど周知徹底を図っていただ
きたい。

○　人が中に入って作業をすることが想定されない小規模な倉庫は、特定行政
庁の判断で、通常、建築基準法上の「建築物」として取り扱わないことが一般的
である旨の回答があったが、「建築物」として取り扱うか否かの具体的な判断基
準と適用事例について、通知等で明確化すべきではないか。

設置主体が地方公共団体の場合でも、建築基準法施行令第130条の4第1項第2
号の「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、
児童厚生施設その他これらに類するもの」に該当するものであると解釈してよろ
しいか。
解釈してよい場合であっても、特定行政庁の許可が必要となっている現状に鑑
み、その旨を通知されるなど周知徹底を図っていただきたい。

―

【全国市長会】
設置主体が地方公共団体の場合でも、建築基準法施行
令第130条の4第1項第2号の「地方公共団体の支庁又
は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童
厚生施設その他これらに類するもの」に該当するもので
あると解釈してよろしいか。
解釈してよい場合であっても、特定行政庁の許可が必
要となっている現状に鑑み、その旨を通知されるなど周
知徹底を図っていただきたい。

○　地方公共団体が設置する防災倉庫についても、建築基準法施行令第130条
の４第１項第２号の「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人
福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」に該当すると解釈でき
るのであれば、その旨を通知等で明確化すべきではないか。その際、規定上ど
の部分に該当するかを示されたい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

515
営業所が複数都道府
県に跨る業者に係る建
設業の許可の移譲

建設業許可の事務の内、営
業所が複数都道府県に跨
る業者に係る国土交通大臣
の事務権限を都道府県知
事に移譲（現行の都道府県
知事の事務権限を希望する
政令市等の長への移譲を
含む)

【支障事例】
建設業に係る許可権限については、建設業法第３条第１項により営業所が複数
の都道府県に跨るか否かで国土交通大臣と都道府県知事の権限が区分され、
経営事項審査の審査権限についても、同法第27条の26第１項・第２項により許
可をした大臣又は知事とされているが、当該申請書類等の提出は第一号法定
受託事務とされ(同法第44条の５)、知事を経由することとされている(同法第44条
の４)。したがって、例えば神奈川県内に本店がある大臣許可業者が建設業許可
の取得や決算、役員の変更等の届出を行おうとする場合、必ず本県を経由し
て、関東地方整備局(埼玉県)に提出しなければならず、その分処理期間が長く
なっている。
同様に、権限移譲を希望する政令市等に対して当該権限を移譲することは、建
設業者の利便性を向上させるものである。
【移譲に当たっての懸念】
許可権限に付随して、同法に基く報告・検査(法第31条)及び指導(法第41条)・監
督(法第28条等)の権限も移譲されるとした場合、現在の大臣許可業者のうち、
都道府県の区域内に本店のある業者に対して都道府県が許可等の権限を持つ
ことになると推定する。
この際、現大臣許可を受けている建設業者は、本店所在地以外に、他都道府県
に主たる営業所を設置している場合が多く、現行の制度のままで検査権等を委
譲した場合は、許可をした都道府県知事が全国の営業所の検査等を行わなけ
ればならず、実態に合わないと考える。
【懸念の解消策】
移譲にあたっては、検査権等の行使については、許可権者から営業所の所在地
を管轄する都道府県への委任の法制化などの対応の検討を要する。

建設業法第３条等 国土交通省 神奈川県 C　対応不可

　現行の建設業法では、二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土
交通大臣が許可・監督等を行うこととされている。また、報告・検査、監督等について
は、最終的には許可の取消に至るものであり、許可権限に付随して行われるものであ
ることから、その実効性が確保されるよう、原則として許可と同一の主体が行うこととし
ている。これにより、複数の都道府県に営業所を設け、広域的に事業を展開する業者に
ついては、国土交通大臣が統一的に許可・監督等に関する事務を行うことによって、事
業活動の公平性の確保と広域にわたる円滑な事業活動を保障しているとともに、効率
的・機動的な監督を実現している。
　提案者指摘の通り、許可権限を移譲するためには、報告・検査、監督等の権限も同時
に移譲することが必要であるが、
・本店所在地の都道府県知事が他の都道府県にわたる監督処分権限を有することとし
た場合、当該都道府県知事の監督処分により他の都道府県における建設業者の事業
活動、ひいては他の都道府県の区域における公共工事を含む建設工事の施工が影響
を受けることとなること
・営業所所在地を管轄する各都道府県知事がそれぞれの都道府県の区域内における
監督処分権限を有することとした場合、建設業者が全国的に不正行為を行ったケース
などにおいて、各都道府県において統一性のある処分がなされず公平性を欠くこと、又
は統一的な処分をするために複雑な調整が必要となり、行政効率上極めて非効率的と
なり、機動的な監督を行うに当たって混乱が生じること
から、どちらの場合も許可権限及びこれと併せた監督等の権限移譲は適当ではない。
　さらに、局地的に発生する事案に関し、広域的に活動する事業者に対して機動的・効
率的な監督を行うためには、国が監督等の権限を有することが必要不可欠である。例え
ば、東日本大震災の被災地に営業所を新設する建設業者の急増に対応し、国土交通
省では、復旧・復興工事に係る法令遵守の徹底のため、東北地方整備局のみならず国
土交通省本省及び他の地方整備局等からも検査官を派遣し、集中的に立入検査や監
督等の事務を実施してきた。仮に、許可権限とそれに付随する監督等の権限を都道府
県に移譲した場合、このような集中的な監督等の事務を適切に行うことができず、契約・
取引の適正化や建設工事の品質の確保、労働災害の防止、暴力団等の不良不適格業
者の排除等に重大な支障が生じ、建設業行政を所掌する国土交通省として看過するこ
とはできない。
　したがって、建設業の許可及び報告・検査、監督等の権限を都道府県知事等に移譲
することはできない。

516

事務所が複数都道府
県に跨る業者に係る宅
地建物取引業の免許
の移譲

宅地建物取引業免許の事
務の内、事務所が複数都道
府県に跨る業者に係る国土
交通大臣の事務権限を都
道府県知事に移譲（ 現行の
都道府県知事の事務権限
を希望する政令市等の長へ
の移譲を含む)

【支障事例】
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設
置する場合は国土交通大臣の免許を受けなければならない。国土交通大臣の
免許の申請は、本店所在地の都道府県を経由して、所管の地方整備局に提出
することとなっているが、審査等の重複が生じており、免許までの期間が延びる
原因となっている。
【移譲に当たっての懸念】
免許権限に付随して、宅建業法に基く報告・検査(法第72条)及び指導(法第71
条)・監督(法第65条等)の権限も移譲されるとした場合、現在の国土交通大臣免
許業者のうち、都道府県の区域内に本店のある業者に対して都道府県が免許
等の権限を持つことになると推定する。
現在、免許の基準については宅建業法に定められているが、事務所の定義等
が漠然としており、その運用にあたっては各都道府県において違いが生じてい
る。同一都道府県内の事務所であるにもかかわらず免許した都道府県によって
大きな差が生じないように具体的な基準が必要であると考える。
また、現国土交通大臣免許を受けている宅建業者は、本店所在地以外に、他都
道府県に従たる事務所を設置している場合が多く、現行の制度のままで検査権
等を移譲した場合は、免許をした都道府県知事が全国の事務所の検査等を行
わなければならず、実態に合わないと考える。
【懸念の解消策】
よって、移譲にあたっては、検査権等の行使については、免許権者から事務所
の所在地を管轄する都道府県への委任の法制化などの対応の検討を要する。

宅地建物取引業法
第５条等

国土交通省 神奈川県 C　対応不可

　現行の宅地建物取引業法では、二以上の都道府県の区域内に事務所を設ける場合
は、国土交通大臣が免許・監督等を行うこととされている。また、報告・検査、監督等に
ついては、最終的には免許の取消に至るものであり、免許権限に付随して行われるも
のであることから、その実効性が確保されるよう、原則として免許と同一の主体が行うこ
ととしている。これにより、複数の都道府県に事務所を設け、広域的に事業を展開する
業者については、国土交通大臣が統一的に免許・監督等に関する事務を行うことによっ
て、事業活動の公平性の確保と広域にわたる円滑な事業活動を保障しているとともに、
効率的・機動的な監督を実現している。
　提案者指摘の通り、免許権限を移譲するためには、報告・検査、監督等の権限も同時
に移譲することが必要であるが、
・本店所在地の都道府県知事が他の都道府県にわたる監督処分権限を有することとし
た場合、当該都道府県知事の監督処分により他の都道府県における宅地建物取引業
者の事業活動が影響を受けることとなること
・事務所所在地を管轄する各都道府県知事がそれぞれの都道府県の区域内における
監督処分権限を有することとした場合、宅地建物取引業者が全国的に不正行為を行っ
たケースなどにおいて、各都道府県において統一性のある処分がなされず公平性を欠
くこと、又は統一的な処分をするために複雑な調整が必要となり、行政効率上極めて非
効率的となり、機動的な監督を行うに当たって混乱が生じること
から、どちらの場合も免許権限及びこれと併せた監督等の権限移譲は適当ではない。
　さらに、局地的に発生する事案に関し、広域的に活動する事業者に対して機動的・効
率的な監督を行うためには、国が監督等の権限を有することが必要不可欠である。例え
ば、東日本大震災の被災地に事務所を新設する宅地建物取引業者の増加及び土地取
引の増加に対応し、国土交通省では、急増した宅地・建物の取引に係る法令遵守の徹
底のため、東北地方整備局のみならず国土交通省本省からも人員を派遣し、監督等の
事務を実施してきた。仮に、免許権限とそれに付随する監督等の権限を都道府県に移
譲した場合、このような集中的な監督等の事務を適切に行うことができず、公正な取引
の確保、購入者の利益の保護等に重大な支障が生じ、宅地建物取引業行政を所掌す
る国土交通省として看過することはできない。
　したがって、宅地建物取引業の免許及び報告・検査、監督等の権限を都道府県知事
等に移譲することはできない。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

515
営業所が複数都道府
県に跨る業者に係る建
設業の許可の移譲

建設業許可の事務の内、営
業所が複数都道府県に跨
る業者に係る国土交通大臣
の事務権限を都道府県知
事に移譲（現行の都道府県
知事の事務権限を希望する
政令市等の長への移譲を
含む)

516

事務所が複数都道府
県に跨る業者に係る宅
地建物取引業の免許
の移譲

宅地建物取引業免許の事
務の内、事務所が複数都道
府県に跨る業者に係る国土
交通大臣の事務権限を都
道府県知事に移譲（ 現行の
都道府県知事の事務権限
を希望する政令市等の長へ
の移譲を含む)

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

本提案は主に許可期間の短縮による県民サービスの向上に主眼を置いて提案したも
のである。
各都道府県において統一性のある処分がなされず公平性を欠くことなど、行政効率上
の非効率を招くとの指摘については、現在も処分等について他都道府県と情報交換を
行なっており、都道府県間で複雑な調整をすることが本件に限ったことではないため、
きめ細かいルールを法定化することで、適切かつ迅速な事務執行を行うことが可能で
あると考える。
また、他の都道府県にわたる監督処分権限を有することとした場合であっても、上記
ルールが法定化され、明確であれば、建設業者の事業活動になんら影響はでないもの
と考える。

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式
や社会実験による検討を求める。

【全国市長会】
広域的に事業を展開する業者について、統一的に免
許・監督等に関する事務を行うことに対して懸念がある
ことから、市への移譲については、慎重に検討すべきで
ある。

○　ＮＰＯ法や医療法等においては、複数都道府県の区域にまたがる者に対す
る許認可等の権限について、都道府県間の連携体制を構築した上で国から地
方公共団体への移譲が進められている。
　　建設業法及び宅地建物取引業法においても、主たる営業所（事務所）のある
都道府県に許可権限等を移譲した上で、他の都道府県が既に有している報告・
検査等の権限も活用し、都道府県間の連携体制を構築すべきであるが、この場
合何か具体的な支障はあるか。
　　現在でも約98パーセントが都道府県許可であり、平成16年までは都道府県
が大臣許可業者の営業所調査を行っていたことを考えれば、全く問題はないの
ではないか。

本提案は主に免許期間の短縮による県民サービスの向上に主眼を置いて提案したも
のである。
各都道府県において統一性のある処分がなされず公平性を欠くことなど、行政効率上
の非効率を招くとの指摘については、現在も処分等について他都道府県と情報交換を
行なっており、都道府県間で複雑な調整をすることが本件に限ったことではないため、
きめ細かいルールを法定化することで、適切かつ迅速な事務執行を行うことが可能で
あると考える。
また、他の都道府県にわたる監督処分権限を有することとした場合であっても、上記
ルールが法定化され、明確であれば、宅地建物取引業者の事業活動になんら影響は
でないものと考える。

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式
や社会実験による検討を求める。

【全国市長会】
広域的に事業を展開する業者について、統一的に免
許・監督等に関する事務を行うことに対して懸念がある
ことから、市への移譲については慎重に検討すべきであ
る。

○　ＮＰＯ法や医療法等においては、複数都道府県の区域にまたがる者に対す
る許認可等の権限について、都道府県間の連携体制を構築した上で国から地
方公共団体への移譲が進められている。
　　建設業法及び宅地建物取引業法においても、主たる営業所（事務所）のある
都道府県に許可権限等を移譲した上で、他の都道府県が既に有している報告・
検査等の権限も活用し、都道府県間の連携体制を構築すべきであるが、この場
合何か具体的な支障はあるか。
　　現在でも約98パーセントが都道府県許可であり、平成16年までは都道府県
が大臣許可業者の営業所調査を行っていたことを考えれば、全く問題はないの
ではないか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

95
地方バス路線の運行
費補助要件の緩和

地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金の補助対象
基準における「１日当たりの
輸送量」の下限を、都道府
県の判断によって緩和でき
るようにすることを求める。

【支障事例】
現行の「地域間幹線系統確保維持費国庫補助金」においては、補助対象基準で
輸送量は15人以上と定められているため、人口減少が著しい過疎地域等では、
輸送量が15人に達せず、岡山県においても、補助対象系統は、平成20年度の
36系統から、平成25年度は22系統と大幅に減少し、また、平均乗車密度が5人
未満となり、補助金額が減額される場合も多くなっている。これらの地域間幹線
系統は中山間地域等の住民にとって、高校への通学、地域の基幹病院への通
院、買い物等の生活の足として不可欠であり、維持していく必要がある。
【制度の改正案】
こうした状況を踏まえ、都道府県が特別な支援が必要と考える条例等で指定す
る過疎地域等（例：岡山県中山間地域の振興に関する基本条例における中山間
地域）においては、都道府県の判断で、国の定める範囲内（輸送量12～15人）
で、補助対象基準を緩和できるようにすることを提案するものである。
【制度改革の効果】
バス路線だけではなく、他の交通手段や地理的な条件などを都道府県で勘案
し、判断することにより実態に即した支援が可能となる。

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱第６条
1項1号別表４

国土交通省 岡山県 C　対応不可

交通政策審議会地域公共交通部会においては、今般の地域公共交通
活性化・再生法の改正と合わせ、地域が真に必要としている輸送サービ
スの維持を図る観点から、補助制度についても重点化を行う方向性が
示されているところ、一律に補助対象基準を緩和することは不適当であ
る。また、膨大な予算を必要とすることからも、要件の緩和は実現困難
である。

172
地域公共交通確保維
持改善事業に係る要
件の緩和

地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金について、地
方の実情に合わせたバス補
助制度となるよう要件の緩
和など制度を見直す。

【制度改正の必要性】バス路線の維持・確保は社会政策としてとらえるべきだ
が、国の補助制度は全国一律に一定の運行規模や経営効率化の指標を基準と
するため、乗客数の減少、収支率の悪化が続く中山間地のバス路線では指標
が基準を下回り運行赤字の一部が補助対象外となっている。
特に中山間地における交通弱者にとってバスは基軸となる交通手段であること
から、中山間地における補助要件の緩和等、地方の実情に合わせてバス補助
制度を見直すこと。
また見直しに際しては地方の意見を十分に反映させること。
【支障事例】広域行政圏中心市へ繋がり複数市町村をまたがって運行する生活
の重要路線でありながら、人口の少ない中山間地を含む系統では平均乗車密
度が低いため補助要件を満たすことができす、バスの存続が難しくなっている。
(採択条件である平均乗車率５人以上では、県内全２８路線中、運行赤字全額対
象となるのが１路線のみとなる。）
【効果】要件緩和により、人口が少ない中山間地域を結ぶ系統においても補助
要件を満たすこととなり、生活の足を確保することが可能となる。（採択条件であ
る平均乗車率を５人から３人に引き下げると、県内全２８路線中、運行赤字全額
対象となるのが１路線から１３路線に拡大される。）
【求める要件緩和の内容】補助対象路線の１日当たり輸送量：１５～１５０人につ
いて、中山間地域は「１５人以上」の要件を９人（本県における平均的な平均乗
車密度＝３人程度であるため、最低運行回数3回を乗算）まで引き下げる。
補助対象経費の対象：平均乗車密度５人で運行赤字全額について、５人未満は
人数按分して算出とされているものを中山間地域は「５人」の要件を３人まで引
き下げる。

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表４
及び別表５

国土交通省
鳥取県、京都
府、大阪府、
徳島県

C　対応不可

交通政策審議会地域公共交通部会においては、今般の地域公共交通
活性化・再生法の改正と合わせ、地域が真に必要としている輸送サービ
スの維持を図る観点から、補助制度についても重点化を行う方向性が
示されているところ、一律に補助対象基準を緩和することは不適当であ
る。また、膨大な予算を必要とすることからも、要件の緩和は実現困難
である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

95
地方バス路線の運行
費補助要件の緩和

地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金の補助対象
基準における「１日当たりの
輸送量」の下限を、都道府
県の判断によって緩和でき
るようにすることを求める。

172
地域公共交通確保維
持改善事業に係る要
件の緩和

地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金について、地
方の実情に合わせたバス補
助制度となるよう要件の緩
和など制度を見直す。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

今後の重点化にあたっては、都道府県が特別な支援が必要と考える地域等に
ついて、十分な支援が行える制度としていただきたい。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。

　現行制度は、全国一律の基準を満たすことが優先され、補助対象路線であっ
ても無駄のない、効率的なバス路線の運営が行われているとは言えず、真に地
方が必要とする地域交通が確保されるべきである。
改正地域交通活性化再生法による地域の公共交通ネットワークの再構築に向
けた取組への支援には期待するものの、再構築には時間を要することが予想さ
れる。
　当面は、補助対象要件について、全国一律ではなく、都市部と地方部に差を設
けることで地方の実情に合わせた仕組みとなるよう制度設計を行うべき。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

336
地域公共交通確保維
持改善事業費補助制
度の改善

地域公共交通確保維持改
善事業費補助金制度につ
いて、現在、地域間幹線系
統に接続している地域内
フィーダー系統であれば、
仮に今後、地域間幹線系統
が廃線となった場合であっ
ても、従前の補助対象人口
を国庫補助上限額の算定
に使えるよう制度を見直し
ていただきたい。

　地域公共交通確保維持改善事業費補助金の現行制度では、複数の自治体間
を結ぶ地域間幹線系統に接続する地域内フィーダー系統でなければ、市内全域
を交通不便地域とし、市内全人口を補助対象数とすることができないこととされ
ている【地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以下要綱とい
う。）、別表６、ロ、①・②】が、仮に民間バス路線等の廃止等により地域間幹線
系統が無くなった場合、補助額算定の基礎となる補助対象人口が大幅に減少
し、現状でも苦しい地域内フィーダー系統の維持がさらに困難になる。
　地域間幹線系統が廃線となった場合であっても、交通空白地域等における公
共交通の確保維持のため、地域内フィーダー系統については維持していかなけ
ればならない。この場合において、交通不便地域だけを対象人口として算定す
るのは不合理ではないかと考えるため、地域間幹線系統が廃線となった場合に
ついても、他の地域間交通ネットワーク（鉄軌道路線等）に接続する地域内
フィーダー系統については、従前の補助対象人口を国庫補助上限額の算定【要
綱別表７、５】に使えるよう見直していただきたい。
（補助額算定の基礎となる対象人口の考え方は別添参照）
現状、山武市地域公共交通活性化協議会で実施している公共交通は、幸いに
も地域間幹線系統に接続する地域内フィーダー系統であるため、対象人口は市
内全域56,089人（平成22年実施の国勢調査時人口）であるが、今後もし地域間
幹線系統が市内に無くなった場合、運輸局長指定交通不便地域のみが対象人
口となる。この場合の想定される対象人口は14,190人である。

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表
６、ロ

国土交通省 山武市 C　対応不可

交通政策審議会地域公共交通部会においては、今般の地域公共交通
活性化・再生法の改正と合わせ、地域が真に必要としている輸送サービ
スの維持を図る観点から、補助制度についても重点化を行う方向性が
示されているところ、一律に国庫補助上限額を見直すことは不適当であ
る。

343-1

地域公共交通確保維
持改善事業における補
助要件の緩和や弾力
的な運用

地域公共交通確保維持改
善事業について、地域の実
情に応じた柔軟な活用が可
能となるよう、地域内フィー
ダー系統補助の補助対象
路線及び利用環境改善促
進等事業の補助要件につ
いて、緩和や弾力的な運用
を図ること。

【地域内フィーダー系統補助】
平成２３年度に創設された「地域内フィーダー系統補助」において補助対象とさ
れるフィーダー系統は、輸送量が１５人～１５０人／日などの要件を満たす「地域
間幹線バス系統」と接続することが要件(要綱別表６ロ①)となっているが、本県
の西讃地域のように、鉄道はあっても地域間幹線バス系統がない地域において
は、十分な活用ができない状況にあるので、国庫補助対象であるバス路線の部
分に鉄道を含める等、地域の実状に合わせ柔軟に運用できるようにしていただ
きたい。
そうすることにより、市町におけるバス路線の確保維持費が年々増加する中で、
補助メニューの充実により住民の利便性の向上に資するバス路線の一層の充
実が図れる。
【利用環境改善促進等事業】
公共交通の利用環境改善の面では、Ｓｕｉｃａをはじめとした全国１０交通系ＩＣ
カードの相互利用が始まったが、県内の地方鉄道やバスに普及しているＩＣカー
ドとの間では、相互利用ができない状況にある。ＩＣカードの共通化を図るために
も本制度の活用を図りたいが、補助対象となるＩＣカードシステムは新規に導入さ
れるものに限定されており活用ができない。また、導入済みのＩＣカードは、普及
促進や利用対象の拡充についても制度の利用ができない状況にある。(要綱別
表21（鉄道）)そのため、「ICカードシステム導入その他・・・」の部分をICカードシス
テムの導入や高度化（共通化）に要する経費その他・・・」等に変更していただき
たい。
そうすることにより、カード利用の普及促進により地域における人の移動の円滑
化が図られ、公共交通の利用の増加に資するものと考える。

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表６
ロ①、別表21

国土交通省 香川県
D　現行規定
により対応可

能

【地域内フィーダー系統補助】
　接続する地域間幹線バス系統がないような交通不便地域において
は、鉄道等の地域間交通ネットワークと接続するフィーダー系統も補助
対象としている。【要綱別表６ロ②】
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

336
地域公共交通確保維
持改善事業費補助制
度の改善

地域公共交通確保維持改
善事業費補助金制度につ
いて、現在、地域間幹線系
統に接続している地域内
フィーダー系統であれば、
仮に今後、地域間幹線系統
が廃線となった場合であっ
ても、従前の補助対象人口
を国庫補助上限額の算定
に使えるよう制度を見直し
ていただきたい。

343-1

地域公共交通確保維
持改善事業における補
助要件の緩和や弾力
的な運用

地域公共交通確保維持改
善事業について、地域の実
情に応じた柔軟な活用が可
能となるよう、地域内フィー
ダー系統補助の補助対象
路線及び利用環境改善促
進等事業の補助要件につ
いて、緩和や弾力的な運用
を図ること。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。

　要綱別表６ロ②については、対象地域が「交通不便地域として地方運輸局長
等が指定する地域」という条件があるなど、柔軟なバス路線設定がしにくいのが
実情である。
　本県としては、要綱別表６ロ①において、幹線として、バスだけではなく、鉄軌
道などを加え、地域の実情に合った要綱としていただきたい。

所管（府）省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

343-2

地域公共交通確保維
持改善事業における補
助要件の緩和や弾力
的な運用

地域公共交通確保維持改
善事業について、地域の実
情に応じた柔軟な活用が可
能となるよう、地域内フィー
ダー系統補助の補助対象
路線及び利用環境改善促
進等事業の補助要件につ
いて、緩和や弾力的な運用
を図ること。

【地域内フィーダー系統補助】
平成２３年度に創設された「地域内フィーダー系統補助」において補助対象とさ
れるフィーダー系統は、輸送量が１５人～１５０人／日などの要件を満たす「地域
間幹線バス系統」と接続することが要件(要綱別表６ロ①)となっているが、本県
の西讃地域のように、鉄道はあっても地域間幹線バス系統がない地域において
は、十分な活用ができない状況にあるので、国庫補助対象であるバス路線の部
分に鉄道を含める等、地域の実状に合わせ柔軟に運用できるようにしていただ
きたい。
そうすることにより、市町におけるバス路線の確保維持費が年々増加する中で、
補助メニューの充実により住民の利便性の向上に資するバス路線の一層の充
実が図れる。
【利用環境改善促進等事業】
公共交通の利用環境改善の面では、Ｓｕｉｃａをはじめとした全国１０交通系ＩＣ
カードの相互利用が始まったが、県内の地方鉄道やバスに普及しているＩＣカー
ドとの間では、相互利用ができない状況にある。ＩＣカードの共通化を図るために
も本制度の活用を図りたいが、補助対象となるＩＣカードシステムは新規に導入さ
れるものに限定されており活用ができない。また、導入済みのＩＣカードは、普及
促進や利用対象の拡充についても制度の利用ができない状況にある。(要綱別
表21（鉄道）)そのため、「ICカードシステム導入その他・・・」の部分をICカードシス
テムの導入や高度化（共通化）に要する経費その他・・・」等に変更していただき
たい。
そうすることにより、カード利用の普及促進により地域における人の移動の円滑
化が図られ、公共交通の利用の増加に資するものと考える。

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表６
ロ①、別表21

国土交通省 香川県
D　現行規定
により対応可

能

【利用環境改善促進等補助】
　鉄軌道事業者におけるＩＣカードシステムの導入は、利用者利便の向
上に資するものと考えている。このため、「地域公共交通確保維持改善
事業（利用環境の改善）」により、鉄軌道事業者が実施するＩＣカードシス
テムの導入に対して支援を行っている。
　加えて、ＩＣカードシステムの相互利用化・片利用化についても、「ＩＣ
カードシステム導入その他ＩＴシステム等の高度化・・・」（要綱別表２１（鉄
道））により、補助対象としているところ。
　引き続き、この制度を活用して支援して参りたい。

435

地域公共交通確保維
持改善事業（国庫補
助）関係の補助要件の
緩和

地域公共交通確保維持改
善事業費補助金交付要綱
における補助要件「計画運
行回数３回以上」及び「１日
あたりの輸送量15～150人」
について、下限の３回及び
15人を撤廃するよう提案す
る。

【提案概要】
平成14年2月に施行された改正道路運送法により、路線バス事業の参入・退出
規制が廃止されたことから、利用者の少ない、いわゆる過疎地域等において
は、交通事業者により採算が見込めないことを理由とした路線バスの減便・撤退
が繰り返されており、地域住民の重要な生活交通手段が危機にさらされている
状況である。
　一方で国の補助制度、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱に
おいては、人口が少なく採算を取るのが難しい過疎地域の広域的・幹線的路線
バスについて、要件を満たすことができず補助対象外となっている。本市でも、
過疎地自家用有償運送の実施例があり、また新たな取り組みに向けた検討も
行っているが、ＮＰＯなどの主体による持続的な実施が困難な場合も多く、路線
バスの維持の社会的使命は依然として非常に大きい。周辺市も含めた生活圏
の維持・活性化のためにも、国レベルでより細やかな施策を展開することが必要
不可欠と考える。
　そこで、補助要件「計画運行回数３回以上」及び「１日あたりの輸送量15～150
人」については、昨今、全国的に過疎化ないし過疎地域における高齢化が急速
に進んでいる社会情勢の変化もふまえ、地域の実情に合わせた補助制度とする
ため、下限の３回及び15人を撤廃するよう要件の見直しを求める。
【支障事例】
　別紙のとおり

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表４
のニ、ホ

国土交通省 神戸市 C　対応不可

交通政策審議会地域公共交通部会においては、今般の地域公共交通
活性化・再生法の改正と合わせ、地域が真に必要としている輸送サービ
スの維持を図る観点から、補助制度についても重点化を行う方向性が
示されているところ、一律に補助対象基準を緩和することは不適当であ
る。また、膨大な予算を必要とすることからも、要件の緩和は実現困難
である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

343-2

地域公共交通確保維
持改善事業における補
助要件の緩和や弾力
的な運用

地域公共交通確保維持改
善事業について、地域の実
情に応じた柔軟な活用が可
能となるよう、地域内フィー
ダー系統補助の補助対象
路線及び利用環境改善促
進等事業の補助要件につ
いて、緩和や弾力的な運用
を図ること。

435

地域公共交通確保維
持改善事業（国庫補
助）関係の補助要件の
緩和

地域公共交通確保維持改
善事業費補助金交付要綱
における補助要件「計画運
行回数３回以上」及び「１日
あたりの輸送量15～150人」
について、下限の３回及び
15人を撤廃するよう提案す
る。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

所管（府）省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。

地域公共交通活性化・再生法の改正による、新たな補助制度や具体的な手続き
の進め方などが示されていない。
地域住民の重要な生活交通手段が危機にさらされている状況であり、既存制度
の要件緩和をお願いしたい。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

842-1
地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
の補助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上
を10人/日以上に緩和す
る。
【地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎
地域や振興山村での運行と
いう要件に加え、地域の実
情を踏まえた基準（高齢化
率概ね50％超等）を加え
る。
・市町毎に人口等を基準に
国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補
助金】
・車両購入費補助につい
て、現行の５ヶ年の減価償
却費補助から、従前の購入
時一括補助とする。

　本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以
上）を満たさない路線がほとんどであることから、四国ブロックの実情（１０人/日
以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
　山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌
道駅などで幹線交通に接続して乗り継ぎすることのできる系統）の役割を担う路
線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の要件では、採択されない路
線があり、また市町毎に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいもの
となっている。
　車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時に
は多額の経費が一括で必要となるにもかかわらず、その経費に係る補助は、５
年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表４
のホ、別表６のロ②
（1）（及びニ）、表７
の５、別表８

国土交通省 愛媛県 C　対応不可

【地域間幹線系統確保維持費国庫補助金】
交通政策審議会地域公共交通部会においては、今般の地域公共交通
活性化・再生法の改正と合わせ、地域が真に必要としている輸送サービ
スの維持を図る観点から、補助制度についても重点化を行う方向性が
示されているところ、一律に補助対象基準を緩和することや国庫補助上
限額を見直すことは不適当である。また、膨大な予算を必要とすること
からも、要件の緩和は実現困難である。

842-2
地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
の補助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上
を10人/日以上に緩和す
る。
【地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎
地域や振興山村での運行と
いう要件に加え、地域の実
情を踏まえた基準（高齢化
率概ね50％超等）を加え
る。
・市町毎に人口等を基準に
国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補
助金】
・車両購入費補助につい
て、現行の５ヶ年の減価償
却費補助から、従前の購入
時一括補助とする。

　本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以
上）を満たさない路線がほとんどであることから、四国ブロックの実情（１０人/日
以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
　山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌
道駅などで幹線交通に接続して乗り継ぎすることのできる系統）の役割を担う路
線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の要件では、採択されない路
線があり、また市町毎に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいもの
となっている。
　車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時に
は多額の経費が一括で必要となるにもかかわらず、その経費に係る補助は、５
年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表４
のホ、別表６のロ②
（1）（及びニ）、表７
の５、別表８

国土交通省 愛媛県 C　対応不可

【地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金】
交通政策審議会地域公共交通部会においては、今般の地域公共交通
活性化・再生法の改正と合わせ、地域が真に必要としている輸送サービ
スの維持を図る観点から、補助制度についても重点化を行う方向性が
示されているところ、一律に補助対象基準を緩和することや国庫補助上
限額を見直すことは不適当である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

842-1
地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
の補助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上
を10人/日以上に緩和す
る。
【地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎
地域や振興山村での運行と
いう要件に加え、地域の実
情を踏まえた基準（高齢化
率概ね50％超等）を加え
る。
・市町毎に人口等を基準に
国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補
助金】
・車両購入費補助につい
て、現行の５ヶ年の減価償
却費補助から、従前の購入
時一括補助とする。

842-2
地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
の補助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上
を10人/日以上に緩和す
る。
【地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎
地域や振興山村での運行と
いう要件に加え、地域の実
情を踏まえた基準（高齢化
率概ね50％超等）を加え
る。
・市町毎に人口等を基準に
国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補
助金】
・車両購入費補助につい
て、現行の５ヶ年の減価償
却費補助から、従前の購入
時一括補助とする。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

平成23年度の国補助制度の抜本的な見直しにより、当該補助金は「生活
交通存続の危機に瀕している地域等において地域の特性・実情に最適な移
動手段を提供する」ことを目的としており、補助要件とされる事業計画の
策定にあたっては、地域の関係者による協議会での議論や住民意見も踏ま
えることとなっていることからも、事業計画に掲載した系統は、地域が確
保又は維持を真に必要としている系統である。

また、輸送量要件については、平成13年度制度改正時に、「15～150
人」になったものと認識しているが、以降10年以上が経過し、『第10回提
案募集検討専門部会 参考資料1 P1』にも記載のとおり、愛媛県の人口
は、「全国より20年早く減少に転じ」、高齢化も、「全国より早く」進行
するなど、地域公共交通を取り巻く社会的要因は変化（深刻化）している
にもかかわらず、要件については見直されておらず、結果、地域が必要と
しながらも、存続の危機に直面している複数の系統が維持できない状況と
なっている。

さらに、『第10回提案募集検討専門部会 参考資料1 P3』で示されてい
る地方負担に加え、これまで事業者が運行していた系統の再編・廃止等に
より、市町が自家用有償旅客運送や単独補助により代替交通を確保してい
ることが多く、地方の負担が大きくなっているのが実情である。
ついては、社会的要因や地域の実情を踏まえた補助要件とすることで、地
域が真に必要としている系統を維持できる制度としていただきたい。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。

「見直しが不適当」な理由として、「地域が真に必要としている」とあ
るが、平成23年度からの国補助制度により、当該補助金は「生活交通の存
続が危機に瀕している地域等において地域の特性・実情に最適な移動手段
を提供する」ことを目的としており、補助要件とされる事業計画の策定に
あたっては、地域の関係者による協議会での議論や住民意見も踏まえるこ
ととなっていることからも、事業計画に掲載した系統は、地域が確保又は
維持を真に必要としている系統である。

また、山村振興法指定地域が補助要件となっているが、昭和40年代以降
見直しがされてなく、指定地域よりもさらに高齢化が進行している地域の
系統が補助対象となっていないのが実情である。
ついては、現在の地域の実情を反映した補助要件とすることで、地域が真
に必要としている系統を維持できる制度としていただきたい。

また、補助上限額の設定については、路線の対象地域の人口を基に市町
村ごとに算定されたものであることから、各地域の運行形態等、地域の実
情を踏まえたものとしていただきたい。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

842-3
地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
の補助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上
を10人/日以上に緩和す
る。
【地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎
地域や振興山村での運行と
いう要件に加え、地域の実
情を踏まえた基準（高齢化
率概ね50％超等）を加え
る。
・市町毎に人口等を基準に
国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補
助金】
・車両購入費補助につい
て、現行の５ヶ年の減価償
却費補助から、従前の購入
時一括補助とする。

　本県の生活バス路線は、国庫補助制度の補助要件となる輸送量（１５人/日以
上）を満たさない路線がほとんどであることから、四国ブロックの実情（１０人/日
以上）に応じて輸送量要件の緩和が必要である。
　山間部が点在している市町では、複数のフィーダー系統（バスの停留所、鉄軌
道駅などで幹線交通に接続して乗り継ぎすることのできる系統）の役割を担う路
線があるが、現行の地域内フィーダー系統補助金の要件では、採択されない路
線があり、また市町毎に補助上限額が設定されるため、地方負担が大きいもの
となっている。
　車両の更新は、安全性や路線維持の観点からも必要であり、更新(購入)時に
は多額の経費が一括で必要となるにもかかわらず、その経費に係る補助は、５
年間に分割されたものとなっている。
（詳細は別紙のとおり）

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表４
のホ、別表６のロ②
（1）（及びニ）、表７
の５、別表８

国土交通省 愛媛県
D　現行規定
により対応可
能

【車両減価償却費等国庫補助金】
　車両購入費補助については、今年度より「公有民営」方式による支援
制度を導入しており、これにより、事業者の初期投資にかかる負担の軽
減を図っているところ。

879
バス路線の再編を促
進するための補助要件
の見直し

バス路線の再編に当たっ
て、路線を分割する場合、
国庫補助事業（地域公共交
通確保維持事業（地域間幹
線系統補助））の補助要件
を満たさなくなる場合がある
ため、こうしたケースに柔軟
に対応できるよう制度改正
を行う。

　広島都市圏においては、多くの路線バスが郊外から都心へ直通路線となって
いることから、都心では供給過剰となっている。その対応として、バス路線の途
中に乗継拠点を設けて、都心側を運行する基幹バスと郊外側を運行するフィー
ダー系統に分割し効率化を図る手法について、現在検討を行っている。
　検討に当たっては、地域公共交通確保維持事業：地域間幹線系統補助（複数
市町村にまたがることや１日当たりの輸送量が15人以上と見込まれることなどを
要件とする国庫補助）を受けている路線も対象としているが、分割によりフィー
ダー系統になった区間については、こうした補助の要件を満たさなくなる場合が
想定される。
　この結果、バス事業者や地方自治体の負担が大きくなり、こうしたことが支障と
なり再編が進まなくなる可能性がある。
　一方、国においては、本年５月、地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律を改正され、同法に基づく交通計画を自治体が策定した場合は、道路運送法
上の特例を受けることができるなど、路線等の再編を実現しやすくする制度が盛
り込まれた。こうした制度を有効に活用し、バス路線の再編等によりバス活性化
を図るため、同法に基づく交通計画を策定した場合は、その計画期間内におい
て、地域間幹線系統補助については、再編により輸送量の補助要件を満たさな
い場合においても、再編前と同様に補助対象として取り扱うこと、また、再編によ
り、既存系統の一部を地域内フィーダー系統に移行する場合は、新たに運行を
開始するものの補助要件を満たさなくなるが、補助対象として取り扱うことなどの
補助要件の緩和が必要である。

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱別表４
のホ、別表６の二①

国土交通省 広島市 C　対応不可

交通政策審議会地域公共交通部会においては、今般の地域公共交通
活性化・再生法の改正と合わせ、地域が真に必要としている輸送サービ
スの維持を図る観点から、補助制度についても重点化を行う方向性が
示されているところ、一律に補助対象基準を緩和することは不適当であ
る。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

842-3
地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
の補助要件の緩和

【地域間幹線系統確保維持
費国庫補助金】
・輸送量要件15人/日以上
を10人/日以上に緩和す
る。
【地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金】
・現行の法指定による過疎
地域や振興山村での運行と
いう要件に加え、地域の実
情を踏まえた基準（高齢化
率概ね50％超等）を加え
る。
・市町毎に人口等を基準に
国が算定する補助上限額を
引上げる。
【車両減価償却費等国庫補
助金】
・車両購入費補助につい
て、現行の５ヶ年の減価償
却費補助から、従前の購入
時一括補助とする。

879
バス路線の再編を促
進するための補助要件
の見直し

バス路線の再編に当たっ
て、路線を分割する場合、
国庫補助事業（地域公共交
通確保維持事業（地域間幹
線系統補助））の補助要件
を満たさなくなる場合がある
ため、こうしたケースに柔軟
に対応できるよう制度改正
を行う。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

地方公共団体が、物品を相当の対価を徴することなく貸与することに
は、地方自治法上の制約（地方自治法第237条）がある。また、実際の車
両購入に際し、各事業者においては、車体や色、デザイン、仕様（車内機
器を含む）等について、車両管理上の観点から購入先メーカーを同一と
し、部品交換やメンテナンスにおける効率化や費用削減を図っているのが
一般的であるが、一方で、地方公共団体（県及び市町）が車両を購入する
となると、車両購入業者、価格において公平性を保つ必要があり、事業者
のニーズと合わないこともあると考えられ、これらを踏まえると、公有民
営方式ではなく、事業者が直接、車両を購入する購入時一括補助方式とし
ていただきたい。

＜参考＞
地方自治法〔抜粋〕
第237条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並び
に基金をいう。
２ 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方
公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交
換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価
なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

車両購入費補助について、所管（府）省からの回答が
「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係に
ついて提案団体との間で十分確認を行うべきである。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。

　本市の提案は、地域公共交通活性化及び再生に関する法律に基づく地域公
共交通網形成計画等を策定したうえで、当該計画に基づき円滑にバス路線を再
編するために、再編により補助対象基準を満たさなくなった路線について、特例
的に再編前と同様に補助対象として取り扱うことなどの格別の措置を求めている
ものである。
　このため、一律に補助対象基準の緩和を求めているものではなく、国土交通省
の見解として示されている補助制度の重点化と方向を同じくするものと考えてい
る。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

地方からの提案があった事項については、平成２７年度予算編成の中で検討す
るとのことであったが、具体的にどのような補助要綱の改正を検討しているか。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

177

地域限定通訳案内士
の育成及び確保にか
かる事務の都道府県
への移譲

地域限定通訳案内士の要
件等を各都道府県知事が
定め、運用することができる
こととするため、「外国人観
光旅客の旅行の容易化等
の促進による国際観光の振
興に関する法律」について、
以下の点を修正する。
第４条　外客来訪促進計画
への位置づけを不要へ
第１１条　第２項　本法律で
定めるのではなく、各都道
府県の条例で定める
ウ　第１３条～第２１条　不
要（各都道府県条例による）
。

【制度改正の必要性】
ここ数年、境港への大型のクルーズ客船の寄港が相次いでいるが、寄港地での
通訳ガイド確保のニーズに応えられていない。また、鳥取の特色であるエコツー
リズムやスポーツツーリズム等をテーマとした観光の推進を図っているが、当該
分野に精通した通訳案内士の有資格者は存在せず、無償で県内観光団体や、
ボランティアガイドが対応している状況。このことが、本県の特色あるインバウン
ドの推進に当たり、ネックになっている。全国的にも、通訳案内士不足、またコス
ト高が要因で、無資格者が通訳案内業務を行っていることが常態化しているとも
聞く。現在、鳥取県を対象とした地域限定通訳案内士制度は存在しない。地域
限定通訳案内士制度は、過去に複数の自治体で実施されていたが、試験実施
等の事務量の割に受験者が集まらず、制度の休止が相次いでいると聞いてお
り、試験実施のコストが制度運営のネックとなっていると考えられる。また、通訳
案内士からのヒアリングによると、試験のレベルが非常に高く、試験の難易度が
通訳案内士の不足の一要因。
【期待される効果】
地域限定通訳案内士の人数が大幅に増加し、通訳ガイド不足が緩和されるとと
もに、地域の観光知識を豊富に有し、一定の外国語能力もある地域の人材を活
用し、地域独自の観光形態の推進を図ることができる。
【懸念の解消策】
外国語の能力については、外国語能力検定試験の一定水準を基準とすることで
担保し、観光情報の知識については、所定の研修を受けることで担保することを
想定。

外国人観光旅客の
旅行の容易化等の
促進による国際観
光の振興に関する
法律　第４条、第１１
条～２４条

国土交通省
（観光庁）

鳥取県、徳島
県

E　提案の実
現に向けて
対応を検討

  現行の通訳案内士制度においては、通訳案内士が国の魅力を適切か
つ正確に外国人に伝え、国の印象形成に大きな役割を果たすこと、日
本の文化や慣習等に不慣れな外国人を保護する必要があること等、良
質なガイドサービスの提供を確保する観点から国が関与しているもので
ある。
　地域限定通訳案内士についても、通訳ガイド制度の特例として、都道
府県知事による独自の試験の実施を認めるに当たっても、通訳ガイドの
育成及び確保に対して全般的な責任を有している国が、制度全体を管
理・運用する観点から、都道府県知事により定められる「外客来訪促進
計画」への同意という形で関与し、制度の統一性・一貫性を担保してい
るものである。
　一方、外国人観光客数の増加、そのニーズの多様化が急速に進んで
いる現在において、国際観光振興に熱心に取り組む地域が機動的かつ
柔軟に対応できるよう、平成23年度より、一定の区域内において、試験
を要せず、地方公共団体による研修の修了のみで通訳ガイドの資格を
付与する特例制度（総合特別区域法、中心市街地活性化法等において
規定される通訳案内士法の特例制度）を設け、順次拡大しているところ
あり、ご提案の内容については、本制度を活用することにより、実現する
ことが可能である。
　さらに、今秋の臨時国会に提出見込みである構造改革特別区域法の
一部改正法において同様の特例制度を措置することを予定しており、ご
提案の内容について、より実現可能となるようさらなる対応を検討してい
るところである。

390
社会保障・税番号制度
における個人番号利用
事務の拡大

行政手続における特定の個
人を識別するための番号の
利用等に関する法律第９条
第１項別表第１にマイナン
バーを活用できる事務が掲
げられているが、その別表
に記載されていない法律の
中にも、番号法別表第一に
記載されている法律と同様
の手続となるものがあること
から、それらの事務も対象と
するよう、別表への掲載を
求める。
（参考）
「特定優良賃貸住宅の供給
の促進に関する法律」（国交
省）に係る事務等

【改正の必要性】個人番号は、将来的には幅広い行政分野で利活用することも
念頭に置きつつ、まずは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野におい
て利用することとされており、番号法第９条第１項別表第一で個人番号を利用で
きる事務が列挙されている。これらの列挙された事務では、例えば、住民票や所
得証明など添付書類が提出不要となるが、現状では、別表第一に挙げられてい
ない社会保障等に関する法律で行われている事務で、同様に住民票や所得証
明など添付書類を求めている事務がある。例えば、「特定優良賃貸住宅の供給
の促進に関する法律」（国交省）に係る事務については、番号法別表第一項番１
９「公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務」と同様の添付書類を申請
者に求めることになっている。申請の根拠法の違いから添付書類の要・不要が
混じることは住民の混乱を招くため、このような事務について番号制度の対象事
務とすることを求める。

行政手続における
特定の個人を識別
するための番号の
利用等に関する法
律第９条第１項、第
１９条第７項

内閣官房、国
土交通省

九州地方知事
会

E　提案の実
現に向けて
対応を検討

　番号法では、個人番号の利用範囲について、社会保障制度、税制及
び災害対策に関する分野で利用することが規定されており、具体的に
は、番号法の別表第一において掲げられている事務等において個人番
号を利用することができるとされています（第９条）。また、特定個人情報
の提供を原則禁止とし、行政機関等が情報提供ネットワークシステムを
使用しての提供など、番号法に規定するものに限り情報提供を可能とし
ています（第１９条）。
　例示いただきました「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」
は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の
供給を促進するためのものであることから、当該法律に基づく事務が、
社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野に該当するか必ずしも
明確ではありませんが、個人番号の利用範囲の拡大については、番号
法附則第６条第１項において、番号法の施行後３年を目途として検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を
得つつ、所要の措置を講じる、とされており、適切に対応してまいりま
す。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

177

地域限定通訳案内士
の育成及び確保にか
かる事務の都道府県
への移譲

地域限定通訳案内士の要
件等を各都道府県知事が
定め、運用することができる
こととするため、「外国人観
光旅客の旅行の容易化等
の促進による国際観光の振
興に関する法律」について、
以下の点を修正する。
第４条　外客来訪促進計画
への位置づけを不要へ
第１１条　第２項　本法律で
定めるのではなく、各都道
府県の条例で定める
ウ　第１３条～第２１条　不
要（各都道府県条例による）
。

390
社会保障・税番号制度
における個人番号利用
事務の拡大

行政手続における特定の個
人を識別するための番号の
利用等に関する法律第９条
第１項別表第１にマイナン
バーを活用できる事務が掲
げられているが、その別表
に記載されていない法律の
中にも、番号法別表第一に
記載されている法律と同様
の手続となるものがあること
から、それらの事務も対象と
するよう、別表への掲載を
求める。
（参考）
「特定優良賃貸住宅の供給
の促進に関する法律」（国交
省）に係る事務等

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　構造改革特別区域制度において、地方公共団体の研修の終了のみで通訳ガ
イドの資格を付与する特例制度が速やかに措置されることを望むとともに、本県
提案の実現についても引き続き検討されたい。

・地域限定通訳案内士に係る欠格事由、試験、試験の
方法及び内容、試験事務の代行、指定試験機関の役員
の選任及び解任、指定試験機関の事業計画等、指定試
験機関の監督命令、指定試験機関の報告及び立入検
査、並びに試験の細目については、廃止する、条例への
委任を許容する、又は条例による補正を許容するべきで
ある。それ以外についても、提案団体の提案の実現に
向けて積極的に検討するべきである。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　現在検討中の通訳案内士に関する特例制度においては、国土交通省の実
質的な審査事項は、自治体が適正に研修ができるかの１点のみとなるということ
か。
○　既に総合特区等においては、研修のみで外国人への有償ガイドが可能であ
るが、今後、どういった懸念が解消されれば、特例制度の全国展開が可能と考
えているか。

　　「番号法の施行後３年を目途として検討」とご回答を頂きましたが、施行後３
年は平成３０年１０月が目途となると理解しています。一方で、内閣官房の想定
スケジュールでは、住民の添付書類削減を実現する情報提供ネットワークを使
用した個人情報の提供は、平成２９年１月より国の機関間の連携から開始し、平
成２９年７月を目途に地方公共団体等との連携についても開始するとされていま
す。
　本提案は、根拠法は違うものの、現在、同様に行われている手続が、番号法
施行後に扱いが異なってしまうこと、申請者の混乱が予想されることを未然に防
ぎたいとの考えです。情報提供ネットワークの地方公共団体等との連携開始時
点（２９年７月）において、手続の違いが生じないようご検討をいただきたいです。
　今回、このような事務の一つとして、特定優良賃貸住宅に関する事務がありま
す。特定優良賃貸住宅は、現在マイナンバーの利用範囲に含まれている公営住
宅と同じく社会保障分野に含まれると考えています。必要となる資料も同一であ
ることを考慮すれば、一方の事務にマイナンバーの利用が可能であり、一方が
不可であることは、住民の混乱を招くことにつながり、「国民の利便性向上」を掲
げるマイナンバー制度の目的に反するのではないかとも考えます。これを踏ま
え、ぜひ特定優良賃貸住宅に関する事務を番号法へ追加することをご検討いた
だきたいです。
（参考）
　「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」は中堅所得者層を対象とす
ることから、同法に基づく事務は、社会保障制度、税制及び災害対策に関する
分野に該当するか必ずしも明確ではないとされていますが、既に番号法別表に
記載のある「高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の
支給に関する事務」は、対象者の所得の上限が特定優良賃貸住宅の所得の上
限を上回っていることから、番号法にいう社会保障制度は、中堅所得者層を対
象とする事務を排除する趣旨ではないと考えております。

法施行後３年を目途として検討される個人番号の利用
範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用などの
危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間に
おける利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産登記
などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進める
べきである。

【全国市長会】
国民が混乱することのないように、類似の事務へ拡大す
るなど、検討委状況等の情報を公開しながら、利用範囲
の拡大について検討を行うこと。

○　番号法施行後３年となる平成30年度を目途として番号法の利用範囲拡大を
検討すると法律に規定されている一方、ヒアリングではその検討の前倒しもあり
得るとのことであった。今回提案のあった特定優良賃貸住宅に係る事務を別表
に位置づけることについて早期実現の方向で、法改正の手法や時期も含めて検
討いただきたい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

828
国土形成計画法に基
づく広域地方計画の策
定権限の移譲

国土形成計画法に基づく広
域地方計画の策定権限に
ついて、関西広域連合のよ
うな府県域を越える広域行
政組織への移譲を求める。
また、権限の移譲がなされ
るまでの当面の措置とし
て、広域地方計画協議会へ
の参画等を通じてその意見
が反映されることを併せて
求める。

　現在は、個別に広域地方計画協議会に参画している構成府県・政令市の意見
を踏まえ計画が策定されているが、その意見は地方において広域的に意見調
整されたものではなく、必ずしも地方の側にとって地域ニーズを十分に反映でき
るしくみとはなっていない。関西広域連合であれば、既に防災、観光・文化振興、
産業振興、医療、環境保全などの広域事務や関西全体の利害調整を図るため
の取組を推進していることから、構成府県・政令市と密接に連携しながら、また、
市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞きながら計画策定に取り組むこと
ができ、関西地域内で意見調整され、地域の実情を踏まえた広域地方計画の策
定が可能である。
　地方分権の観点から、府県域を越える広域行政組織において地方自らが地域
間の意見調整等を積極的に行い、主体的に企画・立案することで、市町村や関
係団体等の意見も踏まえ、住民目線にたった地域ニーズを反映した広域的なプ
ロジェクトの効率的・効果的な実施が可能となる。

国土形成計画法第９
条（広域地方計画）、
第10条（広域地方計
画協議会）

国土交通省 兵庫県 C　対応不可

国土形成計画法に基づく広域地方計画は、全国的な視点から広域ブ
ロック全体の自立的成長に向けた長期的な展望を示し、国内外の連携
確保や当該広域地方計画の区域外にわたる施策も含めた総合的かつ
戦略的な施策を盛り込んだ計画であり、国が責任を持って策定・推進し
ていく必要がある。
広域連合は、地方自治法に基づき、広域連合を構成する地方公共団体
の事務の一部について、処理することが認められているものであり、全
国的な視点からの総合的な計画である広域地方計画の策定権限を国
土交通大臣から広域連合に移譲するのは適切でない。
なお、広域地方計画の策定にあたっては、地方公共団体の意向を反映
させるため、　あらかじめ国の地方行政機関、関係地方公共団体等によ
り構成される広域地方計画協議会における協議を経た上で、国土交通
大臣が決定することとされており、広域地方計画協議会は、必要がある
と認めるときは、協議により、広域地方計画の実施に密接な関係を有す
る者を加えることができるとされている。
また、平成22年7月15日に全国知事会によってとりまとめられた「国の出
先機関の原則廃止に向けて」において、広域地方計画に係る事務・権限
が、地方移管する事務とされていたが、その後実施された事務・権限仕
分け（自己仕分け）において、「Ｃ　国に残すもの」と整理し、同年12月28
日に閣議決定された「アクション・プラン　～出先機関の原則廃止に向け
て～」において、事務・権限の移譲を進める対象とはされなかったところ
であり、政府として整理済みで、その後の状況変化は認められない。

60
国土形成計画法に基
づく広域地方計画の策
定権限の移譲

国土形成計画法に基づく広
域地方計画の策定権限に
ついて、関西広域連合のよ
うな府県域を越える広域行
政組織への移譲を求める。
また、権限の移譲がなされ
るまでの当面の措置とし
て、広域地方計画協議会へ
の参画等を通じてその意見
が反映されることを併せて
求める。

　現在は、個別に広域地方計画協議会に参画している構成府県・政令市の意見
を踏まえ計画が策定されているが、その意見は地方において広域的に意見調
整されたものではなく、必ずしも地方の側にとって地域ニーズを十分に反映でき
るしくみとはなっていない。関西広域連合であれば、既に防災、観光・文化振興、
産業振興、医療、環境保全などの広域事務や関西全体の利害調整を図るため
の取組を推進していることから、構成府県・政令市と密接に連携しながら、また、
市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞きながら計画策定に取り組むこと
ができ、関西地域内で意見調整され、地域の実情を踏まえた広域地方計画の策
定が可能である。
  地方分権の観点から、府県域を越える広域行政組織において地方自らが地域
間の意見調整等を積極的に行い、主体的に企画・立案することで、市町村や関
係団体等の意見も踏まえ、住民目線にたった地域ニーズを反映した広域的なプ
ロジェクトの効率的・効果的な実施が可能となる。

国土形成計画法第９
条（広域地方計画）、
第10条（広域地方計
画協議会）

国土交通省 関西広域連合 C　対応不可

国土形成計画法に基づく広域地方計画は、全国的な視点から広域ブ
ロック全体の自立的成長に向けた長期的な展望を示し、国内外の連携
確保や当該広域地方計画の区域外にわたる施策も含めた総合的かつ
戦略的な施策を盛り込んだ計画であり、国が責任を持って策定・推進し
ていく必要がある。
広域連合は、地方自治法に基づき、広域連合を構成する地方公共団体
の事務の一部について、処理することが認められているものであり、全
国的な視点からの総合的な計画である広域地方計画の策定権限を国
土交通大臣から広域連合に移譲するのは適切でない。
なお、広域地方計画の策定にあたっては、地方公共団体の意向を反映
させるため、　あらかじめ国の地方行政機関、関係地方公共団体等によ
り構成される広域地方計画協議会における協議を経た上で、国土交通
大臣が決定することとされており、広域地方計画協議会は、必要がある
と認めるときは、協議により、広域地方計画の実施に密接な関係を有す
る者を加えることができるとされている。
また、平成22年7月15日に全国知事会によってとりまとめられた「国の出
先機関の原則廃止に向けて」において、広域地方計画に係る事務・権限
が、地方移管する事務とされていたが、その後実施された事務・権限仕
分け（自己仕分け）において、「Ｃ　国に残すもの」と整理し、同年12月28
日に閣議決定された「アクション・プラン　～出先機関の原則廃止に向け
て～」において、事務・権限の移譲を進める対象とはされなかったところ
であり、政府として整理済みで、その後の状況変化は認められない。

33/208



管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

828
国土形成計画法に基
づく広域地方計画の策
定権限の移譲

国土形成計画法に基づく広
域地方計画の策定権限に
ついて、関西広域連合のよ
うな府県域を越える広域行
政組織への移譲を求める。
また、権限の移譲がなされ
るまでの当面の措置とし
て、広域地方計画協議会へ
の参画等を通じてその意見
が反映されることを併せて
求める。

60
国土形成計画法に基
づく広域地方計画の策
定権限の移譲

国土形成計画法に基づく広
域地方計画の策定権限に
ついて、関西広域連合のよ
うな府県域を越える広域行
政組織への移譲を求める。
また、権限の移譲がなされ
るまでの当面の措置とし
て、広域地方計画協議会へ
の参画等を通じてその意見
が反映されることを併せて
求める。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

・社会的インフラ整備はもとより、社会構造、産業、文化、医療、福祉、自然環境
など、ブロックの実情や地域の状況を熟知し、府県間調整が可能な広域連合が
策定すべきである。

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式
や社会実験による検討を求める。

【全国市長会】
権限移譲に向けた検討に当たっては、関係市町村の意
見にも十分に配慮する必要がある。

　国土交通省の回答では、広域地方計画は全国的な視点から国が責任を持っ
て策定・推進することが必要とのことだが、関西広域連合が主導してブロック単
位の広域地方計画を策定することは国土形成計画法のねらいの一つである「分
権型の計画づくり」に合致しており、地方分権を推進する観点から、広域連合こ
そが広域地方計画の策定主体としてふさわしい。
　現在、関西圏では、広域連合が、防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環
境保全など総合的な広域行政課題に対応した取組を進めるとともに、広域にわ
たる行政の推進に係る基本的な政策の企画及び調整事務の一環として、関西
圏全体を見据えた将来展望の研究を始めるなど、広域地方計画の策定を担い
得る実績を積み重ねている。
　なお、広域地方計画は全国計画を基本として定める（同法第9条第2項）とされ
ているが、関西広域連合主導であっても国の定める全国計画との整合性を十分
に図った上で、圏域内の市町村や住民の声を丁寧に聴くことにより地域の視点
を踏まえた計画策定を行うことができる。
　また、国や他圏域との関係については、広域地方計画協議会には国の関係各
地方行政機関や隣接県なども参画することから、それらと密接に連携・調整を図
ることによ　り、その意見を十分に尊重し、計画策定することは可能である。
　さらに、権限移譲までの当面の措置として、近畿圏広域地方計画協議会メン
バーであった関西広域機構（平成23年9月30日解散）の後継団体であり、広域計
画の実施に密接な関係を有する者である広域連合が近畿圏広域地方計画協議
会へ参画し、意見を反映できるようにすべきである。
　なお、「アクション・プラン」は国出先機関の原則廃止に向けての整理であり、本
省権限である広域地方計画の策定権限について具体的に言及されているわけ
ではないので、整理済みとは言えないのではないか。

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式
や社会実験による検討を求める。

【全国市長会】
権限移譲に向けた検討に当たっては、関係市町村の意
見にも十分に配慮する必要がある。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

112
都市計画法施行令及
び都市計画運用指針
の改正

下水道に関する排水区域、
管渠を都市計画に定める事
項から削除すべきである。

都市の排水処理については公共下水道，農業集落排水，浄化槽，潅漑排水，
準用河川などの手法があるが，都市計画に位置付けているのは下水道法で位
置付けられる下水道だけであり，都市内の排水処理の全てを都市計画では網羅
していない。
現行制度は，高度成長期に都市計画の観点で下水道の整備促進を図る目的で
位置付けられているが，都市の成熟化や人口減少の時代となった現在，当初の
都市計画的観点が希薄となっており，近年行われている手続きは，家1件の建
築に伴う区域の追加や，区画整理により市街化編入した区域の追加など，都市
計画的議論の余地がないものがほとんどである。
また，都市計画図の中に下水道の排水区域を図示しないため，一般の方が都
市計画決定された下水道の排水区域を見るためには，都市計画案を縦覧する
か，都市計画決定図書の原議を開示請求するしかない。
下水道の管渠は下水排除面積1,000ha以上のものについて決定することとなっ
ているが，どのようなルートで下水が流れるかを示した図に過ぎず，
地下鉄の決定のように平面位置や縦断高さを決定して他の構造物に対して制
限を掛けるようなものではない。また，管渠は一般的に道路下に占用するため，
土地収用の必要も生じない
下水道の都市計画決定については，土地収用の観点や都市計画的な観点から
市民にとって迷惑施設となる可能性がある処理場，ポンプ場などの施設の位置
に限定し，排水区域及び管渠の項目を削除すべきである。

都市計画法施行令
第6条第1項第6号
都市計画運用指針
C．C-1.(1)

国土交通省 仙台市
D　現行規定
により対応可
能

下水道に関する都市計画に定める事項のうち、排水区域については、
定めるよう努めるものとされており、また、主要な管渠については、運用
指針において定めることが望ましいとされているのみであることから、都
市計画に定める下水道の位置及び区域について、当該都市計画の内
容、地域の実情等を踏まえて排水区域及び主要な管渠を定めずに都市
計画を定めることは可能。

113 都市計画法の改正

都道府県知事の認可
が必要となる都市計画
事業から下水道を削除
すべきである。

現行制度は，高度成長期に都市計画の観点で下水道の整備促進を図る目的で
位置付けられているが，都市の成熟化や人口減少の時代となった現在，当初の
都市計画的観点が希薄となっており，都市計画的議論の余地がないものがほと
んどであり，都市計画道路や都市公園のように都市計画事業として整備を行う
必要がある事業とは異なり，下水道事業は下水道法で整備計画が担保されて
いることから，都市計画事業認可取得手続き自体が事務的な負担となってい
る。

都市計画法第59条
第1項

国土交通省 仙台市
D　現行規定
により対応可
能

都市計画事業を施行する場合は、都道府県知事の認可又は国土交通
大臣の認可若しくは承認を受けて行う必要があるが、都市計画決定され
たすべての都市施設について都市計画事業として施行することを義務
付けているものではなく、都市計画事業の手続によらずに整備すること
は可能。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

112
都市計画法施行令及
び都市計画運用指針
の改正

下水道に関する排水区域、
管渠を都市計画に定める事
項から削除すべきである。

113 都市計画法の改正

都道府県知事の認可
が必要となる都市計画
事業から下水道を削除
すべきである。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

―

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

下水道事業は都市計画事業の適用除外とするべきであ
る。ただし、下水道法の整備計画の策定にあたり、都市
計画との整合性が担保されるよう制度設計を行うべきで
ある。なお、所管省からの回答が「現行規定により対応
可能」となっているが、事実関係について提案団体との
間で十分確認を行うべきである。

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事務負担を軽減する観点から事実関係
について提案団体との間で十分確認を行うべきである。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

254
市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
追加

市街化調整区域の開発基
準である都市計画法第34条
に、「市街化調整区域にお
いて、法に基づく許可を受
けて建築された後、一定期
間適正に利用された土地等
を利活用する開発行為で、
工場等の用に供する用途で
周辺環境における市街化を
促進するおそれがないと認
められるもの」の要件追加。

【制度改正の必要性】
市街化調整区域においてかつて住宅・商業目的などで開発許可を受けた土地・
建築物を工場として用途転用することは都市計画法第34条に定められた許可基
準に該当せず原則許可されない状況となっている。
市街化調整区域は原則開発が抑制されるべき区域であるが、人口減少が著し
く、産業が停滞している状況にある本市においては、広大な敷地を有し、建築に
併せて各種インフラも整備されている当該土地・既存建築物が、企業の受け皿と
して有効活用され、地域産業の活性化、雇用の確保につながっていくことが望ま
しいと考えている。
これらの既存建築物の未活用は空き家や廃墟の増加につながり、周辺環境や
治安の悪化の原因ともなる。また、既存建築物や開発許可を受けた土地の有効
活用は、既存集落や生産活動等を維持するための貴重なストックとしての役割
を果たすだけでなく、市街化調整区域における農地転用の伴う開発行為の抑制
につながることも期待されることから、周辺環境に影響を及ぼさない、一定期間
適正に利用された土地であることなど、一定の要件に合致した場合は既存建築
物の工場への用途変更への制限を緩和できるよう、法律への明文化についてご
配意いただきたい。
【現行制度で対応困難な理由】
都市計画法第34条10号については、一定（概ね1ｈａ以上等）の広がりを持たな
い特定の土地・建築物を対象に地区計画を定めることは困難であること、同法
同条14号については、「開発審査会を設置するのは都道府県及び指定都市等
（中核市、特例市）とされており、いずれにも該当しない高岡市は開発審査会を
設置することができないこと」から現行制度での対応が困難である。

【都市計画法】・第34
条第1項第1号～14
号
【開発許可制度運用
方針】・Ⅲ-13

国土交通省 高岡市
D　現行規定
により対応可
能

都市計画法第34条においては、市街化調整区域は市街化を抑制すべ
き区域とされている一方、区域によっては、計画的で良好な開発行為、
既存コミュニティの維持、社会経済情勢の変化への対応といった事項を
勘案して必要と認められる開発行為で、さらなる市街化を促進するおそ
れがないと認められるものを類型化して定めているところ。
現行制度においても、都市計画法第34条第14号に基づき都道府県が開
発審査会の議を経ることによって、地域の実情等に応じた開発許可を行
うことが可能であるから、都道府県と調整いただきたい。

344

市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
緩和（公共施設跡地利
用）

市街化調整区域は市街化
を抑制する区域であり、市
街化調整区域において行う
ことの出来る開発行為は制
限されている。
合併した自治体が持つ公共
施設においては統廃合等の
検討を行っている自治体も
多く、また、本市において
は、市街化調整区域にも多
くの公共施設が建築されい
る。
しかし、公共施設において
は開発許可不要として建築
された施設が数多く存在し、
市街化調整区域内で見直さ
れた施設においては多くの
制限があり有効利用が困難
な状況であるため、公共施
設跡地の有効利用に関して
制限等の緩和をお願いした
い。

【制度改正の必要性】
本市は平成18年2月27日に旧合志町と旧西合志町が市町村合併し誕生したが、
合併前にそれぞれで、整備した庁舎、文化施設、体育施設等、多様な用途の重
複する公共施設が多く存在する。
公共施設の維持管理に要する費用負担は、今後の財政運営における大きな課
題の一つであり、将来的な、社会情勢やニーズの変化によっては、統廃合等の
措置が必要となる。
しかし、現在、本市面積の約9割を占める市街化調整区域内に立地する公共施
設については、都市計画法第34条の規定により開発が制限されることから、現
在の要件では、民間事業者へ売買などを行う際に支障があり多くの土地が市の
遊休財産となることが想定されるため。
【都市計画法第３４条の改正（案）】
「ただし、普通地方公共団体が相当期間保有し適切に維持管理された公共施設
等の跡地利用については、地域の振興と活性化に寄与し周辺の市街化を促進
しない行為である場合にあってはこの限りではない。」

都市計画法　第３４
条

国土交通省 合志市
D　現行規定
により対応可
能

都市計画法第34条においては、市街化調整区域は市街化を抑制すべ
き区域とされている一方、区域によっては、計画的で良好な開発行為、
既存コミュニティの維持、社会経済情勢の変化への対応といった事項を
勘案して必要と認められる開発行為で、さらなる市街化を促進するおそ
れがないと認められるものを類型化して定めているところ。
現行制度においても、都市計画法第34条第11号、第12号に基づき都道
府県が条例で定めることによって、又は、同条第14号に基づき都道府県
が開発審査会の議を経ることによって、地域の実情等に応じた開発許
可を行うことが可能であるから、都道府県と調整いただきたい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

254
市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
追加

市街化調整区域の開発基
準である都市計画法第34条
に、「市街化調整区域にお
いて、法に基づく許可を受
けて建築された後、一定期
間適正に利用された土地等
を利活用する開発行為で、
工場等の用に供する用途で
周辺環境における市街化を
促進するおそれがないと認
められるもの」の要件追加。

344

市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
緩和（公共施設跡地利
用）

市街化調整区域は市街化
を抑制する区域であり、市
街化調整区域において行う
ことの出来る開発行為は制
限されている。
合併した自治体が持つ公共
施設においては統廃合等の
検討を行っている自治体も
多く、また、本市において
は、市街化調整区域にも多
くの公共施設が建築されい
る。
しかし、公共施設において
は開発許可不要として建築
された施設が数多く存在し、
市街化調整区域内で見直さ
れた施設においては多くの
制限があり有効利用が困難
な状況であるため、公共施
設跡地の有効利用に関して
制限等の緩和をお願いした
い。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

・ご指摘のとおり、現行制度においても、都道府県が開発審査会の議を経ることによっ
て、都市計画法第34条第1号から第13号に該当しない市街化調整区域の開発行為を
許可することが可能である。しかしながら、開発審査会の設置単位は都道府県及び指
定都市等であり、土地利用の実際の当事者である市とは異なる。このため、都道府県
と市の協議、連絡調整や審査会の手続き等に時間を要し、工場立地等に係る事案の
場合、市の総合的なまちづくりの視点からのスピード感を持った判断がつきにくくなって
いる状況である。
　
・市内に立地する企業に事業拡張等のニーズがある場合に、立地の見通しを検討する
必要があることも想定されるが、本提案の主たる目的は、今後の人口減少社会に対応
したコンパクトなまちづくりの方向性や先述のような企業のニーズを踏まえ、市街化調
整区域においてかつて住宅・商業目的などで開発許可を受けた土地・建築物を工場と
して用途転用し、企業立地の受け皿として活用することにより、市内企業の市外流出を
防いだり、新たな企業誘致につなげていくことにある。

・以上の点から、これらの事案を個々に県と調整するよりも、今後、地方がコンパクトな
まちづくりを進めながらも、必要な企業立地を行っていくことに対応した、より柔軟な開
発許可の制度運用を可能とする基準が全国的なものとして法令上担保されることが、
地域の実情に応じたまちづくりをスピード感を持って進めることに資すると考える。
　よって、法定基準の緩和、あるいは現行規定での対応がより円滑に進むよう、開発許
可制度運用指針での例示化について、検討いただきたい。

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

345

市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
緩和（市町村の財政的
自立に資する開発）

市街化調整区域は市街化
を抑制する区域であり、市
街化調整区域において行う
ことの出来る開発行為は制
限されていることから、地方
自治体による創造的なまち
づくりに支障を来している。
そのため、市街化調整区域
内の開発要件について、一
部規制緩和を行うことによ
り、土地利用についての自
由度を高め、新たな雇用の
場の創出による、地域経済
の活性化を図りたい。

【制度改正の必要性】
本市は、政令市である熊本市に隣接しており、都市計画法上の熊本都市計画区
域内に位置している。
市域の約９割は市街化が抑制されている市街化調整区域であることから、市南
部の熊本市に隣接する約１割の市街化区域に人口が集中し、地域バランスを欠
く状況。また、人口については、年々増加している状況であるが、個人市民税等
の税収増加は緩やかであり、一部地域に集中した人口増加に対応するための、
道路、上下水道、学校、保育所等のインフラ整備に必要な財源の確保が喫緊の
課題となっている。
そのため、本市では、企業誘致、６次産業化の促進、産学金官連携促進等、新
たな雇用創出による市財政基盤強化への様々な取り組みを行っている。
しかし、本市の市街化区域においては余剰地が殆ど無く、約９割を占める、市街
化調整区域内においては、開発行為が制限されることから、新たな企業誘致に
伴う事務所・工場の設置や６次産業化に必要な農産物の加工場の設置等につ
いて土地利用の観点で支障を来している。
そのため、都市計画法第３４条による市街化調整区域内の開発許可要件を一部
緩和し、各自治体の創意工夫によるまちづくりを促進すべきと考える。
【都市計画法第３４条の改正（案）】
  新たな要件見直しとして「市町村の財政的自立に資する、開発であり、かつ、
周辺地域における市街化を促進する恐れがなく、市町村長と都道府県知事が協
議のうえ認めたもの」について市街化調整区域内の開発を認めるものとする。

都市計画法　第３４
条

国土交通省 合志市
D　現行規定
により対応可
能

現行制度においても、都市計画法第34条第11号、第12号に基づき都道
府県が条例で定めることによって、又は、同条第14号に基づき都道府県
が開発審査会の議を経ることによって、地域の実情等に応じた開発許
可を行うことが可能であるから、都道府県と調整いただきたい。

709
市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
追加

都市計画法第34条に定め
る開発許可の基準におい
て、市町村が任意事業とし
て実施する障害者の地域生
活支援事業の用に供する施
設を追加する。

【制度改正の必要性】
市街化調整区域内においては、都市計画法第34条第１号及び同法施行令第21
条第26号ロの規定により、社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業に係る施
設については、開発行為が認められているが、障害者総合支援法第77条に基
づき、市町村が任意事業として実施する障害者の地域生活支援事業に係る施
設は原則開発行為が認められていない。日中一時支援サービスなど、利用でき
る事業所が不足しており、障害者が住み慣れた地域で身近な場所で障害福祉
サービスを提供してもらうための障害者の特性に応じた適切な対応施策の実施
が求められていることも踏まえ、市街化調整区域内においても当該事業に係る
施設の建築を行いやすくし、日中一時支援などのサービスができるようにした
い。

【現行制度で対応困難な理由】
都市計画法第34条第14号（開発審査会）において、愛知県開発審査基準におい
て定められていないため、対応が困難です。

都市計画法第34条、
同法施行令第21条

国土交通省 安城市
D　現行規定
により対応可
能

都市計画法第34条第１号においては、市街化調整区域は市街化を抑制
すべき区域とされている一方、区域によっては、計画的で良好な開発行
為、既存コミュニティの維持、社会経済情勢の変化への対応といった事
項を勘案して必要と認められる開発行為で、さらなる市街化を促進する
おそれがないと認められるもののうち、各個別法に基づき一定の公益性
を付与されている公益公共施設を類型化して定めているところ。
現行制度においても、都市計画法第34条第14号に基づき都道府県が開
発審査会の議を経ることによって、地域の実情等に応じた開発許可を行
うことが可能であるから、都道府県と調整いただきたい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

345

市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
緩和（市町村の財政的
自立に資する開発）

市街化調整区域は市街化
を抑制する区域であり、市
街化調整区域において行う
ことの出来る開発行為は制
限されていることから、地方
自治体による創造的なまち
づくりに支障を来している。
そのため、市街化調整区域
内の開発要件について、一
部規制緩和を行うことによ
り、土地利用についての自
由度を高め、新たな雇用の
場の創出による、地域経済
の活性化を図りたい。

709
市街化調整区域にお
ける開発許可基準の
追加

都市計画法第34条に定め
る開発許可の基準におい
て、市町村が任意事業とし
て実施する障害者の地域生
活支援事業の用に供する施
設を追加する。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

714
区域区分の決定（変
更）に係る要件の緩和

「都市計画運用指針」で示し
ている市街化区域の要件に
関して、「特殊な事情によ
り、市町村土地利用施策が
制度面から支障が生じてい
るなどの市町村の場合は、
その市町村の土地利用構
想に基づき市街化を図るべ
き区域」とするなど考えられ
る。

【町都市計画の経緯】
本町は、S39年に新産業都市建設促進法の指定がされ、国・県主導の新潟東港
開発を機にS39年都市計画指定、S45年に近隣市町村と新潟都市計画区域とし
て線引きされた。結果、政策的な必要性に迫られたものといえ、大部分を占める
地域は市街化調整区域となった。
【支障事例】
現在、町都市計画マスタープランに基づき、個性豊かで特色ある独自のまちづく
りを進めているが、実現化にあたっては区域区分規制で困難となっている。例と
して、S52年の役場庁舎移転や町制施行を機に、役場周辺地区に公共施設を整
備し、地区を「中心市街地促進エリア」とし住環境整備促進しているが、市街化
調整区域により円滑な促進が抑制されている。新潟都市計画区域は、3市町構
成で、区域区分変更は単独市町ではできず、また、区域区分の考え方は、都市
計画法第7条に関連して都市計画運用指針に示されているが、市街化区域編入
は確固たる整備の担保性、さらに、全体人口フレームの調整等から変更要件が
厳しく、まちづくりの自由度は極めて低いものとなっている。
【制度改正の必要性】
線引き都市計画は大都市圏では効果的に機能していると理解されるが、線引き
後40年以上経過し、時代の潮流の中で町の姿は大きく変わり、当初から引きず
る土地利用規制の下で、描くまちづくり推進の方向性と法制度とが大きく乖離し
ている事例もあるものと考える。よって、特色あるまちづくりを目指すためには、
特殊事情により支障が生じている市町村においては、区域区分の変更等に関す
る都市計画決定に対して、要件を大幅に緩和することで、実態に応じた柔軟で
適正な都市計画の推進が図られるよう改革を望むものである。

都市計画法第7条
都市計画運用指針
Ⅳ-2-1-B

国土交通省 聖籠町
D　現行規定
により対応可
能

区域区分を定める場合、運用指針における考え方を基本としつつも、地
域の特殊事情等を踏まえ、法令の範囲内においてこれによらない方法
で定めることは可能。

180
土地収用法に基づく事
業認定の権限移譲

都道府県が起業者である事
業については、国土交通省
（地方整備局）が事業認定
を行っているが、これを都道
府県が事業認定を行うこと
ができるよう権限移譲を行う
こと。

【支障】社会資本の整備は、地域のニーズを踏まえ迅速な推進を図る必要があ
る。しかしながら、都道府県が起業者である事業については、土地収用法第17
条に基づき事業認定を国土交通省（地方整備局）が行っていることもあり、迅速
な対応ができない。県によっては、約３年間に１０回程度の事前相談を行い、必
要性を理解してもらった例や、そもそも土地収用の必要性を理解してもらえず、
事業そのものの進捗が図れていない例もある。
【改正の必要性】事業の必要性や公益性などの判断は、地域の実状に精通した
地方自治体においても可能であることから、都道府県が起業者である事業につ
いては、都道府県へ権限移譲する。これにより、迅速な判断を可能とし、コストを
逓減しつつ、社会資本整備の事業効果を早期に出現することができる。
【懸念の解消策】国が起業者である事業については、国土交通省（本省）が事業
認定を行っていることから、都道府県が起業者である事業の事業認定を都道府
県が行うことは許容されるものと考える。また、公平性は、事業部局以外の職員
が事業認定の事務を行うこと（参考：改正後の行政不服審査法の審理員）や、土
地収用法３４条の７に基づく審議会を活用することなどにより担保できる。

土地収用法１７条 国土交通省
佐賀県・長崎
県・熊本県・大
分県・沖縄県

C　対応不可

　土地収用法に規定する事業認定に関する処分は、申請された事業が
土地等を収用又は使用するに値する公益性を有しているかを判断し、
当該処分により強制的に土地等の権利を取得する途を開くものである。
　この判断にあたっては、得られる利益と失われる利益を総合的に比較
衡量することを要し、得られる利益が失われる利益を上回る場合に当該
事業が公益性を有すると判断されるが、比較をするにあたっては、これ
らのような全く異なる要素を比較することから、客観的機械的数値的に
のみ処理することは困難であり、最終的には主観的な判断要素を含む
ことが避けられない。
　したがって、当該判断の適正性を確保するためには、原則として、事
業を行う起業者とは別の行政庁において中立的に判断する必要があ
り、都道府県が起業者である事業の事業認定権限を当該都道府県自身
に付与することは、公平中立な判断の下、適正に事業認定を行う観点で
適切ではない。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

714
区域区分の決定（変
更）に係る要件の緩和

「都市計画運用指針」で示し
ている市街化区域の要件に
関して、「特殊な事情によ
り、市町村土地利用施策が
制度面から支障が生じてい
るなどの市町村の場合は、
その市町村の土地利用構
想に基づき市街化を図るべ
き区域」とするなど考えられ
る。

180
土地収用法に基づく事
業認定の権限移譲

都道府県が起業者である事
業については、国土交通省
（地方整備局）が事業認定
を行っているが、これを都道
府県が事業認定を行うこと
ができるよう権限移譲を行う
こと。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

地方公共団体においては、国が示す運用指針における考え方が基本とされるこ
とは、記述の有無の意義は大きいものであることから、運用指針の中で、特殊事
情等も踏まえることでも可能であることについて、何らかの明記を求めるもので
ある。

―

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

【全国町村会】
地方公共団体においては、国が示す運用指針における
考え方が基本とされることは、記述の有無の意義は大き
いものであることから、運用指針の中で、特殊事情等も
踏まえることでも可能であることについて、何らかの明
記を求めるものである。

　　「事業を行う起業者とは別の行政庁において中立的に判断する必要がある」
との回答であるが、提案するに当たっては、可能なかぎり事業認定の所管部局、
所管課については、事業部局又は事業課以外が所管することを想定していると
ころである。

　現に、国土交通省を含む国事業については、原則、国土交通省が事業認定を
行っているものの、客観性や公平中立性は損なわれることなく、十分に確保され
ていると認識しており、これと同様の事務を都道府県が行うときに客観性や公平
中立性が確保されないとするのは矛盾がある。

　また、事業認定の客観性や公平中立性を確保するために、国事業の場合と同
様に土地収用法第25条の２第２項に、同法第34条の７第１項に基づく「審議会そ
の他の合議制の機関」の設置が規定されており、万一、認定庁の事業認定に客
観性や公平中立性が確保されていない恐れがある場合には、二重に審査する
仕組みが確保されている他、行政不服審査法に基づく異議申し立てや行政事件
訴訟法に基づく取消訴訟等司法的救済手段も確保されている。

　なお、社会資本整備重点計画においては、「自立的で個性豊かな」地域社会の
形成が掲げられ、創意工夫を生かした社会資本の整備が標榜されていることか
ら、地方の事業については地方が地方の実情に沿った公益性や必要性を審査
することにより、当該計画に掲げる地域社会の形成の更なる推進が期待され
る。

　いずれにしても、全国一律に行う必要のある社会資本整備は従来どおり国の
「責任」と「権限」のもと事業実施されることに異論はないが、地域の社会資本整
備については、地域と密着した地方公共団体に「責任」とともに「権限」も付与さ
れたい。

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式
や社会実験による検討を求める。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

279
電気自動車用充電器
の公園施設としての位
置付の付与

都市公園法施行令を改正
し、電気自動車用充電器を
公園施設として位置づけ、
公園管理者による電気自動
車用充電器の設置を可能と
すること。

【制度改正の必要性等】
都市公園等については電気自動車等用充電器の需要が大きく見込まれるところ
であるが、電気自動車等用充電器が都市公園法上の公園施設として位置付け
られていないため、公園管理者が公園施設として設置することができない。
将来、電気自動車の使用者となる住民の多くが既に都市公園を利用しており、
都市公園は住民にとって身近な公共施設である。また、急速充電時間には約３
０分を要するが、都市公園にある広場や遊具、運動施設や教養施設などで、こ
の時間を有効に過ごすことができる施設が既に整備されている。このように、電
気自動車等用充電器の需要が期待できる。
都市公園法施行令第5条を改正し、電気自動車等用充電器を都市公園法上の
公園施設として位置付けること。

都市公園法施行令
第５条

国土交通省 埼玉県
D　現行規定
により対応可
能

都市公園に設けることのできる公園施設は、都市公園の効用を全うする
ために都市公園法令に限定列挙されている（都市公園法第２条第２項、
都市公園法施行令第５条）。そのうち便益施設には駐車場が位置付けら
れており、公園管理者が、公園利用者のために電気自動車用充電器を
設けることは、可能である。

384
国土利用計画法に基
づく土地売買等届出の
届出期限の緩和

国土利用計画法第23条第1
項に基づく大規模土地取引
に係る土地売買等届出（事
後届出）の届出期限を、現
行の２週間以内から３週間
以内に緩和することを求め
る。

【支障事例】
　土地売買等届出（事後届出）の届出期限は契約日から２週間以内であるが、
全国の期限内届出率は73.9％（H24）と低く、無届取引件数は4,400件（H24）に及
ぶ。熊本県においても、期限内届出率は71.1％（H24）と低く、無届取引件数は73
件（H24）に及び、無届取引件数の76.5％（H23～H25熊本県平均）は遅延届出
（期限後に自主的に提出するもの）であり、遅延届出のうち約１割（同平均）は契
約日から３週間以内に提出されている。
　このことから遅延届出者は、制度を認識しているものの期限内に提出できない
者が多いことや、離島等遠隔地にいる者には負担であることが推測され、その
要因として届出期間の不足が考えられる。
また、都道府県は、昭和54年土地利用調整課長通達を踏まえ、無届取引に関す
る事務処理要領を定めており、違反者に対して指導を行っている。さらに、遅延
届出は法による届出とみなされないため、土地取引の現況把握や傾向分析に
活用する土地取引規制実態統計に含まれず実態が反映されないほか、届出者
にとっても森林取得時の届出免除（森林法第10条の7の2）が適用されない。
【制度改正の必要性】
　上記実態を踏まえれば、届出期限を３週間に緩和することで、遅延取引の約１
割（熊本県を基にした試算：H24全国無届取引件数：4,400件×0.765×0.1＝336
件）が期限内届出となることにより、遅延取引に係る都道府県、市町村の違反指
導事務（（県・市町村合計2h/件程度）や届出者の負担が軽減される。また、期限
内届出が増えることで、統計データの精度向上や、森林法届出免除の適用者の
増加が見込まれる。

国土利用計画法第
23条第1項
昭和54年12月24日
付け54国土利第401
号土地利用調整課
長通達「無届取引等
の事務処理につい
て」の別添「無届取
引等事務処理基準」

国土交通省
九州地方知事
会

C　対応不可

　国土利用計画法の事後届出制においては、
①　土地取引の規制に関する措置として、取引の動機となった土地の利
用目的について審査・勧告を行うことができるとされており、これが適正
かつ合理的な土地利用を図るために支障があるときには、速やかに是
正を求める必要があること
②　高額の土地取引の発生等の事情により、監視区域の指定等機動的
な地価対策を講じる必要が生じる場合に備え、個々の契約締結後速や
かにその内容について把握する必要があること
等から、契約締結後できるだけ速やかに届出をしてもらうことが必要で
あり、契約締結後２週間以内に届出をしなければならないものとされて
いるところである。
　また、熊本県より提出されている平成23～25年の熊本県における届出
状況（参考１及び参考２）によれば、3ヵ年間における期限内（2週間以
内）の届出件数が541件に対し、2週間超3週間以内の届出件数は17件
（約3%）に過ぎず、本提案は届出の遅延を招来する結果となり、届出義
務履行促進にはつながらないものと考えられる。
　以上により、事後届出制の届出期限の緩和を行うことは妥当でないと
考える。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

279
電気自動車用充電器
の公園施設としての位
置付の付与

都市公園法施行令を改正
し、電気自動車用充電器を
公園施設として位置づけ、
公園管理者による電気自動
車用充電器の設置を可能と
すること。

384
国土利用計画法に基
づく土地売買等届出の
届出期限の緩和

国土利用計画法第23条第1
項に基づく大規模土地取引
に係る土地売買等届出（事
後届出）の届出期限を、現
行の２週間以内から３週間
以内に緩和することを求め
る。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　都市公園法令に限定列挙されている都市公園施設については、駐車場は記
載されているものの、電気自動車用充電器については記載されていない。
このため、貴省が示された「公園管理者が、公園利用者のために電気自動車用
充電器を設けることは、可能である」旨の見解を本県を含む地方公共団体に十
分に周知されていない。
　電気自動車用充電器を都市公園法令に明記する、若しくは本件に係る見解を
地方公共団体あてに改めて通知するなど、都市公園内における電気自動車用
充電器の位置付けを明確にする措置を講じていただきたい。

公園施設の具体的な種類については、地方分権改革推
進委員会第2次勧告の趣旨を踏まえ、条例により定める
こととするべきである。
それまでの間については、提案団体の提案の実現に向
けて、積極的な検討を求める。
なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」
となっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

本提案は、法律順守を目的とした提案であり、届出期限の緩和により届出義務促進に
つながると考えている。
遅延を招来する結果となるとは思わないが、届出期限の緩和が難しいのであれば、期
限内届出の徹底を図るため、国においてもさらなる周知徹底をお願いしたい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

362

違反広告物に対する
簡易除却等に係る景
観行政団体への権限
移譲

屋外広告物法第28条により
屋外広告物事務を行う景観
行政団体である基礎自治体
に対して，都道府県の条例
による移譲ではなく，自らの
判断と責任で簡易除却等を
実施できるよう制度の見直
しを行うとともに，それに応
じた普通交付税等の必要な
財源措置を講じること。

【制度改正要望の経緯・必要性】
景観行政団体は景観計画に基づき屋外広告物条例を策定することにより屋外
広告物の規制(第3条～5条、７条・8条)を自ら行うことができる。
一方で，違反広告物に対する処置の法第7条及び第8条に規定されている簡易
除却等を行う場合には，権限を持つ県からの権限移譲を受けて行わなくてはな
らない。
景観行政団体が景観行政と屋外広告物の規制を一元的に実施する際には，簡
易除却等の対応も不可欠なものであり，これを現行法のように，権限を持つ主体
を分離していることは不合理である。
【具体的支障事例】
また、具体的支障事例として、簡易除却等を行う権限を特例条例により県から景
観行政団体に移譲しているため、県から財源移譲すべきという考えがある一方
で、景観行政団体は独自条例を制定済であるため独自財源で対応すべきという
考えがある。このため，県から景観行政団体への財源移譲が困難である。
【課題の解消策】
よって，景観行政団体においても，自らの権限に基づき簡易除却等が行えるよう
に法第7条第2項から第4項及び第8条において，「条例で定めるところにより」の
文言を加えることを求める。また，法律の改正が実現した際には、これらの事務
を行うのに必要となる財源措置をあわせて求める。

・屋外広告物法第7
条，第8条，第28条
・平成16年12月17日
付け国都公緑第148
号　国土交通省都
市・地域整備局長通
知「屋外広告物法の
一部改正について」
Ⅰ２．（4）

国土交通省 広島県 C　対応不可

屋外広告物法では、同一の行政区域について、都道府県及び市町村が
重複して二重に行政を行う事態を避けるために、そのいずれかが、屋外
広告物行政を一元的に担う体系となっている。都道府県は、より広域的
な観点から屋外広告物行政を行っており、市町村の屋外広告物に係る
事務を適切に補完するためにも、都道府県知事が条例により権限移譲
することが適切である。

442
地籍整備推進調査費
補助金に係る補助対
象地域要件の拡大

地籍整備推進調査費補助
金に係る補助対象地域要
件として、農村部、中山間
地域を対象に加えることを
求める。

【現状】
岐阜県の地籍調査進捗率（平成25年度末）は１５％であり、全国の５１％と比較
して、非常に遅れている。特に、県土の８割以上を占める山林部は１４％と、他
の地帯(人口集中地区１５％、宅地１７％、農地２５％）に比べて遅れている。ま
た、第6次国土調査事業10箇年計画の岐阜県計画では、平成22年度から31年
度までの１０年間で770ｋ㎡2を地籍調査を実施する（平成31年度末に進捗率２
３％とする）ことと定めている。
【支障事例】
地籍整備を推進するための地籍整備推進調査費補助金制度は、地方公共団体
及び民間事業者が、用地測量等の成果を活用して、国土調査法第19条第5項指
定に係る申請を積極的に行えるよう創設されたものであるが、補助対象地域が
都市部に限定されている。平成25年度末時点の当県の地籍調査対象面積8,625
ｋ㎡のうち当制度の対象面積は2,369ｋ㎡で、約7割の土地が補助対象外のた
め、現行制度では山林部の地籍整備率の向上がほとんど見込めない。
【支障事例の解消策及び効果】
公共事業等に伴う用地測量は、補助対象地域である都市部（人口集中地区及
び都市計画区域）外でも多数実施されており、また、補助対象地域外の市町村
等から補助制度の相談も受けていることから、補助対象地域要件として農村
部、中山間地域を加えることで、更に積極的に法第19条第5項指定に係る申請
が行われることが予想され、地籍調査の進捗率が特に低い山林部の地籍整備
の推進を図ることができると考えられる。

地籍整備推進調査
費補助金制度要綱
第３第１項

国土交通省 岐阜県 C　対応不可

　地籍調査の進捗率は全国で51％で、その内訳を見ると都市部（DID）
が23％、林地が44％、農用地等が72％となっている。このように、都市
部では山村部と比べて、特に進捗が遅れているところである。
　このため、第６次国土調査事業十箇年計画（平成22年５月25日閣議決
定）では都市部（DID)での地籍調査を一層進めることが定められるととも
に、平成22年度には都市部における地籍整備の推進を目的とした「地
籍整備推進調査費補助金」が創設されたところである。

　県のご提案にもあるように、山村部における地籍整備の推進が重要で
あることは国としても認識しているところであるが、対象地域要件を農村
部及び中山間地域に拡大することは、本補助金の創設趣旨に沿わず、
また、限られた予算を都市部に重点化できなくなるため、都市部におけ
る進捗を遅らせることにもつながりかねない。
　現状では依然として、都市部の地籍調査の進捗率は他の地域と比較
して極めて低い状況にあることを鑑みると、本補助金については、その
目的を踏まえて引き続き都市部に重点化して、地籍整備の効率的な進
捗を図る必要があるところである。
 
　なお、林地の地籍調査の進捗は都市部に続いて遅れていることから、
国としてもその推進が重要であると考えており、本補助金とは別に平成
22年度に「山村境界基本調査」を国直轄の事業として設け、市町村によ
る地籍調査の促進に努めてきているところである。ご提案の山村部にお
ける地籍調査については、国による地籍調査の実施に対する財政的な
支援を始めとして、国直轄による「山村境界基本調査」の活用により推
進されるものと考えている。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

362

違反広告物に対する
簡易除却等に係る景
観行政団体への権限
移譲

屋外広告物法第28条により
屋外広告物事務を行う景観
行政団体である基礎自治体
に対して，都道府県の条例
による移譲ではなく，自らの
判断と責任で簡易除却等を
実施できるよう制度の見直
しを行うとともに，それに応
じた普通交付税等の必要な
財源措置を講じること。

442
地籍整備推進調査費
補助金に係る補助対
象地域要件の拡大

地籍整備推進調査費補助
金に係る補助対象地域要
件として、農村部、中山間
地域を対象に加えることを
求める。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

景観行政団体となった市町村は，それぞれの景観計画に基づき，独自に屋外広
告物を規制する条例（以下「市町村条例」という。）を制定できるが，その際には
都道府県と協議・調整のうえで制定している。このため，当該市町村条例で規制
されている部分については，都道府県の屋外広告物条例の規制を受けない。
よって，国土交通省が懸念するような重複して二重に行政を行うようなことは生
じない。

市町村条例で屋外広告物を規制していく中，簡易除却等のみ都道府県からの権
限移譲に頼らざるを得ない状況は国が主張する「一元的に担う体系」とは言え
ず，一元的な体系を実現するために制度改正を求めるものである。

また，独自に市町村条例を作成している場合，簡易除却等も含めた規制を一元
的に行える方が，効率的であり，より市町村独自の計画に沿った景観を実現し
やすいと考える。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

　進捗が遅れている都市部の対策を重視する国土交通省の考えも理解できる
が、林地の境界を知る者が高齢化してるため山村部の地籍調査も急がなけれ
ば、将来境界を確定すること自体が非常に困難になる。

　山村境界基本調査の予算額は、平成25年度の250百万円をピークに平成26年
度の予算額と平成27年度の概算要求額は151百万円と抑えられており、事業実
施を希望する県内の市町村の要望が先送りされている状況である。

　また、公共事業等に伴う用地測量を実施した地域について別途地籍調査事業
を行うという二重投資を抑制する効果も期待できることから、補助対象地域の要
件緩和について、是非ともご理解願いたい。

【全国市長会】
中山間地域における地籍調査の進展を図るべく、積極
的な検討を求める。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

646

都道府県が行う公共測
量の実施・終了時にお
ける公示義務、公共測
量における永久標識の
設置等に係る都道府
県事務の廃止

事務の簡素化の観点から、
公共測量の実施時及び終
了時における都道府県の公
示義務を廃止し、測量計画
機関が行うことを求める。
また、公共測量における永
久標識及び一時標識の設
置、移転、撤去及び廃棄の
通知について、都道府県を
介さず、測量計画機関が関
係市町村へ通知するよう求
める。

【制度改正の必要性】
　測量法第１４条及び第３９条により、公共測量においては、都道府県は、測量
計画機関から通知を受けた時は、その実施時及び終了時における公示が義務
付けられており、本県においては、平成２５年度に４８件×２（実施、終了）＝９６
件の実績がある。当該制度は、広く一般に周知することによって、関係地域の住
民に、いつ、どこで公共測量が行われ、そのために必要な、土地の立入及び通
知、障害物の除去、土地等の一時使用、土地の収用又は使用の権利行使が起
こり得ることを知らせるものであるが、周知については測量計画機関が直接行う
ことが可能と考えられ、事務の簡素化の観点から、都道府県知事が公示する必
要性に疑問がある。
　また、測量法第２１条、第２３条及び第３９条により、公共測量において、都道
府県知事は、測量計画機関から永久標識及び一時標識の設置、移転、撤去及
び廃棄の通知を受けた時は、その旨を関係市町村長に通知することとなってい
るが、都道府県知事に通知する必要性は特になく、都道府県知事が関与する事
務については、事務の簡素化の観点から、必要性に疑問がある。
【具体的な効果】
　これら事務の変更により、80時間／年間程度の事務の簡素化が図られると想
定される。

測量法第第14条、第
21条、第23条、第39
条

国土交通省 長崎県 C　対応不可

１．この公共測量実施の公示を都道府県知事に行わせる趣旨は、
①　関係地域の住民に、いつ、どこで公共測量が行われ、そのために必要な法第１５条
の規定による土地の立入り、法第１６条及び法１７条の規定による障害物の除去、法第
１８条の規定による土地等の一時使用並びに法第１９条の規定による土地の収用又は
使用の権利の行使があり得ることを知らせ、行政運営の効率化を図る
②　都道府県知事に公共測量の実施及び終了を通知することにより、公共測量の実施
主体の公共団体に、あらかじめ当該地域の公共測量の実施状況を知らせ行政運営の
効率化を図る
③　公共測量の実施主体は、国の機関、都道府県、市町村、その他の公共団体やイン
フラ企業等と多様であり、各実施主体が直接周知を行う場合、公共測量の実施を知る
ためには、全ての機関の公示情報を収集しなければならない。一方、公共測量はごく一
部の例外を除き単一都道府県内を測量地域として実施される。よって、都道府県知事
が管内の公共測量について一元的に公示することで、確実な周知を最も効率的に図る
ことができる
ことにより、「測量の重複を除き、正確で精度の高い測量を実施する」という法の目的を
達成するためのものであることから、本規定による全国的に統一した定めが必要であ
る。

２．公共測量により設置、移転、撤去及び廃棄した永久標識及び一時標識の種類及び
所在を
①関係都道府県知事に通知する
②都道府県知事からは関係市町村長に通知する
手続きにより、国土地理院の長、都道府県知事及び市町村長が一体となって測量標の
現状を把握し、測量標の保全を図り、設置された公共測量の測量標の利用を図ること
が「測量の重複を除き、正確で精度の高い測量を実施する」という法の目的を達成する
ためであり、本規定による全国的に統一した定めが必要である。

655
山林の土地境界確認
方法の簡素化

山林の境界確認について、
代表者以外の権利保護を
図ることを前提として、地権
者全員でなく、代表者のみ
による境界確認を可能とす
ることを求める。

【制度改正の必要性】
　大野市内の広大な山林において境界が確定していないことにより、村離れや
森林の荒廃が進むとともに、森林の多面的機能の低下で台風等の豪雨により土
砂崩れや災害が近年多数発生している。これを受け、市としても順次、市内各地
で地籍調査を進めているが、予算の制約、制度の制約、未相続等もあり、なか
なか境界の確定が進まない状況である。
　ついては、権利者が複数いる場合は、権利者確認に要する時間を短縮化する
ため、代表者（地権者の代表、地権者以外の現地に精通した者）のみにより境
界確認を行うことを可能としたい。
【懸念の解消策】
　代表者ではない者の権利が侵害される恐れがあるが、予防措置として、異議・
誤りを申し出る機会を設けて対応することにより、問題は生じないと考える。
　例えば、度々訴訟に発展する土地収用に関する制度をみると、買受権の消滅
など、公告後一定期間内に権利者（確知できない者）から申し出がなければ、関
係者の同意、権利の消滅を擬制する制度がある。よって、共有地の境界確定案
について、土地収用の制度同様、公告、一定期間（必要に応じて期間を設定）の
縦覧を行い、代表者以外（確知できない者）の権利保護を図ることにより、代表
者のみの境界確認を可能にできないか。

地籍調査作業規程
準則、第23条、第30
条第1項･第2項
地籍調査作業規程
準則運用基準第15
条の2
平成23年3月18日付
け国土国第633号国
土交通省土地・水源
局国土調査課長通
知

国土交通省 大野市
D　現行規定
により対応可
能

　地籍調査の成果は、登記所に地図として備え付けられ、土地に関する
権利の第三者に対する対抗要件を構成することなどから、地籍調査に
は高い精度と信頼性が求められる。また、地籍調査の際の筆界確認に
おいて、土地所有者等の確認を得ずに調査をした場合には、将来的に
地籍調査の成果に関する境界紛争が発生する蓋然性は極めて高くなる
ことが想定される。
　これらのことから、地籍調査の筆界確認の際、土地所有者等が複数名
いる場合には、原則として全土地所有者等から確認を得る必要がある
が（地籍調査作業規程準則第３０条第１項）、当該土地所有者等からの
委任状を頂くことができれば、筆界確認を委任された代表者のみによる
筆界確認は可能である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

646

都道府県が行う公共測
量の実施・終了時にお
ける公示義務、公共測
量における永久標識の
設置等に係る都道府
県事務の廃止

事務の簡素化の観点から、
公共測量の実施時及び終
了時における都道府県の公
示義務を廃止し、測量計画
機関が行うことを求める。
また、公共測量における永
久標識及び一時標識の設
置、移転、撤去及び廃棄の
通知について、都道府県を
介さず、測量計画機関が関
係市町村へ通知するよう求
める。

655
山林の土地境界確認
方法の簡素化

山林の境界確認について、
代表者以外の権利保護を
図ることを前提として、地権
者全員でなく、代表者のみ
による境界確認を可能とす
ることを求める。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

意見についは、了解するが、公共測量実施の公示方法が、より簡素なものとな
るよう、今後、検討をお願いする。

―

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

664-1
駐車場法施行令の見
直し

駐車場法施行令では、路外
駐車場の構造及び設置に
関する技術基準が定められ
ているが、駐車場の配置や
立地特性等を勘案した適用
除外の取扱いがほぼ認めら
れず、設置基準が一律に政
令で定められているため、
硬直的な運用をせざるを得
ないのが現状であり、地域
の実情に応じた設置基準、
適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の
向上等により、基準が過大
と懸念される条文もあること
から、駐車場法施行令の技
術基準について、駐車場を
取り巻く環境変化等を踏ま
えた早急な見直しを求め
る。

【支障事例】
　施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一
部例外を除き適用除外の規定がほぼないことから、基準に適合させるため、例
えば、公園や交差点からの距離を確保するために、既存駐車場の出入口を狭め
るなどの指導をしており、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支障
を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交差点
や、マンションの隅に設置された見通しの良い小規模公園などが障害となってい
る例が多く、駐車場の出入に支障がないと想定されるにも関わらず、実態に即さ
ない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
　また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内
部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を
設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計算方法を国交省に確認したと
ころ、「駐車マスの合計面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施設
面積の合計×高さ」との回答である。
　一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量
が減少している中、事業者からは現行の計算では換気能力が過大であるとの主
張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
　施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来
していることから、駐車場の配置や周辺状況等を勘案した柔軟な対応ができる
よう基準の見直しが必要である。
　また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考
慮しておらず、事業者に過剰な設備投資を行わせており、基準の検証、改正が
必要である。
【懸念の解消策】
　懸念無し

駐車場法施行令第７
条
駐車場法施行令第
第12条

国土交通省 川崎市
E　提案の実
現に向けて
対応を検討

【駐車場法施行令第７条】
・児童公園からの距離
　駐車場法施行令第７条については、一定の規模以上の路外駐車場を
利用する自動車の安全及び道路交通との調整を図るためのものであ
り、特に、児童公園については、多くの児童が利用する施設であり、児
童保護の観点より、規定されたものです。
　そのため、各都市の実態を調査・分析した上で、今後見直しも含め検
討を行う予定です。

664-2
駐車場法施行令の見
直し

駐車場法施行令では、路外
駐車場の構造及び設置に
関する技術基準が定められ
ているが、駐車場の配置や
立地特性等を勘案した適用
除外の取扱いがほぼ認めら
れず、設置基準が一律に政
令で定められているため、
硬直的な運用をせざるを得
ないのが現状であり、地域
の実情に応じた設置基準、
適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の
向上等により、基準が過大
と懸念される条文もあること
から、駐車場法施行令の技
術基準について、駐車場を
取り巻く環境変化等を踏ま
えた早急な見直しを求め
る。

【支障事例】
　施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一
部例外を除き適用除外の規定がほぼないことから、基準に適合させるため、例
えば、公園や交差点からの距離を確保するために、既存駐車場の出入口を狭め
るなどの指導をしており、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支障
を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交差点
や、マンションの隅に設置された見通しの良い小規模公園などが障害となってい
る例が多く、駐車場の出入に支障がないと想定されるにも関わらず、実態に即さ
ない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
　また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内
部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を
設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計算方法を国交省に確認したと
ころ、「駐車マスの合計面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施設
面積の合計×高さ」との回答である。
　一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量
が減少している中、事業者からは現行の計算では換気能力が過大であるとの主
張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
　施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来
していることから、駐車場の配置や周辺状況等を勘案した柔軟な対応ができる
よう基準の見直しが必要である。
　また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考
慮しておらず、事業者に過剰な設備投資を行わせており、基準の検証、改正が
必要である。
【懸念の解消策】
　懸念無し

駐車場法施行令第７
条
駐車場法施行令第
第12条

国土交通省 川崎市
D　現行規定
により対応可
能

【駐車場法施行令第７条】
・交差点からの距離
　駐車場法施行令第７条については、一定の規模以上の路外駐車場を
利用する自動車の安全及び道路交通との調整を図るためのものであ
り、その観点から、交差点の側端から５メートル以内には自動車の出入
口を設置してはならないとされておりますが、同条第２項及び第３項の規
定により、国土交通大臣が当該出入口を設置する道路の円滑かつ安全
な交通の確保に支障がないと認める場合は設置可能ですので、当該事
務を委任されている地方整備局にご相談願います。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

664-1
駐車場法施行令の見
直し

駐車場法施行令では、路外
駐車場の構造及び設置に
関する技術基準が定められ
ているが、駐車場の配置や
立地特性等を勘案した適用
除外の取扱いがほぼ認めら
れず、設置基準が一律に政
令で定められているため、
硬直的な運用をせざるを得
ないのが現状であり、地域
の実情に応じた設置基準、
適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の
向上等により、基準が過大
と懸念される条文もあること
から、駐車場法施行令の技
術基準について、駐車場を
取り巻く環境変化等を踏ま
えた早急な見直しを求め
る。

664-2
駐車場法施行令の見
直し

駐車場法施行令では、路外
駐車場の構造及び設置に
関する技術基準が定められ
ているが、駐車場の配置や
立地特性等を勘案した適用
除外の取扱いがほぼ認めら
れず、設置基準が一律に政
令で定められているため、
硬直的な運用をせざるを得
ないのが現状であり、地域
の実情に応じた設置基準、
適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の
向上等により、基準が過大
と懸念される条文もあること
から、駐車場法施行令の技
術基準について、駐車場を
取り巻く環境変化等を踏ま
えた早急な見直しを求め
る。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　　小規模な街区公園等で道路交通や児童保護の観点から問題ないと思われる
場合であっても、柔軟な対応ができず窓口での対応に大変苦慮しており、早急な
検討をお願いしたい。
　また、検討の具体的なスケジュールを示していただきたい。

―

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

　駐車場法施行例第7条第2項及び第3項に基づき、交差点内の出入口等を国土
交通大臣が認める場合には、あらかじめ道路管理者や公安委員会との協議が
必要である。
　当市では、大臣認定を事業者に指導した事例がないため、手続きに伴う事務
量や処理期間を把握していないが、当該認定を市が事業者に指導する場合、あ
るいは事業者が活用する場合には、手続きの柔軟性等が求められるので、その
点について御配慮いただきたい。
　また、これまでに、大臣認定を受けた具体的な事例を御教示いただきたい。

―

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

664-3
駐車場法施行令の見
直し

駐車場法施行令では、路外
駐車場の構造及び設置に
関する技術基準が定められ
ているが、駐車場の配置や
立地特性等を勘案した適用
除外の取扱いがほぼ認めら
れず、設置基準が一律に政
令で定められているため、
硬直的な運用をせざるを得
ないのが現状であり、地域
の実情に応じた設置基準、
適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の
向上等により、基準が過大
と懸念される条文もあること
から、駐車場法施行令の技
術基準について、駐車場を
取り巻く環境変化等を踏ま
えた早急な見直しを求め
る。

【支障事例】
　施行令第７条では路外駐車場の出入口に関する基準が定められているが、一
部例外を除き適用除外の規定がほぼないことから、基準に適合させるため、例
えば、公園や交差点からの距離を確保するために、既存駐車場の出入口を狭め
るなどの指導をしており、こうした措置により逆に駐車場の円滑な出入庫に支障
を来す場合がある。現地の状況を確認するとほとんど通行のない道路の交差点
や、マンションの隅に設置された見通しの良い小規模公園などが障害となってい
る例が多く、駐車場の出入に支障がないと想定されるにも関わらず、実態に即さ
ない指導を行うこととなり対応に苦慮している。
　また、建築物である路外駐車場の換気施設について、施行令第12条では「内
部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を
設けなければならない」とあり、「内部の空気」の計算方法を国交省に確認したと
ころ、「駐車マスの合計面積×高さ」ではなく、より厳しい「車路も含む駐車施設
面積の合計×高さ」との回答である。
　一方、車の環境性能の向上や排ガス規制の強化により一酸化炭素の排出量
が減少している中、事業者からは現行の計算では換気能力が過大であるとの主
張を受けており対応に苦慮している。
【制度改正の必要性】
　施行令を適切に運用することにより、逆に駐車場の円滑な出入庫に支障を来
していることから、駐車場の配置や周辺状況等を勘案した柔軟な対応ができる
よう基準の見直しが必要である。
　また、建築物である路外駐車場については近年の車の環境性能の向上を考
慮しておらず、事業者に過剰な設備投資を行わせており、基準の検証、改正が
必要である。
【懸念の解消策】
　懸念無し

駐車場法施行令第７
条
駐車場法施行令第
第12条

国土交通省 川崎市
E　提案の実
現に向けて
対応を検討

【駐車場法施行令第１２条】
　換気装置の基準については、排ガス対応車の台数・内訳、排ガス規制
や環境基準等の制度の変遷、駐車場利用者及び駐車場管理従事者へ
の影響等、政令制定時の状況と現在における排ガス対応車の実態や制
度の変更等について事実関係を調査・分析した上で、今後見直しも含め
検討を行う予定です。

751
都市計画法に基づく開
発許可制度運用指針
の改訂

開発許可制度運用指針　Ⅲ
-7　法第34条第14号等関係
（１８）医療施設関係におい
て、④として「津波浸水対策
特別強化地域に指定された
市町村において、津波浸水
想定区域内に既に立地する
第二次救急医療機関が移
転する場合」を追加するこ
と。

【地域の実情を踏まえた必要性】
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法「津波避難対策
特別強化地域」に指定されている本市の三河湾側の低地部においては、津波浸
水想定区域や液状化危険度の高い区域が広がり、災害時医療の重要な役割を
果たす病床数１３０床の第二次救急医療機関（要配慮者施設）が存在している。
こうした施設は、集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる場合に
限り、集団移転促進事業に係る特例措置を受けることが可能となっている。単独
での高台移転は同法の特例の対象外という制度である。
  しかしながら、被災時における救急医療体制を確保するため地域性を踏まえた
ときに、該当施設の場合、市街化区域内にある程度まとまった土地が無いこと
から、近傍の市街化調整区域への移転が最適であると判断されるが、運用指針
に記載が無いため、許可が得られない状況である。
そのため、開発許可制度運用指針　Ⅲ-7　法第34条第14号等関係　（１８）医療
施設関係において、④として「津波浸水対策特別強化地域に指定された市町村
において、津波浸水想定区域内に既に立地する第二次救急医療機関が移転す
る場合」を追加することにより市街化調整区域内の適地への移転許可が可能と
なり、被災時の救急医療が強化できる。

開発許可制度運用
指針

国土交通省 豊橋市
D　現行規定
により対応可
能

開発許可制度運用指針は、地方自治法第245条の４に基づく技術的助
言であり、地域の実情等によって本指針で示した原則的な考え方によら
ない独自の運用を必ずしも否定するものではない。
都市計画法第34条第14号の規定に基づき地域の実情等に応じ開発許
可が可能である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

664-3
駐車場法施行令の見
直し

駐車場法施行令では、路外
駐車場の構造及び設置に
関する技術基準が定められ
ているが、駐車場の配置や
立地特性等を勘案した適用
除外の取扱いがほぼ認めら
れず、設置基準が一律に政
令で定められているため、
硬直的な運用をせざるを得
ないのが現状であり、地域
の実情に応じた設置基準、
適用除外の改正を求める。
また、自動車の環境性能の
向上等により、基準が過大
と懸念される条文もあること
から、駐車場法施行令の技
術基準について、駐車場を
取り巻く環境変化等を踏ま
えた早急な見直しを求め
る。

751
都市計画法に基づく開
発許可制度運用指針
の改訂

開発許可制度運用指針　Ⅲ
-7　法第34条第14号等関係
（１８）医療施設関係におい
て、④として「津波浸水対策
特別強化地域に指定された
市町村において、津波浸水
想定区域内に既に立地する
第二次救急医療機関が移
転する場合」を追加するこ
と。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

換気装置の基準に関する事業者からの問い合わせは年々増加しており、窓口で
の対応に大変苦慮している。早急な検討をお願いしたい。
　また、検討の具体的なスケジュールを示していただきたい。

―

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。

都市計画法第34条第14号は同法第34条第1号から第13号までに該当しない開発行為
について、個別的にその目的、規模、位置等を検討し、周辺の市街化を促進する恐れ
がないと認められ、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当であるもの
について、開発審査会の議を経て許可することができるものであることから、　本件に
ついても本市の実情を踏まえ、必要性と妥当性を整理した上で、回答を参考としていき
たい。

―

【全国市長会】
国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十
分確認を行うべきである。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

871

都市計画決定以前の
緑地について国庫債
務負担行為による先行
取得を可能とすること

相続等により緊急に保全が
必要となる緑地の用地取得
について、都市計画決定前
に用地の取得を可能にする
よう制度を見直す。

【支障事例】
「特別緑地保全地区」等に指定されていない緑地について、相続等により緊急に
保全が必要となった場合、現行制度では、国庫債務負担行為による先行取得が
不可能である。そのため、市単独での用地取得となるが、財政的負担が大きく
対応に苦慮しており、緑地の保全が難しい状況となっている。
【制度改正の必要性】
「都市・地域整備局所管の補助事業の用に供する土地を国庫債務負担行為に
より先行取得する場合の取扱い要領について」（平成14年6月28日付け国都総
第633号）によると、国庫債務負担行為により先行取得を認める事業として緑地
保全事業が示されているが、先行取得の対象となる土地の範囲について、土地
計画決定が行われており、かつ、都市計画事業認可を受けている事業という要
件が設定されているため、緊急に保全が必要となった緑地を国庫債務負担行為
により先行取得することができない。緑地保全の観点から、緊急に保全が必要
となった緑地については、地権者の了承が得られ、かつ、都市計画を予定してい
る土地についても対象とするよう要件を緩和することを求める。

「都市・地域整備局
所管の補助事業の
用に供する土地を国
庫債務負担行為に
より先行取得する場
合の取扱い要領に
ついて」平成14年6
月28日付け国都総
第633号

国土交通省 さいたま市 C　対応不可

国が補助金の交付を完了してもなお事業の用に供されない事態を未然
に防止するため、「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の
用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて」（平成13年3月
30日付け国総国調第88号国土交通省事務次官通知）では、先行取得の
対象となる土地の要件が計画の確定した事業の用に直接供するために
必要である土地に限るものとされており、これに基づき「都市・地域整備
局所管の補助事業の用に供する土地を国庫債務負担行為により先行
取得する場合の取扱い要領について」（平成14年6月28日付け国都総第
633号）では、都市局所管の補助事業の要件について、都市計画決定が
行われている事業としている。
そのため、緑地保全事業についても、計画の確定している事業を特別
緑地保全地区等の都市計画決定が行われた事業としている。

13
実態的に法令に根拠
のない農政局協議を求
めている通知の廃止

農村地域工業等導入促進
法に基づき県が実施計画を
策定又は変更する場合及び
市町村が策定又は変更す
る実施計画について同法第
５条第９項により県が協議
に応じようとする場合の国と
の連絡調整を廃止するこ
と。

【支障】農村地域工業等導入促進法（以下「農工法」）第５条の規定に基づき、都
道府県は関係市町村の意見をきいたうえで、また、市町村は都道府県知事に協
議しその同意を得たうえで農工実施計画（以下、実施計画という。）を策定・変更
することができる。実施計画に定められた工業等導入地区においては、転用面
積が４haを超える場合であっても、都道府県知事が許可権者となっている。この
ように、実施計画の策定やこれに伴う農地転用許可は、地方自治体の権限とさ
れているが、農林水産省構造改善局長等通知において、都道府県が実施計画
を策定又は変更しようとする場合及び市町村が策定又は変更する実施計画に
ついて協議に応じようとする場合には、あらかじめ地方農政局等関係省庁と十
分連絡調整を行うこととされている。この連絡調整は法令に根拠を持たないもの
であるが、この連絡調整の際に、様々な指摘（ある地区での実施計画の未完工
を理由に、近隣地区の実施計画の作成を認めない等）を受ける結果、実施計画
の作成に２年から数年かかるなど、工業団地の開発に大幅な遅れが発生してい
る。
【改正の必要性】都道府県が実施計画を策定する場合や市町村からの協議に応
じようとする場合には、関係市町村や関係部局との間で十分に調整を行ってい
ることや地方の状況については地元自治体が最も熟知していることなどから、農
工法の趣旨を踏まえ、迅速な処理を図るうえでも、事実上の協議となっている国
との連絡調整通知は廃止すること。

農村地域工業等導
入促進法第５条第８
項、第９項
「農村地域工業等導
入促進法の運用に
ついて」（昭和63年8
月18日付け63構改
Ｂ第855号）第４の４
連絡調整等

農林水産省、
経済産業省、
厚生労働省、
国土交通省

佐賀県 C　対応不可

１　農工法の趣旨は、農業と工業の均衡ある発展を図り、雇用構造の高
度化に資することであり、御指摘の連絡調整については、法律の趣旨を
補完するものとして、実施計画の内容が、農村地域工業等導入基本計
画の内容に即しているか、農業振興地域整備計画等の土地利用計画と
の調和が図られているか、地域全体として工業等の導入の規模は妥当
か、近隣に他の農工団地はないか、当該団地の利用状況はどうか、等
の観点から国が事務的な確認を行うためのものである。

２　この連絡調整は、上記の観点からの実施計画における不備等の発
見や、無秩序な農地転用など、農工法の趣旨に反する事案の防止等に
も資するため、通知の廃止は困難であるが、連絡調整に当たっては、必
要以上に期間が長くなることのないよう努めてまいりたい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

871

都市計画決定以前の
緑地について国庫債
務負担行為による先行
取得を可能とすること

相続等により緊急に保全が
必要となる緑地の用地取得
について、都市計画決定前
に用地の取得を可能にする
よう制度を見直す。

13
実態的に法令に根拠
のない農政局協議を求
めている通知の廃止

農村地域工業等導入促進
法に基づき県が実施計画を
策定又は変更する場合及び
市町村が策定又は変更す
る実施計画について同法第
５条第９項により県が協議
に応じようとする場合の国と
の連絡調整を廃止するこ
と。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

補助金の交付を完了してもなお事業の用に供されない事態を未然に防止するこ
とは重要と考えるが、本市の提案は相続等によって緊急に保全が必要となった
緑地の保全を目的としている。そのため、当該緑地の地権者から緑地保全に対
する同意を得ることは都市計画の決定とほぼ同意義と捉えることができると考え
る。なお、都市計画決定を行うためには、相当の日数を要することから、地権者
が相続税を納付する期間に間に合わないなどの問題が発生し緑地の喪失の恐
れがある。以上の観点から、本提案について再度検討していただきたい。

―
【全国市長会】
緑地を保存することができるよう、提案団体の提案の実
現に向けて、積極的な検討を求める。

　国は、連絡調整の意義として、「土地利用計画との調和」、「地域全体としての
工業等の導入の規模の妥当性」、「近隣の他の農工団地の状況」等を事務的に
確認するためとしているが、単に事務的に確認するのみであれば、実施計画策
定にあたっては、国の通知も踏まえたうえで県と関係市町村、各関係部局との間
で十分に調整を行っていることから、自治体のみで可能である。
　また、国は、無秩序な農地転用など農工法の趣旨に反する事案の発生を懸念
しているが、実施計画に基づく開発の実施主体のほとんどが自治体をはじめと
する公共機関であり、実施計画の策定にあたっては農工法の趣旨を踏まえ、多
くの時間をかけて議論されていることなどから、こうした懸念は当たらないと考え
る。
　いずれにしても、実施計画が農工法の趣旨に合致しているかどうかの判断に
ついては、地方の状況について最も熟知している地方自治体が行うことが適切
であり、迅速な処理を図るうえでも、また地方自治法２４５条の２で規定されてい
る関与法定主義の観点からも、事実上の協議となっている国との連絡調整通知
は廃止すべきである。

【全国市長会】
市町村の関係部局が一つの計画について十分協議し、
さらには近隣関係市町村との協議調整を諮った上での
計画策定である場合、県との協議によることで支障はな
いものと考えるため、提案団体の提案の実現に向けて、
積極的な検討を求める。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

514
運航労務検査の国か
ら都道府県への移譲

船舶所有者及び船員の労
働基準行政に関する事務及
び個別労働関係紛争の解
決の促進に関することを都
道府県に移譲する。

労働基準行政は産業行政と極めて密接な関係にあることから、その地域の特性
を踏まえたうえで、都道府県が一体的な行政事務として担うことで、効果的かつ
効率的な行政事務の執行が可能となると考えられる。
そこで船舶所有者及び船員等と他の行政分野において、より接点のある都道府
県が当該事務を所管することで、より具体的な相談業務や紛争解決に資するこ
とが可能であり、かつ都道府県は地域において労働組合や警察等との接点が
あるため、国が実施するより多様な観点からの紛争解決を図ることができる。ま
た、これらの事務を都道府県が執行することで、船舶所有者や船員の労使等の
問題について、スピード感を持って県行政へ反映することが可能であると考え
る。

船員法第101条、第
102条

国土交通省 神奈川県 C　対応不可

船員法に基づく労働行政については、これまで、他の海事関係法令によ
るソフト・ハード両面に亘る全国的・画一的な基準の適合性確保と一体
的に、国において執行してきたところ。これは、船員法に基づく労働行政
の執行に当たっては、
①広域性を有する海上運送は県境を跨いだ対応を行うことが多く、全国
的かつ画一的な対応を迅速かつ適切に取れる体制を有することが必要
であるため
②海上運送にあっては、遵守すべき条約や法令が多岐にわたり、それ
ぞれが密接不可分となっていることから、条約、海事関連法令、船舶の
構造設備、船舶の運航等ソフト・ハード両面に亘る高度な専門性を有す
る者が他の海事行政分野と連携しながら行うことが必要不可欠であるた
め
③船員との労働関係や紛争による航行安全上の問題は、海上運送事
業の維持や公共輸送網である海上交通の安全の維持と密接なつながり
を有しているため、問題が生じないよう、専門的に適切に処理する必要
があるため
である。従って、引き続き、国において統一的に船員法に基づく労働行
政を執行することが合理的である。

380
し尿処理施設(環境省)
と下水道施設(国土交
通省)の統合整備

し尿等の受入施設を下水道
施設として位置付け、社会
資本整備交付金の対象とす
るとともに、総合的に下水
道施設に下水道処理区域
外のし尿を集めて処理した
方が有利ならば、下水道計
画処理能力に下水道処理
区域外のし尿全量を加えて
計画ができるよう規制緩和
すること。

【制度改正の必要性】
下水道の整備により、その地域の浄化槽やくみ取り便所は減少するため、し尿
処理施設は下水道施設が整備され水洗化された分だけ処理量も減少する。一
方、近年、市町村の管理するし尿処理施設は老朽化により建替の時期に来てい
る。この様な中、下水道の整備が進んだ市町村については、新たにし尿処理施
設を建設するよりも下水道施設で一括して処理した方が経済性・効率性の観点
から有利である。
本県では2町において、人口減少などで下水道施設の処理能力にし尿を受け入
れる余裕があったため、し尿処理施設の建替をせずに、下水道施設で一緒に処
理した事例がある。その場合に、し尿等の受入施設は下水道施設とは認められ
ていないため、下水道用地に設置する場合は暫定的な措置として国土交通省よ
り目的外使用承認が必要だった。また、し尿等の受入施設は、前処理のみを行
い、最終目的のし尿の処理をしないため、し尿処理施設としても認められず、費
用を縮減したにもかかわらず市町村の単独費での対応となった。このためし尿
等の受入施設を下水道施設として位置づけ、目的外使用承認を不要とし、社会
資本整備交付金の対象に入れることを提案する。
また、現在も１市2町で同様な対応を検討しているが、１市についてはし尿の量
が多く、下水道計画処理能力を超えるため１下水道施設では受入が厳しい状
態。このため、総合的に下水道施設に下水道処理区域外のし尿を集めて処理し
た方が有利ならば、下水道計画処理能力に下水道処理区域外のし尿全量を加
えて計画ができることとすることを併せて提案する。

社会資本整備総合
交付金交付要綱
下水道法第４条

環境省、
国土交通省

九州地方知事
会

C　対応不可

下水道施設は、下水道処理区域の下水を処理するための施設の総体
であり、下水道処理区域外のし尿等を受け入れるための施設を下水道
施設とすることは困難であると考えます。
なお、し尿等を受け入れるための施設の扱いについては、まずは、し尿
等を下水処理場で処理している事例収集、課題点、今後のニーズ等に
ついて全国的な調査をおこなって参ります。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

514
運航労務検査の国か
ら都道府県への移譲

船舶所有者及び船員の労
働基準行政に関する事務及
び個別労働関係紛争の解
決の促進に関することを都
道府県に移譲する。

380
し尿処理施設(環境省)
と下水道施設(国土交
通省)の統合整備

し尿等の受入施設を下水道
施設として位置付け、社会
資本整備交付金の対象とす
るとともに、総合的に下水
道施設に下水道処理区域
外のし尿を集めて処理した
方が有利ならば、下水道計
画処理能力に下水道処理
区域外のし尿全量を加えて
計画ができるよう規制緩和
すること。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

①各都道府県は既に環境、防災、観光等様々な分野で他県との連絡調整の実績があ
るため、国が法令等で基準を定め、その基準に基づいて地方が執行することで、全国
的な統一性は確保できる。また、広域性を有する海上運送について、県境を跨いだ対
応が多くあるとしても、該当する都道府県間で密に連携を取り合うことで十分可能であ
り、ひいては、より地域の実情に応じた業務遂行につながっていくものと考える。
②③高度な専門性を有する者は地方職員にもおり、対応可能であるが、専門性を有す
る者が不足する地域では、人材の地方移管及びノウハウを持つ職員を育成することで
対応可能である。

・関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式
や社会実験による検討を求める。

自治体の財政事業が厳しい中で、し尿処理施設と下水道施設の統合整備は今後多く
の自治体で望まれてくることだと考えております。
一方、整備目的の違う施設の統合については、多くの問題がありすぐに方針は出せな
いとも考えております。
つきましては、回答にありましたとおり調査等をおこなっていただき、お互いの施設のあ
り方について検討をしていただきたい。

【全国市長会】
提案に賛同する。
ただし、公共下水道事業の無制限な拡張や費用の原因
者負担の原則の崩壊につながらないよう配慮いただき
たい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

511
倉庫業の登録・指導監
督事務等の国から都
道府県への移譲

倉庫業の営業登録、変更登
録、軽微変更の届出、トラン
クルーム認定等に係る事
務、倉庫業の監査等の指導
監督事務について、移譲を
求める。

当該事務は、県（一部市）が行っている建築基準法の建築確認事務、農地転用
の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関連しており、都道府県に事務を
移譲することで効率的な事務の執行が期待できる。
国において当該事務を実施することで、県が実施する上記事務との乖離や矛盾
が生じる可能性がある。
そのため、県において実施することで、上記事務との連携を図ることができ、地
域の特性を反映したきめ細かい施策を展開できるとともに、倉庫業の営業登録
などの事務と合わせて、同一の行政庁が建築確認事務、農地転用の許可事務
や開発行為の許可事務を効率的に進めることで、適正な倉庫業の運営を確保し
つつ、倉庫利用者の利益を保護するなどの対応が総合的なものとなり、倉庫の
円滑な整備に資する。
なお、国の自己仕分けにて、従来から国が一元的に実施していること、安全対
策や事業者の円滑な事業活動等の観点から国が引き続き所管すべき事務とさ
れているが、地域の特性や県で実施する施策との整合性を図る観点から県が所
管すべきと考える。

倉庫業法第3条～第
7条、第25条、第27
条

国土交通省 神奈川県 C　対応不可

１．倉庫業は、不特定多数の他人から寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営
業であり、その保管機能を通じて物資の需給調節、物価の安定並びに物資の供給の確
保等の産業活動及び国民生活に必要不可欠な機能を果たしている。また、倉庫業者が
発行する倉庫証券は、倉庫業者に対する寄託物返還請求権を有しており、その流通に
よって商品売買を円滑化・簡便化し、商品担保金融のための対物信用を供与する等、
公益的な機能を有する有価証券であるため、第三者の利益保護と証券の公信力の確
保が必要である。
　このように、倉庫業は高い公益性を有していることから、倉庫における安全対策等、事
業の適正な実施を図ることが重要であり、そのためには国による全国一律の基準によっ
て、倉庫の安全性・公益性を確保することが必要である。

２．また、物流分野においては、倉庫業者、海運事業者、航空事業者、港湾運送事業
者、トラック事業者等の物流事業者や荷主企業等の国内・国外を問わず広域にまた
がって幅広く活動する様々な経済主体が存在しており、倉庫業者も物流拠点としての倉
庫を中核としながら、トラック、港湾運送等の他の物流事業を総合的に実施していること
が多い。そのため、事業の適正な運営の確保に当たっては、トラック、港湾運送等の他
の関連物流事業と総合的・一体的に判断する必要があるため、倉庫業の登録等の事務
も、国において他の物流事業と一体的に施策の実施や指導監督を行う方が適切であ
り、また、効率的である。

３．さらに、上記のように物流の中核を担う倉庫業の発展のために、国では、物流総合
効率化法による総合効率化計画の認定を要件として、特定流通業務施設としての倉庫
を対象とした税制の特例措置等により倉庫事業者の取組を支援しているところである。

４．なお、ご指摘のあった都道府県等が行う建築確認事務、農地転用の許可事務及び
開発行為の許可事務は、倉庫を整備する際に、建築基準法、農地法及び都市計画法
の観点から適合性を確認するものであり、倉庫に限らず、一般的に建築物の建築や土
地利用の変更を行う際に確認等を受けなければならないものである。したがって、倉庫
業法の登録に当たっては、その前提として建築確認等が必要とされることとなるが、こ
れらの事務との間に乖離や矛盾が生じる性質のものではない。

749

「南海トラフ地震津波
避難対策特別強化地
域」の指定地域におけ
る要配慮者施設の単
独移転を進める制度改
正

国民の命を守ることを最優
先に、第二次救急医療機関
や福祉施設などの重要な要
配慮施設は、集団移転促進
事業にかかわらず単独での
移転が推進されるよう、南
海トラフ地震対策特措法第
12条及び第16条の規定の
見直しを図ること。

【地域の実情を踏まえた必要性】
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法における「津波
避難対策特別強化地域」に指定されている本市の三河湾側の低地部において
は、津波浸水想定区域や液状化危険度の高い区域が広がり、災害時医療の重
要な役割を果たす病床数１３０床の第二次救急医療機関や要配慮者施設が存
在している。
また、最大で１５ｍ以上の津波が押し寄せると予測される太平洋側に、約８０人
が入所する特別養護老人ホームが存在している。
これらの施設は、集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる場合に
限り、津波避難対策緊急事業計画を作成し、同法に基づく国の補助の特例や集
団移転促進事業に係る特例措置を受けることが可能であるが、単独での高台移
転は特例の対象外となっている。
しかしながら、これらの施設の周辺には住居が無い、もしくは住居が少なく、集
団移転促進事業の対象にはならない立地状況となっている。こうした民間の重
要施設(要配慮者施設)の移転促進は、災害時の医療ネットワークを中心とした
対応能力の確保、入所者の命の確保を進めるのに必要な措置であるため、要
配慮者施設が単独で高台移転が行えるよう、同法第12条及び第16条の規定の
見直しを図る必要がある。

南海トラフ地震防災
対策の推進に関す
る特別措置法第１２
条、第１６条

内閣府、
国土交通省

豊橋市 C　対応不可

ご提案の趣旨を確認したところ、要配慮者施設の単独移転について、南
海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「南
トラ法」という。）第13条の特例の対象となる同法第12条第1項の事業と
して措置することで、又は防災集団移転促進事業の対象を拡大すること
で対応できないかとのことであったが、後者の防災集団移転促進事業に
よる対応については、当該事業は防災のための集団移転促進事業に係
る国の財政上の特別措置等に関する法律（以下「防集法」という。）に基
づき住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的
移転を促進するためのものであり、南トラ法第16条において防災集団移
転促進事業に関連して必要と認められる場合に限り要配慮者施設の移
転について特例が設けられたものの、防集法の趣旨に鑑みれば、住居
の集団的移転に関連しない要配慮者施設の防災集団移転促進事業に
よる移転は不可能である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

511
倉庫業の登録・指導監
督事務等の国から都
道府県への移譲

倉庫業の営業登録、変更登
録、軽微変更の届出、トラン
クルーム認定等に係る事
務、倉庫業の監査等の指導
監督事務について、移譲を
求める。

749

「南海トラフ地震津波
避難対策特別強化地
域」の指定地域におけ
る要配慮者施設の単
独移転を進める制度改
正

国民の命を守ることを最優
先に、第二次救急医療機関
や福祉施設などの重要な要
配慮施設は、集団移転促進
事業にかかわらず単独での
移転が推進されるよう、南
海トラフ地震対策特措法第
12条及び第16条の規定の
見直しを図ること。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　国が定めた基準に基づき、都道府県が事務を行うことによっても「高い公益性」を確
保することは可能である。むしろ地方が行った方が、都市計画、交通状況、物流の内
容、自然環境、住環境等地域の実情に応じたきめ細かな指導監督が可能となり、それ
らの環境に応じた基準によって倉庫の設置が図られることで、国が行う指導監督より
「公益性」を保つことができる。
　また、都道府県も他の関連事業と総合的・一体的な事業の適正運営の確保に資する
指導監督が可能である。
　倉庫業の登録基準は省令によると建築基準法その他の法令により適合していること
とあるが、建築基準行政は都道府県も担っており、専門力に欠けるとは言えないため、
登録基準を参酌すべき基準とした上で登録業務の執行は都道府県に委ねたとしても、
倉庫の安全面の確保は可能と考える。
　なお、本県から提案している物流効率化法による総合効率化計画の認定事務と併せ
て、倉庫業の登録時の事務についても権限移譲を行うことで、申請者の利便性を高め
るものと考える。

・関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式
や社会実験による検討を求める。

要配慮者施設の中には、高齢者が特別養護老人ホームなどに住民票を移し、世帯主
として居住している施設もある。
このような状況の中、今般、貴省は土石流・地滑り対策として、災害時要援護者関連施
設を支援対象とすることとし、具体的な内容を検討するとされている。こうした施策と同
様、津波対策についても、「命を守る」ことを最優先課題として、実効性のある移転事業
を推進するため、特に居住実態のある要配慮者施設については、住居と同様に防災集
団移転促進事業による移転を認めるなどの検討をしていただきたい。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

1

河川法に基づく流水占
用料等の徴収方法を
条例で定めることとす
る規制緩和

河川法第３２条で政令に委
任している流水占用料等の
徴収方法を、条例で定める
ことを可能とする規制緩和。

【支障】河川に係る流水占用料等（河川法第２３条、第２４条若しくは第２５条の許
可又は第２３条の２の登録を受けた者から徴収することができる流水占用料、土
地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料をいう。）については、河
川法施行令第１８条第２項に定めるところにより、流水占用等の期間が複数年
に及ぶ場合でも毎年度徴収しなければならない。しかし、本県の流水占用料等
のうち特に土地占用料については、毎年の調定件数千数百件のうち高額な２件
（ゴルフ場）を除けば、平均が３，０００円程度と低額である。
このように低額な流水占用料等も毎年調定、徴収事務を行うことは、行政事務
の効率化の観点から問題がある。
【改正の必要性】流水占用料の徴収方法を政令ではなく、条例で定めることによ
り、流水占用等の期間が複数年に及ぶ場合は、希望により全許可期間分を一
括徴収することを可能としたい。これにより、県の行政コスト軽減による行政の
効率化と、申請者の負担軽減による住民サービスの向上が実現できる。なお、
道路法においては、占用料の額・徴収方法は条例に委任（道路法３９条２項）さ
れており、本県では、道路占用料については複数年度にまたがるものを一括徴
収することを可能としている。

河川法第32条第2項
河川法施行令第18
条第2項

国土交通省 佐賀県
E　提案の実
現に向けて
対応を検討

占用料の徴収については、流水占用において、通水を始めた後、実際
に通水を行った期間について徴収するという考え方を念頭に、年度を区
切り徴収する制度となっていたところであるが、その一方で「毎年調定、
徴収事務を行うことは、行政事務の効率化の観点から問題がある」等の
提案理由も踏まえると、本提案事項については、各地方公共団体等の
意見も聴きながら、今後、慎重に検討を進める必要があると考えてい
る。　その際、一括徴収による占用者の負担の増加等についても、慎重
に精査する必要がある。

10

かんがい用水の目的
外利用における申請手
続き及び財産の処分
等承認基準の緩和

かんがい用水の目的外利
用（畜産用水等）について、
変更、新規取得手続き、目
的外利用申請の簡素化及
び目的外利用に伴う国庫補
助金の返還を不要とするよ
う制度改正を要望する。

　本市南部にはカルスト地形の大地が広がっており、河川・地下水に乏しいた
め、県が国庫補助で整備した畑地かんがい施設により、農地のかんがいを行っ
ている。しかし、耕作放棄等により灌漑面積が減少傾向にあり、許可済みの水
利権に余剰が発生しており、将来的に当該施設の維持管理が困難となることが
予想される。
　当該地域に畜産施設や農産加工施設などが新設された場合、かんがい施設
を利用するには目的外利用（畜産用水、工業用水等）になるため、県が行う変
更・新規取得手続・目的外利用申請等に相当の期間を要することになる。このた
め、余剰範囲内で用途の定めのない取水量を確保し、用途・必要水量決定後に
届出等による変更手続きになるよう制度改正を行うことを要望する。
　また、当該施設は建設後３０年以上を経過し、補助目的を達成したものと見な
すことができるが、収益が見込まれる（他のかんがい用水受益者と同様に使用
料等を負担するため）場合は､国庫補助金の返還が生じる。当該施設の有効利
用及び維持管理費の確保のため、目的外利用による国庫補助金の返還が生じ
ないよう、合わせて制度改正を要望する。

河川法第２３条、補
助事業等により取得
し、又は効用の増加
した財産の処分等
の承認基準につい
て（平成２０年５月２
３日２０経第３８５号
農林水産省大臣官
房経理課長通達）第
４条

国土交通省
農林水産省

新見市 C　対応不可

　河川法第２３条に基づく流水の占用は、東京三田用水慣行水利権等
確認請求事件判決（東京地裁S36、最高裁S44）、長野県高瀬川等水利
許可処分等取消請求事件判決（最高裁S37）において、「ある特定目的
のために、その目的を達成するのに必要な限度において、公共用物た
る河川の流水を排他的・継続的に使用すること」とされている。
　河川の流水は公共の資産であり、水利使用を許可できる河川の流水
には限度があることから、河川の流水の有効かつ適正な利用の確保
と、利水者間の円滑で円満な水利秩序を維持するため、流水の占用を
行いたい場合は河川管理者からの許可が必要となっている。
　ある特定目的を達成する以上に不要となった河川の流水を引き続き
許可し続けることは、他に必要な水利使用の申請がなされた際に新た
に許可を付与できないこととなり、望ましい水利秩序を乱すおそれがあ
ることから、本要望については応じられない。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

1

河川法に基づく流水占
用料等の徴収方法を
条例で定めることとす
る規制緩和

河川法第３２条で政令に委
任している流水占用料等の
徴収方法を、条例で定める
ことを可能とする規制緩和。

10

かんがい用水の目的
外利用における申請手
続き及び財産の処分
等承認基準の緩和

かんがい用水の目的外利
用（畜産用水等）について、
変更、新規取得手続き、目
的外利用申請の簡素化及
び目的外利用に伴う国庫補
助金の返還を不要とするよ
う制度改正を要望する。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

 提案は、各自治体がそれぞれの状況に応じて占用料の支払い方法を定められ
るようにしていただきたいというものであり、これが実現すれば、本県としては申
請者が希望された場合に占用料の一括支払いができるようにしたい。
　県の行政コスト軽減による行政の効率化と、申請者の負担軽減による住民
サービスの向上を図るために行うものであり、占用者の負担の増加等を招くこと
にならないように対応するので、ぜひ実現をお願いしたい。

地方分権改革推進委員会第2次勧告の趣旨を踏まえ、
流水占用料等の徴収について必要な事項については、
条例に委任する、又は条例による補正を許容するべき
である。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

本市南部に整備された畑地かんがい施設は、耕作放棄地の増加により灌漑面
積が減少傾向にあり、許可済みの水利権に余剰が発生している状況である。
その余剰分を当初目的の畑地かんがいのみならず、農畜産業全体の振興のた
めに活用できるよう再度検討をされたい。

「目的外利用申請の簡素化」は、利水と治水の調整が
しっかりと図られるよう制度設計を構築する必要があ
る。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向け、積極的な検討を求め
る。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

361

流水占用許可等の手
続き及び流水占用料
等の徴収の手続きに
係る見直し

流水占用許可等に当たり，
治水・利水上の観点からの
安全性のみならず，申請者
の経営の健全性を審査対
象とし，占用の目的を安全・
確実に実行させるため，都
道府県が有する流水占用
許可等の権限に関して，
①河川法施行規則第11条
第2項等に定める流水占用
許可等の申請書類に，申請
者の「法人登記簿」，「財務
諸表」及び「流水占用料等
を納付したことを証する書
類」を追加していただきた
い。
②河川法施行令第18条の
改正により，許可の附款（解
除条件）として，流水占用料
等の納付義務を課すること
ができるようにしていただき
たい。

【支障事例】
本県においては，河川法第32条第1項の規定に基づき，条例により，同法第23
条等の流水占用許可等を受けた者に対して流水占用料等の納付義務を課して
いるところであるが，経営が健全でない法人等が未納のまま許可等の更新を行
う例があり，占用目的が適切に実行されない懸念がある。
（河川流水占用料等の収入未済額：平成25年度　29,927千円）
【制度改正の必要性】
現行の占用許可に当たっては，治水・利水上の観点から許可基準を定めてお
り，許可申請者が許可を受けた後，占用の目的を安全かつ確実に実行できるか
という観点が欠けている。
許可等を受けた者は，公共財産を排他的に使用し，営利を上げることになること
から，河川が適正に利用され，公共の安全が保持されるよう，許可の審査に当
たっては，治水・利水上の観点からの安全性のみならず，申請者の経営の健全
性を確認する必要がある。
【改正案】
①河川法施行規則第11条第2項第7号を第8号とし，第7号として次の条文を追加
「七　法人登記簿，財務諸表及び流水占用料等を納付したことを証する書類」
※現行の第7号「その他参考となるべき事項を記載した図書」で対応可能ではな
いかとの指摘については，同号は，治水・利水上の観点から許可を出すに当
たって必要とされる書類を想定していることから，当該規定で対応するのではな
く，明確化することを希望する。
②河川法施行令第18条第2項第3号の次に，第4号として次の条文を追加
「四　法第23条，第24条若しくは第25条の規定による河川管理者たる都道府県
知事の許可を得た者が，都道府県知事から課された流水占用料等を納付しない
場合は，都道府県知事は，当該許可を取り消し又は許可の更新をしないことが
できること。」

・河川法施行規則第
11条第2項
・河川法施行令第18
条第2項

国土交通省 茨城県 C　対応不可

・占用許可等と流水占用料等の徴収は別個の処分であり、許可権者と
徴収権者も異なるところであり、流水占用料等の未納を占用許可等の
取消しや更新拒否の事由とすることはできない。

・流水占用料等の未納に対しては、河川法第７４条の規定に基づいた強
制徴収の手続きにより解決を図るべきものである。

・占用許可等の審査に当たっては、河川管理者は申請者の経営の健全
性を確認するものではないため、本提案の条文を追加することはできな
い。

・以上のことから、占用許可等に係る申請書類を追加し、申請者に対し
て規制強化になるような本提案については応じられない。

705

準用河川の用に供され
ている国土交通省所管
の国有財産の登記嘱
託及び境界決定事務
の権限移譲

不動産登記法及び国有財
産法に基づき，都道府県
は，国土交通省大臣所管の
国有財産のうち，準用河川
の用に供されているものに
ついては，所有権保存登記
の嘱託を行うこととされてい
る。また，国有財産法に基
づき都道府県は，国土交通
省所管の国有財産のうち，
準用河川の用に供されてい
るものについて，隣接地と
の境界確定を行っている。
これらの事務については，
特例条例による権限移譲が
進んでいる現状があるた
め，市町村へ権限移譲を行
うべきである。

【権限移譲の必要性】
１　国有財産法に基づく県の事務
都道府県は，準用河川に隣接する土地所有者からの申請に基づき，県が準用
河川の境界立会を行っている。
２　不動産登記法に基づく県の事務
都道府県は，準用河川に供する国有財産について，所有権保存登記等の登記
所への嘱託を行っている。
３　河川法に基づく市町村の事務
市町村は，準用河川の機能の維持のため，準用河川の管理者として，準用河川
の境界立会を行っている。
市町村は，準用河川の機能の維持のため河川法に基づき管理を行っていること
から，国有財産法等に基づく財産管理としての境界立会，登記嘱託等の事務も
市町村が行うことが効率的である。
１と２の事務は，特例条例による権限移譲が進んでいる現状があるため，法改
正による市町村への権限移譲を行うべきである。
【当県における事務の実績】
１　国有財産法に基づく県の事務
平成22年度から平成24年度：実績なし
２　不動産登記法に基づく県の事務
平成23年度：16件，平成24年度：14件
【特例条例による市町村への移譲状況】
本県内：１，２ともに42市町村中，３２市町村（76.2％）
全国：国有財産法に基づく事務→31道府県，不動産登記法に基づく事務→22道
府県

河川法第100条，国
有財産法第9条第３
項，第31条の２，第
31の３，第31条の４
及び第31条の５，国
有財産法施行令第６
条第２項第１号ヲ，
不動産登記法116条

国土交通省、
財務省

鹿児島県 C　対応不可

・権限移譲の提案のあった事務は、国有財産法（昭和23年法律第73号）
第９条第３項及び国有財産法施行令（昭和23年政令第246号）第６条第
２項第１号ヲに基づき、準用河川の用に供する国有財産で国土交通省
所管のものの取得、維持、保存、運用及び処分については都道府県知
事が行うこととされ、当該事務は第一号法定受託事務に位置付けられ
ている。

・都道府県は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２５２条の１７の２
の規定に基づき、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の
定めるところにより、市町村が処理することとすることができることから、
現行の法令の規定により対応可能である（条例による事務処理特例）。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

361

流水占用許可等の手
続き及び流水占用料
等の徴収の手続きに
係る見直し

流水占用許可等に当たり，
治水・利水上の観点からの
安全性のみならず，申請者
の経営の健全性を審査対
象とし，占用の目的を安全・
確実に実行させるため，都
道府県が有する流水占用
許可等の権限に関して，
①河川法施行規則第11条
第2項等に定める流水占用
許可等の申請書類に，申請
者の「法人登記簿」，「財務
諸表」及び「流水占用料等
を納付したことを証する書
類」を追加していただきた
い。
②河川法施行令第18条の
改正により，許可の附款（解
除条件）として，流水占用料
等の納付義務を課すること
ができるようにしていただき
たい。

705

準用河川の用に供され
ている国土交通省所管
の国有財産の登記嘱
託及び境界決定事務
の権限移譲

不動産登記法及び国有財
産法に基づき，都道府県
は，国土交通省大臣所管の
国有財産のうち，準用河川
の用に供されているものに
ついては，所有権保存登記
の嘱託を行うこととされてい
る。また，国有財産法に基
づき都道府県は，国土交通
省所管の国有財産のうち，
準用河川の用に供されてい
るものについて，隣接地と
の境界確定を行っている。
これらの事務については，
特例条例による権限移譲が
進んでいる現状があるた
め，市町村へ権限移譲を行
うべきである。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　未納占用料の削減を目的として提案したものであり，申請者への新たな規制を
課すことなく実効性のある方法がとれるか検討していきたい。

　準用河川の機能維持の事務は，河川法に基づき，河川管理者である市町村
が行っている。
　一方，準用河川の敷地は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に
関する法律」（平成12年法律第87号）（以下「分権一括法」という。）により国有財
産と市町村の公有財産とが混在する状況となっており，このうち，国有財産の部
分については，国有財産法及び同法施行令に基づき，都道府県がその事務を
行うこととされているため，準用河川敷地の財産管理者が都道府県と市町村の
両方が存在する状況であり，地元住民にとって主体が分かりにくい状況にある。
　このように，市町村は準用河川の財産管理者と河川管理者としての2つの側面
を有していることや，河川管理者として都道府県よりも準用河川の状況をより把
握していることから，市町村が準用河川の機能管理と併せて財産管理もすべて
担うことが効率的である。
　また，住民側からの境界立会等の要請の際，前述のとおり，主体が分かりにく
いとの意見もあり，準用河川の財産管理と機能管理を市町村が一体的に行うこ
とにより，住民の利便性の向上につながることから，権限移譲をすべきであると
考える。

提案団体の提案に沿って準用河川の用に供されている
国土交通省所管の国有財産の登記嘱託及び境界決定
事務の権限を市町村に移譲するべきである。

【全国市長会】
市への移譲については、手挙げ方式による移譲を求め
る。
なお、移譲する場合には、都道府県がこれまでに行って
きた境界立会の記録及び所有権保存登記等の資料等
をすべて市へ引き継ぐこと。ただし、それらが電子化され
ているものであれば、市の既存システムに流用ができる
かを確認し、できない場合は新しい管理システムの導入
について協議・検討すること。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

51
道路構造基準の条例
委任適用範囲の拡大

第１次一括法の適用によ
り、道路構造基準の一部を
地域において定められるこ
ととなったが、この基準は都
道府県道又は市町村道の
みに適用されるもので、都
道府県が管理する指定区
間外の国道には適用されな
い。道路管理者の一体的な
道路管理促進の観点から
も、都道府県が管理する指
定区間外の国道についても
適用すべき。

【制度改正の必要性】
都道府県道と指定区間外国道の同一管理者が２つの構造基準を使用すること
は、業務の煩雑化を招くとともに、地域の責任の判断による、より魅力ある道路
空間の形成や地域の実状に応じた道路整備、管理の支障となる。

道路法
第30条第3項

国土交通省 愛知県 C　対応不可

１．　道路法第５条第１項に規定されているように、一般国道は、高速自
動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、国土を縦断、横断又
は循環して、都道府県庁所在地や政治、経済、文化上特に重要な都市
を連絡する道路等と位置付けられている。また、一般国道は、個別の路
線が政令で指定されているところであり、国が責務を有する営造物であ
る。
２．　指定区間外国道は、体制上の限界等を理由として、地方公共団体
にその維持、修繕、災害復旧その他の管理を委ねているところである
が、本来的には国が責務を有するものである。
３．　このため、指定区間内国道と一体となって、一般国道の機能を発
揮する必要があり、道路構造基準についても、指定区間内国道と指定
区間外国道は統一的な基準によるべきであり、対応は困難である。

52
道路標識設置基準の
条例委任適用範囲の
拡大

第１次一括法の適用によ
り、道路標識設置基準の一
部を地域において定められ
ることとなったが、この基準
は都道府県道又は市町村
道のみに適用されるもの
で、都道府県が管理する指
定区間外の国道には適用さ
れない。道路管理者の一体
的な道路管理促進の観点
からも、都道府県が管理す
る指定区間外の国道につい
ても適用すべき。

【制度改正の必要性】
都道府県道と指定区間外国道の同一道路管理者が２つの設置基準を使用する
ことは、業務の煩雑化を招くとともに、地域の責任の判断による、より魅力ある
道路空間の形成や地域の実状に応じた道路整備、管理の支障となる。

道路法
第45条第2項

国土交通省 愛知県 C　対応不可

１．　道路法第５条第１項に規定されているように、一般国道は、高速自
動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、国土を縦断、横断又
は循環して、都道府県庁所在地や政治、経済、文化上特に重要な都市
を連絡する道路等と位置付けられている。また、一般国道は、個別の路
線が政令で指定されているところであり、国が責務を有する営造物であ
る。
２．　指定区間外国道は、体制上の限界等を理由として、地方公共団体
にその維持、修繕、災害復旧その他の管理を委ねているところである
が、本来的には国が責務を有するものである。
３．　このため、指定区間内国道と一体となって、一般国道の機能を発
揮する必要があり、道路標識基準についても、指定区間内国道と指定
区間外国道は統一的な基準によるべきであり、対応は困難である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

51
道路構造基準の条例
委任適用範囲の拡大

第１次一括法の適用によ
り、道路構造基準の一部を
地域において定められるこ
ととなったが、この基準は都
道府県道又は市町村道の
みに適用されるもので、都
道府県が管理する指定区
間外の国道には適用されな
い。道路管理者の一体的な
道路管理促進の観点から
も、都道府県が管理する指
定区間外の国道についても
適用すべき。

52
道路標識設置基準の
条例委任適用範囲の
拡大

第１次一括法の適用によ
り、道路標識設置基準の一
部を地域において定められ
ることとなったが、この基準
は都道府県道又は市町村
道のみに適用されるもの
で、都道府県が管理する指
定区間外の国道には適用さ
れない。道路管理者の一体
的な道路管理促進の観点
からも、都道府県が管理す
る指定区間外の国道につい
ても適用すべき。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　 現在、地域の実情を反映した効果的な管理・活用等を図る観点から、直轄国道の権
限移譲について国と地方との個別協議が進められている。
 　その際には、本提案の主旨である、地方の責任と判断による、より魅力ある道路空
間の形成や地域の実情に応じた道路整備、管理につながるようにお願いしたい。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

　 現在、地域の実情を反映した効果的な管理・活用等を図る観点から、直轄国道の権
限移譲について国と地方との個別協議が進められている。
 　その際には、本提案の主旨である、地方の責任と判断による、より魅力ある道路空
間の形成や地域の実情に応じた道路整備、管理につながるようにお願いしたい。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

302
道路法（道路の構造の
技術基準、道路標識の
基準）の条例委任

道路の構造の技術基準及
び道路標識の基準につい
て、条例を制定したところで
あるが、条例委任について
は、県道及び市町村道のみ
に適用されるものであり、県
が管理する指定区間外の
国道については適用されな
いこととなっている。道路管
理者の一体的な管理の観
点から県が管理する国道に
ついても適用できるようにす
べきである。

【現状と支障事例】
・道路管理者が、道路構造と標識設置に係る基準について、国道と県道の管理
に２つの基準を使用している現状にあり、業務の煩雑化を招くとともに、地域の
実情に応じた道路整備及び管理の支障となっている。
・具体的には、指定区間外国道において、整備済み区間と新たに整備する区間
で幅員が異なってしまう事例が生じ、地域の実情に応じた車道（路肩）及び歩道
に係る幅員設定ができない。また、管理する指定区間外国道の道路標識におい
ても、県道の様に地域の実情に応じた文字設定ができないこととなっている。

【課題解決のための施策等】
・国道の構造の技術基準を県が管理する指定区間外国道についても委任を求
める。
・法令の規定としては道路構造基準第３０条１項で国道と表記されていること及
び２項に指定区間外国道に関する表記がないことが支障となっている。このた
め、道路法第３０条第１項の「国道」を「直轄国道」とし、第２項の「都道府県道及
び市町村道」に「指定区間外国道」を追記していただきたい。
・委任された場合の構造の技術基準については県が定めた条例の内容と同様と
したい。（参考資料として「資料１」を添付。）
なお、道路標識については、設計速度に応じて設定されている文字の大きさに
ついて、県条例によって、１．０～１．５倍の範囲内で自由に設定できることとし
た。（参考資料として「資料２」を添付。）

【その他】
同一構造規格の場合に交差部分で、直轄国道と指定区間外国道の構造が異な
ることが懸念されるが、現時点では、このような事例がないため対応策は検討し
ていない。

道路法第30条第1項
及び第2項、道路標
識、区画線及び道路
標識に関する命令

国土交通省 福島県 C　対応不可

１．　道路法第５条第１項に規定されているように、一般国道は、高速自
動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、国土を縦断、横断又
は循環して、都道府県庁所在地や政治、経済、文化上特に重要な都市
を連絡する道路等と位置付けられている。また、一般国道は、個別の路
線が政令で指定されているところであり、国が責務を有する営造物であ
る。
２．　指定区間外国道は、体制上の限界等を理由として、地方公共団体
にその維持、修繕、災害復旧その他の管理を委ねているところである
が、本来的には国が責務を有するものである。
３．　このため、指定区間内国道と一体となって、一般国道の機能を発
揮する必要があり、道路構造基準及び道路標識基準のいずれについて
も、指定区間内国道と指定区間外国道は統一的な基準によるべきであ
り、対応は困難である。

647

社会資本整備総合交
付金の採択要件の緩
和
　（港湾改修事業のう
ち維持補修を対象とし
たもの（港湾施設改良
費統合補助事業））

港湾改修事業のうち小規模
なものは採択要件が事業費
２億円以上５億円未満と
なっているため、採択要件
下限額を１億円に引き下げ
る。

【支障事例】
　社会資本整備総合交付金（港湾改修事業のうち維持補修を対象とする港湾施
設改良費統合補助事業）の採択要件は事業費で２億円以上５億円未満となって
おり、１港で採択要件に満たない場合は、他港の補修事業と合併するなどで採
択要件に合致するよう調整する必要があり、補修箇所が点在しないような調整
に苦慮している。
　例えば１港の１施設が要補修となっても、他施設や周辺港湾との合併で１件２
億円以上とならなければ採択不可となるため、車止めや防舷材の欠損など、安
全対策上早期の補修が必要でも対応できず、港湾利用者の安全性確保が出来
ないことから、利用制限等の支障が生じている。現在、採択要件に合致しない施
設の補修は県単独費での対応となるが、予算不足により必要最小限の部分的
な補修のみで十分な対応が出来ないのが実情である。
【制度改正の必要性】
　本県管理港湾は重要港湾４港、地方港湾７７港で、港湾施設約３，３００施設を
有しており、今後増加する港湾施設の維持・補修事業を計画的に行うためには
県単独費用のみでの対応が困難なため、今後も統合補助事業の活用が不可欠
であり、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）によって効率的な港湾施設の維
持補修が可能となるものと考えている。
　なお、道路事業の採択要件は下限額設定なし、当該事業の市町村管理港湾
の採択要件が9千万円以上となっていることから、県管理港湾の下限額を１億円
程度とすることが妥当と考えている。

社会資本整備総合
交付金交付要綱
ﾛ-2港湾事業
ﾛ-2-(1)港湾改修事
業

国土交通省 長崎県 C　対応不可

　国庫補助負担金については、三位一体の改革において、地方の自主
性を高め、国の関与を重点化する観点から改革が行われてきたところで
す。その中で、事業規模要件に関しては、公共事業の各分野の特性を
踏まえつつ、一定の目標の下に段階的に採択基準の引上げ等の見直し
を行ってきたところです。
　以上の経緯に鑑みれば、一般的に事業規模要件を設定することは、
「国の関与の重点化」の観点から必要であると考えております。
　今後とも、地方公共団体の意見を伺いながら、基幹事業のメニューの
見直しなど、使い勝手の良い制度となるよう努めてまいります。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

302
道路法（道路の構造の
技術基準、道路標識の
基準）の条例委任

道路の構造の技術基準及
び道路標識の基準につい
て、条例を制定したところで
あるが、条例委任について
は、県道及び市町村道のみ
に適用されるものであり、県
が管理する指定区間外の
国道については適用されな
いこととなっている。道路管
理者の一体的な管理の観
点から県が管理する国道に
ついても適用できるようにす
べきである。

647

社会資本整備総合交
付金の採択要件の緩
和
　（港湾改修事業のう
ち維持補修を対象とし
たもの（港湾施設改良
費統合補助事業））

港湾改修事業のうち小規模
なものは採択要件が事業費
２億円以上５億円未満と
なっているため、採択要件
下限額を１億円に引き下げ
る。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

（意見無し）
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

回答については了解するが、老朽化する社会インフラの維持管理・更新を適切
に行うことが重要となっており、今後、国及び地方等が一体となって継続的に取
り組んでいかなければならないことから、事業の見直しに当たっては、地方公共
団体の意見を十分に踏まえたものとなるようお願いする。

老朽化する社会インフラの維持管理・更新を適
切に行うことが重要となっており、今後、国及び
地方等が一体となって継続的に取り組んでいか
なければならない。したがって、点検や修繕に
係る交付要件の緩和を図るべきである。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、市町村の採択要件下限額についても併せて引下
げを望む。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

79
社会資本整備総合交
付金事業における交付
金間の流用について

現在、交付金事業は社会資
本整備総合交付金と防災・
安全交付金の２本立てに
なっているが、従来、一つの
交付金事業で自由に利活
用できていたものが事業間
での利用が出来ないケース
が生じるなど自由度が低下
し、使い勝手の良さが評価
されていた交付金制度の魅
力が低下しているため、社
会資本整備に必要な事業
間での交付金の融通が可
能となるよう、見直しを行
い、交付金事業の魅力の向
上、両交付金の相乗効果を
発揮できる制度とする。

【地域の実情】
松山市の下水道人口普及率は59.9％（H24末）であり、全国平均76.3％（H24末）
と比較しても16％以上低い数字となっている。また、松山市は南海トラフ地震防
災対策推進地域にも指定されていることや耐用年数を迎えている施設があるた
め、耐震化・長寿命化も喫緊の課題となっている。
【国の方向性】
国においては汚水処理施設の整備を今後10年間で概ね完成することを目標に
掲げており、松山市では、早急な未普及改善事業の進捗が必要となっている。
【懸念の解消策】
しかしながら、下水道財政の硬直化を防ぐため、建設投資規模の拡大は見込め
ない状況であり、可能な建設投資規模の中で必要な事業を効率的に進めていく
よう、五箇年計画を策定し、計画的に事業を進めているところであるが、防災・安
全交付金に含まれる浄化センターなどの施設の長寿命化や耐震化は事業規模
が大きく、大幅な内示額の減少に対して対応できない。従前は、未普及改善事
業で調整していたが、防災・安全交付金が創設されたことにより、施設の長寿命
化・耐震化と未普及改善事業間の調整が出来なくなったため苦慮している。

社会資本整備総合
交付金交付要綱
社会資本整備総合
交付金の計画別流
用について（平成23
年3月31日改正）
国土交通省説明資
料（ＨＰ）
「社会資本整備総合
交付金制度等の関
係」

国土交通省 松山市 C　対応不可

○　防災・安全交付金は地域における老朽化対策、事前防災・減災対
策等の取組を集中的に支援するために創設された制度であり、各方面
からインフラ長寿命化計画策定の促進や老朽化対策への重点的な支援
が求められている中、他の目的に自由に流用可能とすることは、同交付
金の趣旨に照らし、適切でないと考えます。
 
○　一方で、これまでも交付申請様式の共通化などの運用改善に努め
てきたところであり、今後とも、地方公共団体の意見を伺いながら、使い
勝手の良い制度となるよう努めてまいります。

87-1
都市公園等の整備に
係る交付対象事業要
件の緩和

地域の実情に合った交付対
象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象面積要件を
「2ha以上」から、街区公園
程度（0.25ha）の面積に緩
和。
２．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象事業のうち帰
宅支援場所の機能を有する
公園緑地について、対象と
なる施設に遊戯施設を追加
することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等
整備事業の借地公園の整
備において、要件③で定め
られる“（平成23年度までに
着手された事業に限る。）”
を恒久措置化、若しくは、期
間延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
　近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大
人たちは子どもたちが外遊びをしなくなったと懸念していることから、市民に最も
身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール遊びのできる公園」や「健康
遊具の設置」など地域ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められてい
る。
【支障事例】
　本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約
7.0㎡であり、他の中核市に比較しても少ない状況であるが、整備が求められる
中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている2ha以上の用地確保が困難
なことから、新規整備が停滞している。
　一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を
有する公園緑地」は、交付対象事業に「遊戯施設」が含まれていない。
　また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成
23年度までに着手された事業に限られ、新規公園整備の推進に支障となってい
る。
【懸念の解消策】
　そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園
であっても防災機能を備えた遊戯施設を設置すること、また、借地公園整備の
期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、地域住民に身近な公園整
備が一層推進できる環境となる。
　このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業
の促進につながる。
　さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命
化計画に沿ったリフレッシュが可能となり、健全な公共施設管理につながる。

社会資本整備総合
交付金交付要綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-
（11）

国土交通省 松山市 C　対応不可

都市公園事業においては、地方分権に伴う補助金改革の中で、国と地
方の役割分担として、国は、原則面積２ha以上の規模の大きな都市公
園について社会資本整備交付金等により支援し、面積２ha未満の小規
模な都市公園については、地方が自らの財源で整備することとされてお
り、対応は困難。なお、この財源については、既に地方債及び地方交付
税措置の対象となっている。
 ただし、都市の低炭素化の促進に関する法律、中心市街地の活性化に
関する法律に基づく計画に位置づけられているなど、政策的意義の高
い都市公園については限定的に、事業費等の交付対象事業の要件を
満たした上で、面積２ha未満の小規模な都市公園の整備を支援すること
としている。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

79
社会資本整備総合交
付金事業における交付
金間の流用について

現在、交付金事業は社会資
本整備総合交付金と防災・
安全交付金の２本立てに
なっているが、従来、一つの
交付金事業で自由に利活
用できていたものが事業間
での利用が出来ないケース
が生じるなど自由度が低下
し、使い勝手の良さが評価
されていた交付金制度の魅
力が低下しているため、社
会資本整備に必要な事業
間での交付金の融通が可
能となるよう、見直しを行
い、交付金事業の魅力の向
上、両交付金の相乗効果を
発揮できる制度とする。

87-1
都市公園等の整備に
係る交付対象事業要
件の緩和

地域の実情に合った交付対
象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象面積要件を
「2ha以上」から、街区公園
程度（0.25ha）の面積に緩
和。
２．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象事業のうち帰
宅支援場所の機能を有する
公園緑地について、対象と
なる施設に遊戯施設を追加
することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等
整備事業の借地公園の整
備において、要件③で定め
られる“（平成23年度までに
着手された事業に限る。）”
を恒久措置化、若しくは、期
間延長することに緩和。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　本提案は、柔軟な交付金間の利活用が行なわれることにより、早期発注や繰越金の
減少につながり、円滑な事業執行が行なわれるものである。
　また、当然のことながら、インフラ長寿命化計画や老朽化対策については、計画に基
づき、適切に進行管理を進めていくため、流用することで元の事業進行に影響を与える
とは考えていない。
　こうしたことから、流用可能とすることは、防災・安全交付金の制度創設趣旨から逸脱
するとまでは言えず、本提案のとおり、よりいっそう使い勝手がよくなる制度に改善する
ことを望んでいる。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

　先の第2次一括法で委任された「市民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準」につ
いて、松山市では国の指針等を参酌し、整備目標として「10㎡以上」としているが、実際
には、約7.0㎡にとどまり、全国平均の9.75㎡と比べても整備が大変遅れている状況で
ある。
　本市では、H8年度からH15年度の第6次都市公園等整備7箇年計画の期間には、1人
当たり公園面積が1.28㎡に拡大したが、H16年度に市町合併により0.8㎡追加されて以
降、H17年度から現在までは、わずかに0.1㎡の増加に留まっている。
　また、住民を対象とするタウンミーティングの中でも、身近に遊べる公園づくりへの要
望が多く寄せられているが、防災面や安心安全な生活環境の向上のために整備が求
められる中心市街地や周辺住宅地では、まとまった公園用地が少ない現状に加え、厳
しい財政状況などから、交付対象事業の面積要件である地区公園並みの「2ha以上」
の用地を確保することは非常に困難な状況である。
　一方、中活計画で位置づけられた区域内では、面積要件が500㎡に緩和されるなど
手厚く支援されているが、その周辺に存する住宅地域では適用できないことや、低炭素
まちづくり公園では、対象事業要件が緑化率80％とされていて、本市が求める遊具や
キャッチボールができる広場のある公園づくりには適さないものと考える。
　都市公園事業について、地方分権に伴う補助金改革が行われたことは重々承知して
いるが、本市のように依然として整備水準に満たない自治体が都市公園の整備を進め
るには、都市公園事業の交付対象事業要件を街区公園程度（0.25ha）に緩和すること
が必要と考える。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答

区分 回答

87-2
都市公園等の整備に
係る交付対象事業要
件の緩和

地域の実情に合った交付対
象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象面積要件を
「2ha以上」から、街区公園
程度（0.25ha）の面積に緩
和。
２．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象事業のうち帰
宅支援場所の機能を有する
公園緑地について、対象と
なる施設に遊戯施設を追加
することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等
整備事業の借地公園の整
備において、要件③で定め
られる“（平成23年度までに
着手された事業に限る。）”
を恒久措置化、若しくは、期
間延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
　近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大
人たちは子どもたちが外遊びをしなくなったと懸念していることから、市民に最も
身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール遊びのできる公園」や「健康
遊具の設置」など地域ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められてい
る。
【支障事例】
　本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約
7.0㎡であり、他の中核市に比較しても少ない状況であるが、整備が求められる
中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている2ha以上の用地確保が困難
なことから、新規整備が停滞している。
　一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を
有する公園緑地」は、交付対象事業に「遊戯施設」が含まれていない。
　また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成
23年度までに着手された事業に限られ、新規公園整備の推進に支障となってい
る。
【懸念の解消策】
　そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園
であっても防災機能を備えた遊戯施設を設置すること、また、借地公園整備の
期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、地域住民に身近な公園整
備が一層推進できる環境となる。
　このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業
の促進につながる。
　さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命
化計画に沿ったリフレッシュが可能となり、健全な公共施設管理につながる。

社会資本整備総合
交付金交付要綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-
（11）

国土交通省 松山市 C　対応不可

帰宅支援場所の機能を有する公園緑地は「災害発生時において、主と
して都心部から郊外部への帰宅者の支援場所としての機能を発揮する
公園緑地」（社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編）であり、こ
の機能を発揮するために必要な災害応急対策施設等を支援の対象とし
ているところである。なお、交付の対象とはならないが、帰宅支援場所
の機能を有する公園緑地において遊戯施設を整備することは可能であ
る。

87-3
都市公園等の整備に
係る交付対象事業要
件の緩和

地域の実情に合った交付対
象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象面積要件を
「2ha以上」から、街区公園
程度（0.25ha）の面積に緩
和。
２．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象事業のうち帰
宅支援場所の機能を有する
公園緑地について、対象と
なる施設に遊戯施設を追加
することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等
整備事業の借地公園の整
備において、要件③で定め
られる“（平成23年度までに
着手された事業に限る。）”
を恒久措置化、若しくは、期
間延長することに緩和。

要約版
【制度改正の経緯】
　近年のゲーム機やスマホ・携帯電話の普及は社会現象になっており、多くの大
人たちは子どもたちが外遊びをしなくなったと懸念していることから、市民に最も
身近に利用できる公園である街区公園は、「ボール遊びのできる公園」や「健康
遊具の設置」など地域ニーズに即した効率的で効果的な対応が求められてい
る。
【支障事例】
　本市では、「市民１人当たりの公園面積10㎡以上」を目標にしているが現在約
7.0㎡であり、他の中核市に比較しても少ない状況であるが、整備が求められる
中心市街地及び周辺住宅地では、要件となっている2ha以上の用地確保が困難
なことから、新規整備が停滞している。
　一方、要件緩和されている「防災公園」においても「5)帰宅支援場所の機能を
有する公園緑地」は、交付対象事業に「遊戯施設」が含まれていない。
　また、用地購入する場合と比べ経費を節減できる借地公園についても、平成
23年度までに着手された事業に限られ、新規公園整備の推進に支障となってい
る。
【懸念の解消策】
　そこで、面積要件が街区公園程度（0.25ha）に緩和されること、及び、防災公園
であっても防災機能を備えた遊戯施設を設置すること、また、借地公園整備の
期間を恒久措置化、若しくは、期間延長されることは、地域住民に身近な公園整
備が一層推進できる環境となる。
　このことは、民間開発事業者が設置するべき公園・緑地を緩和でき、民間事業
の促進につながる。
　さらに、都市公園事業で街区公園の改築が可能となることで、策定した長寿命
化計画に沿ったリフレッシュが可能となり、健全な公共施設管理につながる。

社会資本整備総合
交付金交付要綱
附属第２編
イ-12-（１）、イ-12-
（11）

国土交通省 松山市
D　現行規定
により対応可
能

借地公園における施設整備については、交付対象事業の要件や処分
制限期間等の条件を満たす場合、社会資本整備総合交付金の都市公
園事業を活用することが可能である。
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管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

87-2
都市公園等の整備に
係る交付対象事業要
件の緩和

地域の実情に合った交付対
象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象面積要件を
「2ha以上」から、街区公園
程度（0.25ha）の面積に緩
和。
２．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象事業のうち帰
宅支援場所の機能を有する
公園緑地について、対象と
なる施設に遊戯施設を追加
することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等
整備事業の借地公園の整
備において、要件③で定め
られる“（平成23年度までに
着手された事業に限る。）”
を恒久措置化、若しくは、期
間延長することに緩和。

87-3
都市公園等の整備に
係る交付対象事業要
件の緩和

地域の実情に合った交付対
象事業要件の緩和
１．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象面積要件を
「2ha以上」から、街区公園
程度（0.25ha）の面積に緩
和。
２．イ-12-（１）都市公園事
業の交付対象事業のうち帰
宅支援場所の機能を有する
公園緑地について、対象と
なる施設に遊戯施設を追加
することに緩和。
３．イ-12-（11）市民緑地等
整備事業の借地公園の整
備において、要件③で定め
られる“（平成23年度までに
着手された事業に限る。）”
を恒久措置化、若しくは、期
間延長することに緩和。

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

全国市長会・全国町村会からの意見各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見 全国知事会からの意見

意見 意見 意見

　災害発生時に、帰宅者の支援場所としての機能を発揮する施設としては、テントを張
りやすい防災パーゴラ、煮炊きのできるかまどスツール、防災器具を収納できる防災ベ
ンチなどといった災害時利用を想定した施設であると理解しているが、近年、複合遊具
に災害時には「仮設避難施設」としてテントが張れる機能を設け、子ども達のための、
遊具としての楽しさを損なうことなく、災害時には、テントとして機能する複合遊具が市
販され、他市の防災公園には設置している事例もある。
　そこで、防災公園においては、一般化されている防災遊具についても防災機能を有す
る施設として、本交付対象事業に含めていただくよう要望する。

―
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。

社会資本整備総合交付金交付要綱　附属第２編　イ-12-（11）の２．交付対象事業の
要件の③では、「平成23年度までに着手された事業に限る。」と時限化されているの
で、地方公共団体が借地公園で行う施設整備は、現行では不可と考え、借地公園整備
の期間を恒久措置化、若しくは、期間延長の要件緩和を提案する。

―

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求め
る。
なお、所管（府）省からの回答が「現行規定により対応可
能」となっているが、事実関係について提案団体との間
で十分確認を行うべきである。
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